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地域イノベーション創出研究開発事業公募要領 

経済産業省では、平成２０年度から新たに「地域イノベーション創出研究開発事業」に係る研究開発テーマを、

地域の産学官により構成される研究体から、以下の要領で広く募集します。 

なお、本事業は競争的研究資金（※）に登録されています。 

※競争的研究資金とは、資金配分主体が、広く研究開発課題を募り、提案された課題の中から、専門家を含む

複数の者による、科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に

配分する研究開発資金をいう。 

［競争的研究資金制度改革について（意見）（平成１５年４月２１日、総合科学技術会議）より］ 

 

１．事業の概要 

（１）目的 

本事業は、地域において新産業・新事業を創出し、地域経済の活性化を図るため、産学官の研究開発資源

の最適な組み合わせからなる研究体を組織し、最先端の技術シーズをもとに新製品開発を目指す実用化技術

の研究開発支援を通じて、新たな需要を開拓し、地域の新産業・新事業の創出に貢献しうる製品等の開発に

つなげることを目的としています。 

※上記目的を具現化するため、本事業を実施するにあたっては、研究開発成果が技術等の実用化に留まる

ものではなく、実際に事業化するところまで目指したものとなるような研究開発であることが必要です。

（なお、本事業でいう「実用化」とは試作品製作段階まで至ったものを指し、また「事業化」とは市販

まで至ったものを指します。） 

（２）事業の対象範囲 

本事業は、地域において新産業の創出に貢献しうるような最先端の技術シーズを活用し、地域産業の形

成・強化の有効な手段として期待されるような製品の事業化に結びつく技術開発であって、研究開発の要素

を持ったプロジェクトを対象としています。 

したがって、研究テーマに関する技術シーズ・知見、本研究開発を開始するための充分な基礎研究、調査、

技術等の蓄積があることが必要となります。そのため、技術シーズ・知見の研究を本事業の対象とすること

はできません。 

また、事業化のための生産技術等であって研究開発要素のあるものは含まれますが、研究開発要素の薄い

量産設備等の整備事業は含まれません。 

※研究開発終了後、直ちに「製品の開発」に着手するための「事業化計画の課題の抽出」、「事業化体制」

等を提案書で明確にすることに留意してください。 

（３）研究開発課題の募集分野 

今回公募する研究開発課題は、【一般枠】及び農林水産業の振興や農林漁村等地域の活性化等に資するこ

とが期待される研究開発課題を対象とした【農商工連携枠】の２つの枠に関わる研究開発課題とします。２

つの募集枠のうち、いずれかの募集枠へ提案できますが、【農商工連携枠】への提案案件については、【一般

枠】への提案もあったものとして取り扱います。 

また、【一般枠】については、研究開発期間が１年のもの及び２年のものに分けて募集します。 

Ⅰ．地域イノベーション創出研究開発事業【一般枠】 

次の１）に示す新産業創造戦略２００５（以下「新産業創造戦略」という。）に沿った研究開発であって、

かつ２）の産業分野に該当することが必要です。 

１）新産業創造戦略 

新産業創造戦略に沿った研究開発課題であること 

① 以下の条件を満たす新産業群であること 

・日本経済の将来の発展を支える戦略分野 

・国民ニーズが強く、内需主導の成長に貢献する分野 

・最終財から素材まで、大企業から中堅・中小企業まで、大都市から地方まで、広範な広がりがあり、

我が国の産業集積の強みが活かせる分野 
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・市場メカニズムだけでは発展しにくい障壁や制約があり、官民一体の総合的政策展開が必要な分野 

② 地域再生を担う産業群であること 

・地域を基盤とした先端産業 

・ものづくり産業の新事業展開 

・地域サービス産業の革新 

・食品産業の高付加価値化 

※新産業創造戦略、技術戦略マップ２００７（以下「技術戦略マップ」という。）は、経済産業省の下記ホ

ームページをご参照ください。 

http://www.meti.go.jp/press/20050613003/20050613003.html 

http://www.meti.go.jp/press/20070423006/20070423006.html 

２）産業分野 

原則として、次に示す産業分野に該当すること。 

※ただし、農林水産物の栽培方法等のみに係る開発、ヒトクローンに関する研究開発、臨床試験（前臨床

試験を除く。）を伴う研究開発、原子力に関する技術開発等は対象となりません。 

①情報通信分野       ⑤エネルギー分野    ⑨住宅産業分野    ⑬繊維分野 

②バイオテクノロジー分野  ⑥医療・福祉分野    ⑩航空機分野     ⑭食料分野 

③機械分野         ⑦材料分野       ⑪宇宙分野      ⑮造船分野 

④化学分野         ⑧環境分野       ⑫自動車分野     ⑯建設分野 

Ⅱ．地域イノベーション創出研究開発事業【農商工連携枠】 

前記Ⅰ．に該当するもののうち、次の１）～２）の各要件を満たす研究開発を対象とします。 

１）農林水産業を対象とする研究機関又は民間企業等を含む研究体であること。 

※「農林水産業を対象とする研究機関」とは、下に示す産業分野に係る事項を主たる研究対象とする研

究機関を指します。 

※「農林水産業を対象とする民間企業等」とは、下に示す産業分野に該当する民間企業又は下に示す産

業分野に係る製品・サービス等を取り扱う民間企業等を指します。 

２）製造業・サービス業等と、農林水産業の有する資源や技術、ノウハウ等を連携させた研究課題であるこ

と。 

（日本標準産業分類における産業分野） ※詳細は参考１（４９ページ）をご参照ください。 

大分類Ａ－農業、林業 ： 中分類０１－農業 ・ 中分類０２－林業 

大分類Ｂ－漁業    ： 中分類０３－漁業 ・ 中分類０４－水産養殖業 

（４）研究開発期間と研究開発費の規模 

１プロジェクト当たりの研究開発期間及び研究開発費の規模は、原則として、それぞれ次のとおりとしま

す（研究開発費については、採択審査後査定の上決定します）。 

ただし、研究開発期間については、１年間のプロジェクトを除き、中間評価（１６ページ）の評価結果及

び委託を行う経済産業局の判断によって、短縮又は中断することがあります。また、天災地変その他の災害

等、やむを得ない事由で委託を行う経済産業局が認めた場合に限り、延長することもあります。 

提案にあたっては、研究開発費について可能な限り精査した額を計上してください。 

募集枠 研究開発期間 研究開発費 

１年 １年以内(平成２１年３月まで) １億円以内※ 
一般枠 

２年 ２年以内(平成２２年３月まで) １年目：１億円以内※／２年目：５千万円以内

農商工連携枠 ２年以内(平成２２年３月まで) １年目：１億円以内※／２年目：５千万円以内

※上限額は１億円／件としますが、コンパクト・少額のプロジェクトを含め多様な規模のプロジェクトの採

択を予定しています。（提案プロジェクトの状況により変動することがあります。） 

（５）新規採択予定（想定） 

平成２０年度は、１件あたり平均５，０００万円とすると、一般枠（研究期間１年）を５０件程度、一般

枠（研究期間２年）を７５件程度、農商工連携枠を２０件程度の採択を想定しています。 

なお、採択時期は平成２０年６月中頃を予定しています。 
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事業スキーム（事業の仕組み） 

経済産業局が公募により研究体から研究開発テーマを募集し、審査、契約手続きを経て研究開発を実施してい

ただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＰＭは、原則として研究体の構成員である民間企業に所属し、事業化の観点から当該研究開

発の最適化及び研究開発終了後の事業化を推進するための体制・環境の整備を行うことがで

きる者であること。 

 

①応募資格については、５ページ参照 

②プロジェクトの応募手続については、９ページ参照 

③提案プロジェクトの選定については、１１ページ参照 

④委託研究契約（⑤再委託契約又は請負契約（以下「再委託契約等」という。）を含む）については、 

１３ページ参照 

⑧中間検査・確定検査、⑨委託費支払については、１５ページ参照 

⑩中間評価・最終評価・フォローアップ調査については、１６ページ参照 
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中
間
評
価
・
最
終
評
価 

（
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
）

⑨
委
託
費
支
払 

⑦
成
果
報
告 

②
提
案

①
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
公
募

④
委
託
研
究
契
約

③審査・決定 

経済産業省（経済産業局）

委員（学識経験者等） 

審査委員会 

研究体 

管理法人（兼研究実施者）

（例：民間企業） 
総括事業代表者（ＰＭ） 

研究実施者 

（例：大学等）

研究実施者 

（例：産総研） 

研究実施者 

（例：公設試）

研究実施者 

（例：民間企業）

アドバイザー 

⑤再委託又は請負（以下「再委託等」という。） ⑥研究実施 
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２．応募資格 

応募を行おうとする研究体は、以下の要件を満たすことが必要です。 

（１）研究体の要件 

【一般枠】【農商工連携枠】共通の要件 

（ⅰ）以下に説明する要件を満たす管理法人、総括事業代表者及び研究実施者によって構成される研究

体とし、委託研究に必要な技術シーズ・知見を有する者を含む必要があります。 

（ⅱ）研究体は、原則として複数の民間企業を含む構成とする必要があります。 

※ただし、民間企業が中小企業（中小企業の定義は参考８（７２ページ）参照）の場合に限り、民

間企業１社を含む構成とすることができます。 

（ⅲ）研究体には、大学、高等専門学校（以下「高専」という。）、大学共同利用機関、独立行政法人及

び地方独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うもの、特殊法人であって研究開発を目的

とするもの並びに国及び地方公共団体の試験研究機関（以下「試験研究機関等」という。）のうちの

いずれか１つ以上の機関を含む構成とするものとします。 

（ⅳ）アドバイザーの参画は任意です。 
 

【農商工連携枠】の追加要件 

（ⅴ）農林水産業を対象とする研究機関又は民間企業等を含む研究体であること。 

※「農林水産業を対象とする研究機関」とは、下に示す産業分野に係る事項を主たる研究対象とす

る研究機関を指します。 

※「農林水産業を対象とする民間企業等」とは、下に示す産業分野に該当する民間企業又は下に示

す産業分野に係る製品・サービス等を取り扱う民間企業等を指します。 

（日本標準産業分類における産業分野） ※詳細は参考１（４９ページ）をご参照ください。 

大分類Ａ－農業、林業 ： 中分類０１－農業 ・ 中分類０２－林業 

大分類Ｂ－漁業    ： 中分類０３－漁業 ・ 中分類０４－水産養殖業 

（ⅵ）製造業・サービス業等と、農林水産業の有する技術力やノウハウ等を連携させる研究課題を行う

研究体であること。 

（２）研究体の構成員に関する資格要件 

ａ）管理法人＜必須＞ 

管理法人とは、研究実施プロジェクトの運営管理、研究体構成員相互の調整を行うとともに、財産管理

（知的財産権を含む）等の事業管理及び研究開発成果の普及、事業化の推進（又は推進支援）等を主体的

に担う母体となる機関です。また、国との委託契約における受託者として、契約責任を有します。 

したがって、管理法人は、以下の要件を満たすことが必要です。 

なお、要件を満たさなくなった場合、研究開発期間の中途であっても研究契約を取り消すことがありま

すのでご注意ください。 

＜管理法人の資格要件＞ 

（ⅰ）日本国内の法人格を有する組織であって、国との委託契約を締結できること。 

※管理法人と研究実施者とが締結する再委託契約等においても、国との委託契約に準拠（請負契約の

場合は、一部を準拠）していただくこととなります。 

（ⅱ）管理法人として、事業終了後の手続きを含め、業務の遂行に十分な管理能力があるとともに、研究

開発業務の遂行のための体制及び研究開発終了後の事業化に向けた推進体制（又は事業化に向けた支

援体制）が整備されていること。 

※参考８（７２ページ）もあわせてご参照ください。 

（ⅲ）当該研究開発を受託できる財政的健全性を有していること。 

原則として委託費は精算払いとなるため、研究期間中の再委託先への立替払いが可能であることが

必要です。 

＜鉱工業技術研究組合が管理法人となる場合の追加資格要件＞ 

（ⅳ）鉱工業技術研究組合に属する企業が研究体に参画し、当該研究開発の全部又は一部を行うこと。 
 



6 

・管理法人は、必ずしも公益法人である必要はありません。また、公益法人が管理法人であることをもっ

て、評価において加点される等他より有利になることはありません。 

・公益法人が管理法人となる場合は、委託費の５割以上を他の法人等の第三者に再委託することはできま

せん。 

ｂ）総括事業代表者（プロジェクトマネージャー）＜必須＞ 

プロジェクト毎に総括事業代表者（以下「ＰＭ」という。）を置き、事業化の観点から当該研究開発の最

適化とともに、研究開発終了後の事業化を支援するための体制・環境の整備を図っていただきます。 

ＰＭは、研究体の構成員等と協調・連携し、事業全体の方針決定、工程管理を行うとともに、その責任

を負う自然人（個人）です。 

具体的には、研究体の構成員による事業化を念頭に置いた取り組み（競合技術・市場動向の調査分析や

知的財産戦略、普及・標準化戦略、販路開拓等の検討など）を効果的に実施させるとともに、その結果を

当該研究開発計画に反映させるなど、プロジェクト全体の進捗管理や研究開発資源の再配分を行っていた

だきます。 

また、ＰＭには、当該プロジェクト終了後、研究体の構成員等と協調・連携し、当該研究開発成果等を

活用した事業化の推進に引き続き関与していただきます。 

上記を踏まえ、ＰＭは、次の要件に合致していることが必要です。 

＜ＰＭの資格要件＞ 

（ⅰ）高い事業管理能力を有し、管理法人及び研究実施者等と連携しつつ、強力なリーダーシップを発揮

できること。 

（ⅱ）研究計画の実施について総括を行うのに相応しい高い研究上の見識と管理能力を有していること。

（ⅲ）上記（ⅱ）に加え、研究開発成果の事業化における、資金調達及び販路開拓等について、高い見識

やノウハウを有しており、事業化の観点から当該プロジェクトを牽引する能力が期待できること。 

（ⅳ）当該プロジェクトのマネジメントを行う上で必要とされる一定の技術的知見を有していること。 

（ⅴ）当該プロジェクトのマネジメントに必要かつ十分な時間を充てることができること。 

（ⅵ）原則として、研究体の構成員である民間企業に所属し、事業化の観点から当該研究開発の最適化及

び研究開発終了後の事業化を推進するための体制・環境の整備を行うことができる者であること。 

※ＰＭの労務費は、管理法人からＰＭへ直接労務費を支給する場合、管理法人の「管理員費」として経費

計上することも可能です。（１４ページ参照） 

ｃ）研究実施者＜必須＞ 

研究実施者は、研究プロジェクトのうち、研究開発部分を実施する研究者が所属する民間企業、組合、

公益法人、試験研究機関等であって、管理法人との間で再委託契約等が締結可能な、日本国内の法人格を

有する組織となります。 

＜資格要件＞ 

（ⅰ）当該研究開発に参加する民間企業等においては、委託研究開発を行うための体制が整備されており、

当該研究開発を遂行する能力があること。 

（ⅱ）当該研究開発に参加する試験研究機関等においては、委託研究開発を行うための体制が整備されて

いること。 

ｄ）アドバイザー＜任意＞ 

委託費を伴わない自主研究実施者、有識者等の研究協力者（自然人又は法人）を指します。 

特に人数の制限はありません。 
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（３）応募にあたっての留意事項 

１）「ｅ－Ｒａｄ（府省共通研究開発管理システム）」への登録 

本事業へ提案されるにあたっては、研究体に参画する全ての研究実施者（管理法人を含む。）について、

事前に「ｅ－Ｒａｄ（府省共通研究開発管理システム）」への「研究機関の登録」「研究者の登録」が必要

となります。登録方法については、ｅ－Ｒａｄポータルサイト【http://www.e-rad.go.jp】をご参照くだ

さい。登録手続きに日数を要する場合がありますので、２週間以上の余裕をもって登録手続きを行ってく

ださい。なお、一度登録が完了すると、他の研究開発制度・事業の応募の際に再度登録する必要はありま

せん。また、他の研究開発制度・事業で登録済みの場合は再度登録する必要はありません。 

※登録手続きについては、２０ページをご参照ください。 

※ｅ－Ｒａｄ（府省共通研究開発管理システム）とは、競争的資金制度を中心として研究開発管理に係る

一連のプロセス（応募受付→審査→採択→採択課題管理→成果報告等）をオンライン化する府省横断的

なシステムで、平成２０年１月４日から運用開始しています。 

※平成２０年度の公募では、ｅ－Ｒａｄ上からの応募受付は行いません。 

※「研究機関の登録」「研究者の登録」は、公募受付期間前でも手続き可能です。 

※ｅ－Ｒａｄに関してご不明な点については、ｅ－Ｒａｄヘルプデスクまでお問い合わせください。（電

話：０１２０－０６６－８７７（受付時間：平日の9:30～17:30）） 

２）「不合理な重複」及び「過度の集中」の排除 

競争的資金の適正な執行に関する指針（平成１７年９月９日競争的研究資金に関する関係府省連絡会申

し合わせ、平成１８年１１月１４日改正）（以下「指針」という。参考２）に従い、不合理な重複及び過度

の集中を排除するため、各府省で次の措置を執ります。 

① 不合理な重複及び過度の集中の排除を行うため、提案内容の一部について必要な範囲内で、他府省を

含む他の競争的研究資金担当課（独立行政法人である配分機関を含む。以下同じ。）に情報提供する場合

があります。 

② 研究者のエフォート（研究充当率）（※）等提案書類に事実と異なる記載をした場合は、研究課題の不

採択、採択取消し又は減額処分とすることがあります。 

※エフォート（研究充当率） 

：研究者の年間の全仕事時間（研究活動の時間のほか、教育・医療活動等を含めた実質的な全仕事時間

を指す。）を１００％とした場合の、そのうちの当該研究の実施に必要となる時間の配分率。 

更に、競争的研究資金以外でも、政府において同一の研究者の同一又は著しく類似したプロジェクト

は、関係省庁等の連携により重複して助成しないこととされていますので、ご留意ください。 

３）不正経理及び不正受給を行った研究者等の制限 

指針に従い、本事業及び他府省の競争的研究資金において不正経理又は不正受給を行ったために、委託

費又は補助金等の全部又は一部を返還した研究開発課題の研究者及びそれに共謀した研究者に対し、以下

の措置を講じます。 

① 不正経理を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対して本事業への応募を制限します。（応募制限

期間：不正の程度により、原則、委託費又は補助金等を返還した年度の翌年度以降２～５年間） 

② 偽りその他不正な手段により競争的研究資金を受給した研究者及びそれに共謀した研究者に対し、本

事業への応募を制限します。 

（応募制限期間：原則、委託費又は補助金等を返還した年度の翌年度以降５年間） 

③ 本事業のプロジェクトにおいて不正経理又は不正受給が行われた場合、他府省を含む他の競争的研究

資金担当課に不正経理又は不正受給の概要（不正経理又は不正受給をした研究者名、制度名、所属機関、

研究課題、予算額、研究年度、不正の内容等）を提供します。なお、不正経理又は不正受給をした研究

者及びそれに共謀した研究者に対し、他府省を含む他の競争的研究資金への応募が制限される場合があ

ります。 

４）研究上の不正への対応 

指針に従い、本事業及び他府省の競争的研究資金による研究論文等において、研究上の不正行為（ねつ

造、改ざん、盗用）があると認められた場合、下記①～④の措置を講じます。 
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また、「研究活動の不正行為への対応に関する指針」（平成１９年１２月２６日経済産業省策定）に基づ

き、経済産業省は資金配分機関として、また本事業の管理法人及び研究実施者等は研究機関として必要な

措置を講じることとします。このため、経済産業省に研究活動の不正行為に関する告発・相談窓口を設置

するほか、各機関には研究機関として告発受付窓口を内部に設置いただくとともに、本事業についての告

発があった場合には調査を実施いただくことがあります。 

なお、経済産業省は不正行為に関する措置を決定したときは、原則として措置の対象となった者の氏名・

所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称、当該研究費の金額、研究内容、不正行為の内容

及び不正の認定に係る調査結果報告などについて公表します。 

① 当該研究費について、不正行為の悪質性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただくことが

あります。 

② 不正行為に関与した者に対し、本事業への応募を制限します。 

（応募制限期間：不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された年度の翌年度以降２～

１０年間） 

③ 不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者としての注意義務を怠っ

たことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、本事業への応募を制限します。 

（応募制限期間：責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降１～３

年間） 

④ 他府省を含む他の競争的研究資金担当課に当該研究不正の概要（研究機関等における調査結果の概要、

不正行為に関与した者及び上記③により一定の責任があるとされた者の氏名、所属機関、研究課題、予

算額、研究年度等）を提供します。このことにより、不正行為に関与した者及び上記③により一定の責

任があるとされた者に対し、他府省を含む他の競争的研究資金への応募が制限される場合があります。 

また、他府省を含む国の研究資金において、過去に研究活動における不正行為があったと認定された

者（当該不正行為があったと認定された研究の論文等の内容について責任を負う者として認定された者

も含む。）については、本事業への参加が制限されることがあります。 

経済産業省における研究活動の不正行為に関する告発・相談窓口 

経済産業省 産業技術環境局産業技術政策課 研究開発事業適正化推進係 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

ＴＥＬ 03-3501-1773／ＦＡＸ 03-3501-7908 

E-mail kenkyu-hotline@meti.go.jp 

 



9 

３．応募手続 

（１）応募 

１）提案者 

提案は必ず管理法人が行ってください。 

２）提出物 

提案に際しては、３）の締切までに、提案書ほか提案書類一式を提出してください。必要書類について

は１６ページ以降をご参照ください。 

・必ず本公募要領による様式（２４～４５ページ）を使用してください。 

※本公募要領による様式以外で作成された提案書は認められません。 

・書類の作成にあたっては、１７ページ以降、及び提案書様式記載の注意事項をご確認ください。 

３）締切、提出先等 

受付期間 

平成２０年４月１日（火）～平成２０年４月２２日（火）※必着 

（土曜・日曜・祝日を除く） 

受付時間 10:00～12:00、13:30～17:00 

研究体の「主たる研究実施場所」を所管する経済産業局（次ページ参照）に、直接持参または郵送によ

り提出してください。締切を過ぎての提出は受け付けられません。 

また、提出にあたっては、研究体に参画する全ての研究実施者（管理法人を含む。）について、事前にｅ

－Ｒａｄへの「研究機関の登録」「研究者の登録」を行い、所属機関番号及び研究者番号を取得する必要が

あります。（所属機関番号及び研究者番号の提案書への記載が必須となります。番号の記載のない提案書の

受付はできません。）ｅ－Ｒａｄについては、２０ページをご参照ください。 

※ｅ－Ｒａｄの登録手続きに日数を要する場合がありますので、２週間以上の余裕をもって登録手続きを

行ってください。（「研究機関の登録」「研究者の登録」は、公募受付期間前でも手続き可能です。） 

※受付時間以外の時間帯は、提案書等の受付はできませんので、ご注意ください。 

※締切間際は、窓口が大変混雑し、受付まで長い時間お待ちいただくことがありますので、なるべく早い

時期のご提出をお願いします。 

※郵送等の場合、配達等の都合で締切時刻までに届かない場合もありますので、締切の期限に余裕をもっ

て送付ください。 

※ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受け付けられません。 

※２０年度の公募については、ｅ－Ｒａｄ（府省共通研究開発管理システム）上からの受付は行いません。 

４）問い合わせ先 

本事業に関する問い合わせは、上記３）と同じく研究体の「主たる研究実施場所」を所管する経済産業

局（次ページ参照）にて受け付けます。 

※ｅ－Ｒａｄに関してご不明な点については、ｅ－Ｒａｄヘルプデスクまでお問い合わせください。（電

話：０１２０－０６６－８７７（受付時間：平日の9:30～17:30）） 

５）その他 

応募受付締切時点において、競争的研究資金における不正経理、不正受給又は研究上の不正により応募

制限措置を受けている者、指名停止の処分を受けている者等、本事業の実施にふさわしくないと経済産業

局（経済産業省）が認める者が研究体の管理法人、ＰＭ、研究実施者に含まれている場合には、応募する

ことはできません。（なお、応募した課題にこれらの者が管理法人、ＰＭ、研究実施者に含まれていると認

められる場合、当該課題を審査対象から外すことがあります。） 

（２）公募説明会の開催 

本事業の内容、応募にあたっての手続き等についての公募説明会を実施いたします。説明会の日時・場所

等は、最寄りの経済産業局にお問い合わせください。 

※応募資格として出席を義務づけるものではありません。
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（３）インターネットへの掲載 

本公募要領は下記ホームページにも掲載しています。（提案様式のダウンロードができます。） 

ホームページアドレス： http://www.meti.go.jp/ 

（トップページ右欄「アクションを起こす」内の「調達情報」から「公募情報一覧」を選択します。） 

 経 済 産 業 局 一 覧（提案書提出先・問い合わせ先） 

担当課 所在地及び連絡先（ＴＥＬ・ＦＡＸ） 所轄地域（都道府県）

北海道経済産業局 

地域経済部 

産業技術課 

〒060-0808 

札幌市北区北８条西２丁目１－１ 

ＴＥＬ011-709-5441／ＦＡＸ011-709-1786 

北海道 

東北経済産業局 

地域経済部 

産業技術課 

〒980-8403 

仙台市青葉区本町３－３－１ 

ＴＥＬ022-215-7297／ＦＡＸ022-265-2349 

青森、岩手、宮城、

秋田、山形、福島 

関東経済産業局 

地域経済部 

技術企画課 

〒330-9715 

さいたま市中央区新都心１－１ 

さいたま新都心合同庁舎１号館 

ＴＥＬ048-600-0237／ＦＡＸ048-601-1287 

茨城、栃木、群馬、

埼玉、千葉、東京、

神奈川、新潟、長野、

山梨、静岡 

中部経済産業局 

地域経済部 

産業技術課 

〒460-8510 

名古屋市中区三の丸２－５－２ 

ＴＥＬ052-951-2774／ＦＡＸ052-950-1764 

愛知、岐阜、三重、

富山、石川 

近畿経済産業局 

地域経済部 

技術課 

〒540-8535 

大阪市中央区大手前１－５－４４ 

ＴＥＬ06-6966-6055（受付期間中） 

   06-6966-6017（上記以外の期間） 

ＦＡＸ06-6966-6080 

福井、滋賀、京都、

大阪、兵庫、奈良、

和歌山 

中国経済産業局 

地域経済部 

次世代産業課 

〒730-8531 

広島市中区上八丁堀６－３０広島合同庁舎２号館 

ＴＥＬ082-224-5680／ＦＡＸ082-224-5645 

鳥取、島根、岡山、

広島、山口 

四国経済産業局 

地域経済部 

産業技術課 

〒760-8512 

高松市サンポート３－３３高松サンポート合同庁舎 

ＴＥＬ087-811-8518／ＦＡＸ087-811-8555 

徳島、香川、愛媛、

高知 

九州経済産業局 

地域経済部 

技術企画課 

〒812-8546 

福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 

ＴＥＬ092-482-5462／ＦＡＸ092-482-5392 

福岡、佐賀、長崎、

熊本、大分、宮崎、

鹿児島 

沖縄総合事務局 

経済産業部 

地域経済課 

〒900-8530 

那覇市前島２－２１－７ 

ＴＥＬ098-866-0067／ＦＡＸ098-860-1375 

【平成２０年３月２４日（月）以降の所在地・連絡先】 

〒900-0006 

那覇市おもろまち２－１－１那覇第２地方合同庁舎２号館 

ＴＥＬ098-866-1730／ＦＡＸ098-860-1375 

沖縄 

 

ｅ－Ｒａｄ（府省共通研究開発管理システム）に関する問い合わせ先 

ｅ－Ｒａｄヘルプデスク 
ＴＥＬ0120-066-877 

（受付時間：土曜・日曜・祝祭日・年末年始を除く 9:30 ～ 17:30 ） 
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４．提案プロジェクトの選定 

（１）選定方法 

プロジェクトの選定は、経済産業省（経済産業局）に設置した外部有識者で構成される審査委員会での審

査結果を踏まえて行います。 

（２）審査基準 

審査委員会は、「２．応募資格」を満たしている提案プロジェクトについて、以下の項目を基に評価し、

総合的な審査を行います。 

Ⅰ．研究開発内容の評価 

Ⅱ．事業化可能性の評価 

Ⅲ．地域の産業政策上の観点からの評価 

なお、より費用対効果の高い案件を採択するため、上記Ⅰの項目に基づく評価において、提案金額の妥当

性についても評価点の対象とすることとします。 

各評価項目の詳細は以下のとおりです。 

Ⅰ．研究開発内容の評価項目 

① 研究開発の目的・目標の的確性 

新製品開発等の観点から、研究開発の目的・目標が当該事業分野での最近の技術水準や今後の技術

トレンド等と比較して適切であること。 

② 研究開発内容の優秀性 

研究開発目標を達成するために、研究開発課題が明確に抽出されており、技術シーズ・知見の活用

方法、研究開発課題の解決方法、研究開発スケジュールなど、研究開発全体が適切であり、整合性が

図られていること。 

③ 大学、試験研究機関等の技術シーズ・知見の優秀性 

大学、試験研究機関等、民間企業の研究成果（技術シーズ）・知見が優れており、かつ本研究開発を

開始するために十分な基礎的研究、調査等の蓄積があること。 

また、技術シーズを新産業・新事業に結びつけるための知的財産戦略等が検討されていること。 

④ 研究開発体制及び研究者の研究開発能力、並びに管理法人及びＰＭのマネジメント能力の妥当性 

研究開発体制及び研究者の研究開発能力が研究開発を行う上で妥当であること。また、管理法人及

びＰＭのマネジメント能力が、プロジェクトの推進の観点から妥当であること。 

⑤ 研究開発費の妥当性 

機械装置等の購入計画等を含めた研究開発費提案額が、研究開発計画等に照らして妥当かつ効果的

であること。 
 

Ⅱ．事業化可能性の評価項目 

① 予想される市場規模及び市場占有率の妥当性 

予想される市場において新製品が、競合製品に比べ価格的・性能的に優位性があり、かつ予想市場

規模及び市場占有率が妥当であること。 

② 製品化の見通しの明確性 

研究開発の結果、製品化の見通しが明確になっていること。 

③ 事業化計画の妥当性 

製品開発後の生産・販売・市場獲得等の事業化計画が具体的であり、かつその内容（コスト低減、

性能向上、新たな機能の付加、軽量化等）が妥当であること。 

④ 参加企業の事業化能力 

事業化を計画している民間企業等の資金、人材、技術等の経営資源が十分に備わっていること。 

⑤ 参加企業の事業化体制及び管理法人及びＰＭの事業化支援能力の妥当性 

事業化計画に照らして、事業化を担う企業の事業化体制及び他の研究体構成員による支援体制が妥

当であること。また、管理法人及びＰＭのマネジメント能力が、プロジェクト終了後の事業化の推進
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（又は推進支援）の観点から妥当であること。 
 

Ⅲ．地域の産業政策上の観点からの評価項目 

・地域における事業化が見込まれるなど、地域への直接的な技術的・経済的波及効果が期待できること。

・地域の中堅企業及び中小企業が参加し、地域産業界の活性化・強化に繋がる波及効果が期待できるこ

と。 

・新産業創造戦略その他の経済産業省施策との関係が具体的に説明されていること。 

※次のいずれかに該当する場合には、その審査にあたり一定程度配慮いたします（ただし、採択を保証

するものではありません。）。 

①研究体構成員が、地域イノベーション協創プログラムに基づき立ち上げる「地域イノベーション創

出共同体」に参画予定である等、地域において研究開発資源の開放（相互利用等）に向けた具体的

な取り組みを進めている場合 

②他の産学官連携研究開発施策による研究開発を直近まで行っており、当該研究開発から生まれた優

れた成果を活用するものである場合 

③当該提案の研究開発内容が、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律」に基づいて都道府県及び市町村が作成し、国の同意を受けた「基本計画」に関連してい

る場合 

④研究体構成員が、経済産業省が推進する「産業クラスター計画」に参画している場合 

⑤当該提案の研究開発内容が、国の認定を受けた「地域再生計画」に即している場合 

⑥当該提案の内容が、地域雇用開発促進法に基づいて都道府県等が作成し、国の同意を受けた「自発

雇用創造計画」に関連している場合 

（３）ヒアリングの実施 

応募受付締切後、研究実施プロジェクト選定に係る審査において、必要に応じ経済産業局がヒアリングを

実施いたします。また、その際資料の提出を求めることがあります。 

スケジュール等については別途連絡します。 

（４）審査結果の通知 

審査結果（採択・不採択）については、提案書を提出した経済産業局から管理法人に通知します。 

（５）その他 

提出書類はプロジェクトの選定のためにのみ使用いたします。また、提案書等の返却はいたしませんので

あらかじめご了承ください。 

本事業では、提案書類の取扱いは厳重に行い、企業秘密の保持の観点から提案者の了解なしには提案の内

容等の公表は行いません。 

ただし、採択決定以降、採択案件に限り、様式1・様式３及び様式Ｃの記載内容、研究体の構成メンバー、

契約金額については公表する場合がありますので、当該部分の公表について提案者の了解を得たものとして

扱わせていただきます。提案にあたっては十分に注意して記載してください。 

また、採択案件については、採択決定時に一般向け説明用として、プロジェクト内容をわかりやすく説明

した資料（概略図を含む。Ａ４ １～２枚程度。）を作成いただきますので、予めご承知置きください。 
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５．契約 

（１）委託契約の締結 

採択されたプロジェクトについては、原則として管理法人と国との間で委託研究契約を締結することとな

り、管理法人と研究実施者は、再委託契約等を締結することとなります。 

なお、実際の契約の際の契約金額は、必ずしも提案金額とは一致するものではありません。 

また、契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もありますので予めご了承くださ

い（再委託条件及び請負条件も含みます。）。 

※採択決定後、契約条件の協議が整い次第、速やかに契約を締結する予定です。 

（２）委託費の内容 

委託費は、委託契約に基づき管理法人が実施したことに対する対価として支払われるものです。 

研究の遂行に直接必要な経費及び研究成果のとりまとめに必要な経費が対象となります。 

具体的には、以下のとおりです。なお、機械装置等の調達にあたっては、研究体構成員及び実質支配下に

ある会社からの調達については、当該調達に係る利潤を見込まない額を対象とします。 

Ⅰ．プラント・機械装置等開発費 

機械装置等であって、その取得価格（消費税・地方消費税込み）が２０万円以上で、かつ使用可能期間

が１年以上のものが該当します。また、機械装置等と一体となるソフトウェアも含まれます。 

当該開発費は、プロジェクト全体について、管理法人が一切の管理責任を負うものとするため、原則、

管理法人の経費として一括計上することとします。（プラント・機械装置等開発費は、原則として、管理法

人以外の研究実施者には計上できません。） 

必要となる機械装置等は、すべて提案書に記載するものとします。 

なお、研究開発に必要最低水準の機械装置等が対象となります（研究開発計画に比して過大な水準の機

械装置等の購入は認められません。）。また、研究開発で必要となる機械装置等のうち、経済産業局等が保

有する機械装置等で適用可能なものについては、当該装置等の貸付を案内することもあります。 

具体的内容としては、次の項目の経費とします。 

１．土木・建設工事費 

プラント・機械装置等の設置に必要となる軽微な土木工事及び運転管理棟の建築工事並びにこれらに

付帯する電気工事等を行うのに要した労務費、材料費、旅費、交通費、消耗品費、光熱水料、仮設備費

及びその他の経費。 

※定着性を有しない軽微なものに限り対象とする。 

２．機械装置費 

委託業務の遂行に必要な機械装置、その他備品の製作、購入に要した経費。ただし、自社の製造によ

る商品を充てた場合にあっては、その社内振替価格とすることを妨げない。 

※定着性を有しない軽微なものに限るものとする。また、中古品の機械装置については対象としない。

３．保守・改造修理費 

① プラント・機械装置等の保守（機能の維持管理等）を必要とした場合における労務費、旅費交通費、

滞在費、消耗品費及びその他の必要な経費（外注を要した場合における経費を含む。）。ただし、Ⅱ及

びⅢに含まれるものを除く。 

② プラント・機械装置等の改造（主として価値を高め、又は耐久性を増す場合＝資本的支出）、修繕（主

として原状に回復する場合）が必要な場合における労務費、旅費交通費、滞在費、消耗品費及びその

他の必要な経費（外注を要した場合における経費を含む。）。ただし、Ⅱ及びⅢに含まれるものを除く。

Ⅱ．労務費 

労務費単価は、原則健康保険等級（「参考３ （参考）地域新生コンソーシアム研究開発事業及び地域資

源活用型研究開発事業における労務費の計算に係る実施細則」参照）に基づいて算定することとします。 

１．研究員費 

委託業務に直接従事した研究者等の労務費（原則として本給、賞与、諸手当を含む）。ただし、Ⅰに含

まれるものを除く。 

※私立大学を除く試験研究機関等においては、当該職員に係る経費計上はできない。 
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２．管理員費（管理法人のみ計上可能） 

委託業務に直接従事したＰＭ（管理法人から直接労務費を支給する場合）及び管理法人の職員の労務

費であって、上記１以外のプロジェクト管理業務に係るもの。ただし、Ⅰに含まれるものを除く。 

※私立大学を除く試験研究機関等が管理法人となる場合、当該職員に係る経費計上はできない。 

３．補助員雇上費 

委託業務に直接従事したパート等の補助員労務費であって、上記１及び２以外のもの。ただし、Ⅰに

含まれるものを除く。 

Ⅲ．その他の経費 

１．消耗品費 

委託業務の実施に直接要した資材、部品、消耗品等の製作又は購入に要した経費。 

２．旅費・交通費 

委託業務を遂行するために特に必要とした旅費、滞在費及び交通費であって、当該プロジェクト管理

法人の旅費規程等により算定された経費。 

３．計算機使用料 

委託業務の遂行に必要な電子計算機の使用、データ入力等に要した経費。 

４．委員会費 

委託業務の遂行に必要な知識、情報、意見等の交換、検討のための委員会開催、運営に要した委員等

謝金、委員等旅費、会議費、会議室借上費、消耗品費、資料作成費、その他の経費。 

５．調査費 

委託業務の遂行に必要な知識、情報、意見等の収集のための調査に要した経費で運賃、日当、宿泊費、

滞在費、その他の経費。 

６．報告書作成費 

成果報告書の印刷・製本（電子ファイル作成）に要した経費。 

７．その他特別費 

以上の各経費のほか、委託事業の実施にあたり特に直接必要と認められる経費。 

（例：機械装置等のレンタル・リース代、特許出願関連経費、等） 

Ⅳ．間接経費（再委託契約を締結する研究実施者のみ） 

研究実施者については、原則、上記Ⅰ～Ⅲに係る区分経費の合計額（以下「直接経費」という）の３０％

を上限として間接経費として計上できます。 

なお、本間接経費の配分を受けた研究実施者については、当該研究実施者毎にその実績をとりまとめた

上で、毎年度の間接経費の執行実績報告書（様式は委託契約の際にお渡しします）を作成し、翌年度の６

月３０日までに、管理法人がプロジェクト毎に報告書をとりまとめた上で、当該委託契約を締結した各経

済産業局へ提出していただきます。（参考４ 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針） 

Ⅴ．一般管理費（管理法人のみ） 

管理法人については、原則として、当該委託事業の実施に際して要した経費のうち、直接経費を除く工

場管理費、本社経費等の一般管理費を計上できます。（参考５ 地域イノベーション創出研究開発事業にお

ける一般管理費の取扱いについて） 

当該一般管理費については、直接経費に当該法人等の直近決算における一般管理費率（直接経費の１０％

を上限とします。）を乗じて算出するものとします。 

ただし、研究実施者が管理法人を兼ねる場合であって、次の（ⅰ）～（ⅲ）の要件を満たす場合は、当

該研究開発実施部分に限り、一般管理費に代えて、間接経費を計上することができます。この場合の適用

は上記Ⅳに従います。 

（ⅰ）管理法人となった法人等の定款又は寄附行為において、その事業又は設立目的のうちに研究開発を

実施することが含まれ、かつ、当該法人の通常的な事業の一部として研究開発が実施されていること 

（ⅱ）管理法人となった法人等が研究開発機能を有していること。 

※研究開発施設を有し、かつ一定の研究員を雇用していることが必要です。 

（ⅲ）研究開発に主体的に関与し、主要な研究課題を分担していること。 
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Ⅵ．再委託費 

再委託費は、委託業務の一部について管理法人以外の者に再委託等を行うのに要した経費とし、当該経

費の算定に当たっては、Ⅰ～Ⅳに定める項目に準じて行います。 

Ⅶ．消費税及び地方消費税 

上記ⅠからⅥの項目は消費税及び地方消費税を除いた額で算定し、その総額に消費税及び地方消費税率

を乗じて得た額を計上します。 

なお、免税業者の場合は、仕入課税額を消費税及び地方消費税欄に計上（記載）します。 

（３）委託費の支払等 

１）委託費の支払方法 

通常は、翌年度４月１０日までに実績報告書の提出を受け、委託金額の確定後の精算払いとなります（そ

れまでの間は原則として管理法人の立替払いとなります。）。 

２）経済産業局による検査 

① 委託研究に係る事業の進捗・経理状況の確認及び委託金額の確定を行うため、各経済産業局（又は各

経済産業局より委託を受けた者）が、委託研究期間中及び委託研究終了後に実地検査に入ります。 

② 委託研究終了後の委託金額確定にあたり、委託対象物件や帳簿類の確認ができない場合については、

当該物件等に係る金額は委託費の支払対象外となります。 

③ 委託研究終了後、当該年度に係る総勘定元帳が作成された時点で、当該総勘定元帳についても確認を

行います。 

３）会計検査院による検査 

委託研究終了後、会計検査院が実地検査に入ることがあります。 

（４）研究成果 

１）研究成果報告書 

委託研究の実施期間の終了日までに研究成果報告書を国に提出していただきます。 

２）研究成果の帰属 

委託研究の実施により特許権等の知的財産権が発生した場合、以下の３条件を遵守していただくことを

条件に、その知的財産権の帰属先は研究体の構成員とすることができます。詳細については、所轄の経済

産業局にお問い合わせください。 

① 知的財産権に関して出願・申請の手続きを行った場合、遅滞なく国に報告すること。 

② 国が公共の利益のために、特に必要があるとして要請する場合、国に対し、当該知的財産権を無償で

利用する権利を許諾すること。 

③ 相当期間活用しておらず、かつ正当な理由がない場合に、国が特に必要があるとして要請するとき、

第三者への実施許諾を行うこと。 

３）研究成果の活用 

本事業の目的に鑑み、当該研究成果については、日本国内での活用を優先していただきます。 

４）研究成果の公開 

国は、研究成果報告書をとりまとめて公開する等積極的な普及活動に努めます。 

５）その他 

国が開催する成果発表会等へ積極的に参加・協力していただきます。 

また、本事業により研究開発を行い事業化まで至った場合、当該事業化に係る製品等の包装・広告等に

次の記載例のような記載を行ってください。 

（記載例） 

本製品は、○○経済産業局実施「地域イノベーション創出研究開発事業」の研究開発成果をもとに製品

化したものです。 
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（５）委託費により取得したプラント・機械装置等（以下、「機械装置等」という。） 

１）所有権 

管理法人が委託契約に基づき取得した機械装置等については、実施上、管理法人が取得する態様として

いますが、国の負担により取得されるものであり、当該機械装置等の取得に係る委託事業（年度毎）の終

了後には、国の所有するものとなります。 

なお、２年度に亘るプロジェクトに係るものであって、初年度に取得した機械装置等を２年度目に引き

続き使用する場合は、国が無償貸付を行うものとします。 

２）管理主体 

機械装置等の管理は、原則として管理法人があたり、購入、維持等の管理行為を行うものとします。た

だし、特に必要な場合には、国の了解のもとに、研究実施者が管理の一部を行うことができます。 

３）研究終了後の機械装置等の処分について 

研究開発終了後の国所有の機器・設備の取扱（譲渡等）については、残存簿価による買取りなど詳細を

別途協議することとします。 

 

６．中間評価・最終評価・フォローアップ調査 

（１）中間評価 

研究開発期間が２年間のプロジェクトについては、その効率的で効果的な推進に資するため、初年度の後

半に実施状況の評価を行います。 

その際、評価の結果によっては次年度の計画変更の必要が生じる場合又はプロジェクトの縮小・中止とな

る場合もありますのでご留意ください。 

（２）最終評価 

研究開発終了時には、事業計画の履行状況などについて評価し、かつ事業終了後の事業化に向けた計画に

ついても評価・アドバイスを行うことにより、より確実な事業化に結びつけることを目的に、経済産業局で

外部評価委員により最終評価を行うこととします。 

（３）フォローアップ調査（追跡調査） 

フォローアップ調査として、以下の方法によりご報告いただきます。 

① 年１回、ＰＭから事業化に向けた研究開発状況及び事業化計画に対する自己評価について、所定の報告

書によりご報告いただきます。（報告期間：研究開発期間中及び研究開発終了後５年間） 

② 年１回、管理法人からその後の事業化の進捗状況（研究開発成果を用いた製品の数及び売上額等を含

む。）や研究開発成果の波及効果について、所定の報告書によりご報告いただきます。（報告期間：研究開

発終了後５年間） 

③ 年１回、管理法人から特許等の出願・実施許諾等の状況などについて、所定の報告書によりご報告いた

だきます。（報告期間：研究開発終了後１０年間） 

※①、②の事業化の進捗状況に係る報告内容（企業の秘匿情報に係るものを除く）は、経済産業省ホームペ

ージその他の方法による公表を予定しています。 

また、必要に応じて国が行う本事業に関する調査については、最大限の協力を行っていただきますので、

予めご了承ください。 

 

７．その他 

本事業は、中小企業技術革新制度（日本版ＳＢＩＲ）の対象となる予定です。 

当該制度の内容については、参考６（６８ページ）をご参照ください。 
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提案書類について 

１．必要書類 

① 提案書（正１部・写し１２部） 

管理法人の代表者印を押印したものに限ります。 

② 提案書様式４「④活用する技術シーズ・知見」（２８ページ参照）欄に係る、使用する技術シーズ・知見に

関する特許、論文等の資料（３論文程度を各１部） 

③ 他の産学官連携研究開発施策による研究開発で得られた成果を活用したテーマを提案する場合は、当該研

究開発制度における研究成果報告（５枚以内） 

④ 省エネルギー効果、非化石エネルギー効果が見込まれるテーマを提案する場合は、提案書様式４「⑥エネ

ルギー効果に関する説明」（２９ページ参照）欄に係る補足説明資料 

⑤ 電子媒体（ＣＤ－Ｒ１枚） 

次の２つのファイルを収納したもの。 

（イ）提案書の内容がすべて入力されたもの。 

※「MicrosoftWord（Word2007 形式は避けてください。（下記参照））」又は「一太郎（一太郎 13 以下を推

奨）」により作成してください。 

（ロ）７４・７５ページの「平成２０年度地域イノベーション創出研究開発提案プロジェクト 提案データ入

力票」（エクセルファイル、Excel2007形式は避けてください。（下記参照））に必要事項を入力したもの。 

※研究体を構成する研究実施者（管理法人を除く。）の数により使用するファイルが異なりますのでご注意

ください。（「１０者以下用」と「１１～２０者用」の２種類） 

【Word2007／Excel2007での保存方法】 

１）Word2007／Excel2007の「Officeボタン（左上の丸いボタン）」からメニューを表示させます。 

→「名前を付けて保存」の横の三角マークからメニューを表示させます。 

→「Word97-2003文書」／「Excel97-2003ブック」を選択します。 

２）「名前を付けて保存」画面が表示されますので、「ファイルの種類」ボックスに「Word97-2003文書」／

「Excel97-2003ブック」と表示されているのを確認し、名前を付けて保存します。 

※Wordの場合、この後「互換性チェック」画面が表示されますが、「続行」ボタンを選択します。 

⑥ 補足資料（（イ）・（ロ）各１部） 

（イ）管理法人に係る補足資料 

・定款又は寄附行為 

・出資者及び役員の一覧が記載されている書類 

・最新の決算（営業）報告書（１年分） 

・一般管理費を計上する機関・法人等にあっては、一般管理費率の算定根拠となる資料 

※ただし、上記決算報告書により一般管理費率が算定できる場合は必要ありません。 

（ロ）研究実施者（法人）に係る補足資料 

・研究実施者（法人）の経歴書（経歴が確認できれば会社案内等により代用可） 

・最新の決算（営業）報告書（１年分） 

⑦ 提案書類チェックシート（１部・２３ページ参照） 

⑧ 提案書受付通知用はがき（１枚・１９ページ参照） 

２．提案様式 

（次ページ「提案書類のとりまとめ方法」もあわせてご参照ください。） 

・提案に際しては、必ず本公募要領による様式（２４～４５ページ）を使用してください。 

※本公募要領による様式以外で作成された提案書は認められません。 

※下記のホームページより提案書様式をダウンロードすることができますのでご活用ください。 

ホームページアドレス： http://www.meti.go.jp/ 

（トップページ右欄「アクションを起こす」内の「調達情報」から「公募情報一覧」を選択します。） 

・提案書は、Ａ４判の用紙に片面印刷で作成してください（両面印刷は不可）。 

・記入は内容の正確を期すため、日本語により（様式で特に指定した箇所を除く）、またコンピュータ等の判読

し易いものにより作成してください。 
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・ページの通し番号（様式１から１ページ、２ページ…）を、提案書下中央に必ず入れてください。 

・書類の作成にあたっては提案書様式記載の注意事項をご参照ください。 

※なお、提案書に不備のある場合、審査対象とならないこともありますのでご注意ください。 

３．提案書類の体裁等について 

本事業の提案に係る提出書類（提案書受付通知用はがきを除く）については、すべてＡ４縦片面印刷で作成

し、左側２ケ所に穴あけをするとともに、以下の方法によりとりまとめた上で提出してください。 

※穴が文字等にかかり判読不能にならないようご注意ください。 

 

＜提案書類のとりまとめ方法＞ ※印の書類は該当する場合に添付してください。 

 

             ←提案書受付通知用はがき 

              （１９ページ参照） 

 

                ←電子媒体（ＣＤ－Ｒ１枚） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               【管理法人に係る補足資料】 

                ・定款又は寄附行為 

                ・出資者又は役員の一覧が記載されている書類 

                ・最新の決算（営業）報告書（１年分） 

                ・一般管理費の算定根拠となる資料 

                 （一般管理費を計上する機関・法人等の場合） 

               【研究実施者（法人）に係る補足資料】 

                ・研究実施者（法人）の経歴書 

                 （経歴が確認できれば会社案内等により代用可） 

・最新の決算（営業）報告書（１年分） 

 

 

○ 

 

 

○ 

研究実施者（法人） 

に係る補足資料 

 

 

○ 

 

 

○ 

管理法人に係る 

補足資料 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

特許、論文等 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

提案書様式Ｂ（※） 

/ 

 

○ 

 

 

○ 

 

提案書 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

チェックリスト 

正１部・写し１２部

□ ［提案書］ 

必ず様式Ａ・様式Ｃ・様式１～１４・

他研究開発制度の成果報告をまとめ

て、左上１ヶ所ステープル留めしてく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案書様式１～１４のみ、提案書中

央下にページ番号を様式１から順に

必ず入れてください。 

 

 

○ 

 

 

○ 

提案書様式４⑥の 

補足説明資料（※） 

/ 

 

○ 

 

 

○ 

他研究開発制度の 

成果報告（※） 

/ 

 

○ 

 

 

○ 

 

提案書様式１～１４ 

/ 

 

○ 

 

 

○ 

 

提案書様式Ｃ（※）

/ 

 

○ 

 

 

○ 

 

提案書様式Ａ（※）
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提案書受付通知用はがきの作成について 

提案書を提出いただいた後、受付を行った旨通知を行いますので、以下に示す内容のはがきを提案プロジェ

クトごとに１枚同封してください。 

※官製はがき、又は５０円切手を貼付したはがきにご記入ください。 

※手書きで用意していただいて結構です。その際、楷書でご記入ください。 

 

（表）  （裏） 

□□□-□□□□ 
 
 

 
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
法
人
の
住
所
） 

  

（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
法
人
受
取
人
氏
名
）
様 

 
１． 管理法人名 

２． 研究プロジェクト名 

○○技術を用いた…の研究開

発 

 

〒XXX-XXXX 

（経済産業局の住所） 

○○経済産業局 

○○○○課 

※ 

受付番号 

 

 

 

※裏面の受付番号は経済産業局で記入します。 

※裏面点線内の郵便番号、住所、経済産業局名、担当部署名については、提案書を提出する経済産業局（主た

る研究実施場所を所管する経済産業局）のものを記入します。なお、主たる研究実施場所を沖縄県とする提

案については、上記の「○○経済産業局」は「内閣府沖縄総合事務局」と記入してください。 

 

提案書に添付するメディアについて 

ＣＤ－Ｒ表面に、以下の１）～３）について印字又は記載をしてください。 

１）管理法人名 

２）プロジェクト名 

３）使用ソフト名（提案書：MicrosoftWord又は一太郎） 
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ｅ－Ｒａｄ（府省共通研究開発管理システム）について 

※ここに記載の内容でご不明な点については、ｅ－Ｒａｄヘルプデスク（電話：０１２０－０６６－８７７）

までお問い合わせください。 

１．ｅ－Ｒａｄ（府省共通研究開発管理システム）とは 

ｅ－Ｒａｄとは、各府省が所管する競争的資金制度を中心として研究開発管理に係る一連のプロセス（応募

受付→審査→採択→採択課題管理→成果報告等）をオンライン化する府省横断的なシステムです。 

２．ｅ－Ｒａｄへの「研究機関の登録」及び「研究者の登録」について 

本事業の提案書を提出するにあたり、研究体に参画する全ての研究実施者（管理法人を含む。）について、

各機関の事務担当者により事前にｅ－Ｒａｄへ「研究機関の登録」「研究者の登録」を行う必要があります。 

各機関のご担当者の方は、次の方法により「研究機関の登録申請」及び「所属研究者の登録申請」の手続き

を行ってください。 

（１）「研究機関の登録申請」について 

本事業のほか、平成２０年１月以降にｅ－Ｒａｄの対象となる制度・事業に応募する、または委託を受け

て研究を行う研究機関又は研究者が所属する研究機関においては、事前に研究機関の登録が完了しているこ

とが必須となります。 

※この登録手続きはシステムを利用するために必要な手続きです。各制度・事業によって応募できる研究機

関等の範囲が異なりますので、応募資格等については、各制度・事業の公募要領等をご確認ください。 

※①平成１９年度に本システムの対象となる制度・事業により研究を行っている研究機関または研究者が所

属する研究機関、②文部科学省科学研究費補助金の機関番号を有している研究機関は、必ず登録してくだ

さい。 

１）登録申請の対象となる研究機関について 

研究機関の登録申請手続きが必要となる研究機関は、以下に該当するもののうち、本システムの対象とな

る制度・事業に応募その他手続きを行おうとする研究機関です。 

① 府省内外局、国立試験研究機関、特殊法人及び特別認可法人、独立行政法人 

② 大学、高等専門学校、大学共同利用機関 

③ 地方公共団体、都道府県立試験研究機関 

④ 公益法人（財団法人、社団法人、その他） 

⑤ 民間企業 

⑥ 各制度・事業で指定された研究機関（例：文部科学省科学研究費補助金の機関番号を有している研

究機関） 

２）登録申請の方法について 

登録申請は、次の書類をｅ－Ｒａｄシステム運用担当宛に郵送することにより行ってください。 

① 様式１ 所属研究機関登録申請書（電子証明書発行申請書）（※） 

② 様式２ 事務分担者登録／削除 申請書（※） 

③ 返信用封筒（角形２号サイズ、宛先及び「親展」を記入、返信用切手（１２０円）を貼り付け） 

④ 公益法人（財団法人、社団法人、その他）、民間機関など、上記１）④～⑥（⑥のうち①～③に該当

するものを除く。）に該当する研究機関にあっては、機関が実在することを証明できる書類（登記簿謄

抄本／登記事項証明書など（コピー不可）） 

※①、②の書類については、ｅ－Ｒａｄポータルサイト【http://www.e-rad.go.jp】からダウンロード

してください。 

＜送付先＞ 〒１００－８９５９ 東京都千代田区霞が関３－２－２ 

      文部科学省 府省共通研究開発管理システム（ｅ－Ｒａｄ）運用担当 
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３）登録手順について 

① 「様式１ 所属研究機関登録申請書（電子証明書発行申請書）」、「様式２ 事務分担者登録／削除 申

請書」をｅ－Ｒａｄポータルサイト【http://www.e-rad.go.jp】からダウンロードします。 

② 様式１・２に必要事項を記入します。 

③ システム利用規約（ｅ－Ｒａｄポータルサイトに掲載されています。）に同意の上、捺印します。 

④ 必要書類をｅ－Ｒａｄシステム運用宛に郵送します。 

⑤ システム運用担当においてシステムへの登録を行います。この際、必要に応じて内容の確認を行うこ

とがあります。 

⑥ 所属研究機関通知書（事務代表者のシステムログインＩＤ、初期パスワード）が送付されます。 

⑦ 事務代表者宛てに電子証明書（事務代表者及び申請された事務分担者用）がメールで送信されます。

以上で研究機関の登録申請手続きは終了です。 

※システムを利用する際は、作業用ＰＣに電子証明書をインストールし、通知書に記載されたシステムの

ログインＩＤ、初期パスワードを利用してログインしてください。 

※システム稼働後、事務代表者はシステムにログインし、事務分担者を登録し、事務分担者用のログイン

ＩＤ、初期パスワードの発行手続きを行い、各事務分担者に配布してください。 

研究機関の登録後、所属する研究者の登録申請手続きが別途必要となります。 

（２）「所属研究者の登録申請」について 

本事業のほか、平成２０年１月以降にｅ－Ｒａｄの対象となる制度・事業において、研究課題名、研究者

名、研究期間、配分額等の基本情報を取り扱うにあたって、研究者に対して「研究者番号」を発行し研究者

の一意性を確保します。 

このため、上記（１）により研究機関の登録申請を行った研究機関においては、所属する研究者の登録申

請を行い、各研究者の「研究者番号」、システム利用にあたっての「ログインＩＤ、初期パスワード」を取

得し、該当する研究者に発行していただく必要があります。 

※この登録手続きはシステムを利用するために必要な手続きです。各制度・事業によって応募できる研究機

関等の範囲が異なりますので、応募資格等については、各制度・事業の公募要領等をご確認ください。 

※「研究者番号」とは、研究者に一意に付与される研究者固有の番号です。複数の研究機関に所属する研究

者の場合、それぞれの機関での登録申請が必要になりますが、「研究者番号」はひとつになります。 

１）登録申請の対象となる所属研究者について 

上記（１）により研究機関の登録申請を行った研究機関に所属する研究者が対象となります。登録にあた

っては、次の点にご注意ください。 

① 「研究者番号」を取得していない研究者は、ｅ－Ｒａｄを利用することができないほか、本事業へ

の提案プロジェクトにおける研究者として登録することができませんので、登録申請漏れのないよう

にしてください。 

② 本事業のようにｅ－Ｒａｄの対象制度・事業ではあるものの、システムによらずに応募等の手続き

を行うものであっても、上記の基本情報を整備する必要から、応募等を行う研究者は「研究者番号」

の取得が必要です。 

③ 次に該当する所属研究者にあっては、その一覧をシステム稼働（平成２０年１月４日）後にダウン

ロードすることが可能になります。退職、他機関への異動など所属する研究者の情報に変更が生じた

場合や、新規採用など新たに「研究者番号」及び「ログインＩＤ、初期パスワード」の取得が必要な

場合は、その都度、ｅ－Ｒａｄの「研究者情報検索」画面により登録手続き等を行ってください。 

・文部科学省科学研究費補助金の「研究者名簿」に登録され研究者番号を有している研究者。なお、

これらの研究者の「研究者番号」はそのまま使用できます。 

・このほか、ｅ－Ｒａｄの対象となる制度・事業で平成１９年度に採択されていて平成２０年度に継

続する研究を行っている研究者のうち、各制度配分機関からｅ－Ｒａｄへのデータ登録作業の際に

研究者情報が登録され、「研究者番号」を採番している研究者。（該当する研究者が所属する研究機

関に対しては、平成１９年１２月１０日以降に該当研究者の研究者番号一覧を通知予定です。 
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２）登録申請の方法について 

登録申請は、研究機関の事務代表者又は事務分担者がｅ－Ｒａｄにより行ってください。 

① 研究機関の事務代表者・事務分担者がｅ－Ｒａｄにログインします。 

② ｅ－Ｒａｄの「研究者情報検索」画面から、所属する研究者の登録に必要な情報を入力します。 

※詳細はｅ－Ｒａｄの「所属研究機関用マニュアル」をご参照ください。 

③ エラーメッセージが画面上に表示されなければ登録完了です。 

④ 事務担当者は登録確認後、研究者に対して「ログインＩＤ、初期パスワード」を発行します。 

※ログインＩＤ、初期パスワードの発行方法については、ｅ－Ｒａｄの「所属研究機関用マニュアル」

をご参照ください。 

（３）「研究機関の登録」「所属研究者の登録」ほかｅ－Ｒａｄに関するお問い合わせ先 

ｅ－Ｒａｄに関するお問い合わせは、ｅ－Ｒａｄヘルプデスクまでお願いいたします。（地域イノベーシ

ョン創出研究開発事業に関するお問い合わせは、９ページをご参照ください。） 

ｅ－Ｒａｄヘルプデスク 

電話番号 ： ０１２０－０６６－８７７ （フリーダイヤル） 

受付時間 ： ９：３０～１７：３０ 

      （土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く） 
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地域イノベーション創出研究開発事業 提案書類チェックシート 

※提出漏れがないか、また指定枚数内で記載されているかどうかチェックの上、提案書類に添付してください。 

テーマ名： 

 
↓チェック欄 提出書類 

添
付
書
類 

□ 提出書類チェックシート･･･････････････････････････････････････････････････１枚 

□ 提案書受付通知用はがき･･･････････････････････････････････････････････････１枚 

□ メディア（提案書全体・「提案データ入力票」（７４ページ））･･････････ＣＤ－Ｒ１枚 

作
成
必
須
の
様
式 

□ 様式 １ ：地域イノベーション創出研究開発事業提案書･･･････････････････････１枚 

□ 様式 ２ ：研究体について･････････････････････････････････････････････････１～２枚 

□ 様式 ３ ：研究開発総括表･････････････････････････････････････････････････４枚以内 

□ 様式 ４ ：研究開発内容等説明書･･･････････････････････････････････････････６枚以内 

□ 様式 ５ ：研究開発計画･･･････････････････････････････････････････････････１枚 

□ 様式 ６ ：平成２０年度／平成２１年度提案額総額内訳表･･･････････････････各１～２枚 

□ 様式 ７ ：使用機械装置等説明書･･･････････････････････････････････････････１～２枚 

□ 様式 ８ ：プロジェクト終了後の事業化計画説明書･･･････････････････････････４枚以内 

□ 様式 ９ ：個別製品事業化計画説明書･･･････････････････････････････製品毎に２～４枚程度 

□ 様式１０：地域性・政策性説明書･･･････････････････････････････････････････４枚以内 

□ 様式１１：研究者一覧表･･･････････････････････････････････････････････････１～３枚 
（総括事業代表者の経歴書を添付） 

□ 様式１２：管理法人の概要･････････････････････････････････････････････････２～３枚 

□ 様式１３：参加企業の概要･････････････････････････････････････････････････任意 

□ 様式１４：参加する試験研究機関等の概要･･･････････････････････････････････任意 

提 
 

案 
 

書 

該
当
す
る
場
合
の
み

□ 様式 Ａ ：類似提案状況説明書･････････････････････････････････････････････１～２枚 
※本事業に類似の提案を複数行っている場合は作成（様式３⑤参照） 

□ 様式 Ｂ ：類似プロジェクト等説明書･････････････････････････１プロジェクト毎に１枚 
※他制度に類似の提案をしている場合は作成（様式３⑤参照） 

□ 様式 Ｃ ：農商工連携に関する説明書･･･････････････････････････････････････１枚 
※【農商工連携枠】への提案の場合は作成必須 

補 

足 

資 

料 

□ プロジェクト管理法人の定款又は寄附行為、出資者及び役員の一覧が記載され 

ている書類、最近の決算（営業）報告書又はそれらに準じるもの･･･････････････各１部 

□ 一般管理費を計上する管理法人にあっては、一般管理費比率の根拠となる資料･･･各１部 

□ 研究実施者（法人）にあっては、その経歴書（経歴が確認できれば会社案内等も可）、 

最新の決算（営業）報告書又はそれらに準じるもの･･･････････････････････････各１部 

□ 技術シーズ・知見に関する特許等（保有している場合）の全文写し･････････････１部 

□ 技術シーズ・知見に関する論文の写し（３論文程度）･････････････････････････各１部 

□ 他の研究開発制度で得られた成果を活用したテーマを提案する場合は、当該 

研究開発制度における研究成果報告（Ａ４判５枚以内）･････････１３部（様式１～１４に添付）

□ 省エネルギー効果、非化石エネルギー効果が見込まれるテーマを提案する場合は、 

提案書様式４「⑥エネルギー効果に関する説明」欄に係る補足説明資料 

･････････１３部（様式１～１４に添付）

※各様式は、枚数を厳守してください。 

※提出部数は以下のとおりです。 

①提 案 書：様式１～１４、様式Ａ、様式Ｃ･･･････････････････正１部、写し１２部 

様式Ｂ･････････････････････････････････････････正１部 

②補足資料：上表で指定する部数 
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【様式１】 

一般枠  応募枠 

（いずれかに○をつける） 農商工連携枠  

１年  研究開発期間 

（いずれかに○をつける） ２年  

※この欄は経済産業局で記入します。 

地域イノベーション創出研究開発事業提案書 

平成２０年 月 日 

○○経済産業局長殿 

（沖縄県の場合は、内閣府沖縄総合事務局長殿） 

地域イノベーション創出研究開発事業（平成２０年度）について以下のとおり提案いたします。 

テーマ名 

研究開発内容を端的に表現したテーマ名を、全角３０文字以内で記入してください。 

（例：○○技術を用いた…の研究開発） 

研究目的（全角１５０文字以内） 

・研究開発の目的、開発内容を、一般の方にも分かりやすいように記載してください。 

・１行全角５０字、３行以内で記載してください（数字、カタカナ等は半角を使用して結構です）。 

・本欄は採択となった場合、公開（プレス発表）することとなります。 

分野（主分野・副分野）及びキーワード 

１．主分野・副分野 

主分野・副分野一覧表（４６ページ）から、主分野（最も重要性の高い分野を１つ）、副分野（主分野に次

いで関連性のある分野を最大３つ）選択し、分野コード（４桁数字）・分野名を記載してください。 

主分野 ： 分野コード            分野名                     

副分野①： 分野コード            分野名                     

副分野②： 分野コード            分野名                     

副分野③： 分野コード            分野名                     

２．キーワード 

キーワード一覧表（４７・４８ページ）から、コード（３桁数字）・キーワードを、関連度の高い順に最大

５つ記入してください。該当するキーワードがない場合、コードを「９９９」とし、任意のキーワードを記

載してください。 

①：コード      キーワード        ②：コード      キーワード       

③：コード      キーワード        ④：コード      キーワード       

⑤：コード      キーワード        

管理法人 

法人名： 

代表者役職・氏名：                               印 

住所：〒 

連絡担当者名・所属役職： 

TEL：                     FAX： 

E-mail： 

総括事業代表者（ＰＭ） 

氏名（フリガナ）： 

組織名・所属役職： 

TEL：                     FAX： 

E-mail： 

２０年度受付番号 エネルギー効果

 有 ・ 無 
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【様式２】 

研究体について 

 

主たる研究 

実施場所 

名称： 所在地： 

研究実施者（詳細は様式１３・１４に記載） 

※すべての研究実施者を記載してください。 

研究機関コード 

機関名 
所在地 

所属部署・役職 

担当者氏名・連絡先 

中小

企業

研究機関コードと機

関名を、契約単位で

記載してください。

（研究者個人単位で

の一覧は様式１１に

記載） 

登記上の所在地を、郵便番号・都道府県名

から記載してください。 

 

※企業の本社所在地と研究開発実施場所

が異なる場合は、双方を併記し研究実施

場所に下線を付してください。 

所属部署： 

役職： 

担当者氏名： 

TEL： 

FAX： 

E-MAIL： 

 

  所属部署： 

役職： 

担当者氏名： 

TEL： 

FAX： 

E-MAIL： 

 

  所属部署： 

役職： 

担当者氏名： 

TEL： 

FAX： 

E-MAIL： 

 

※「中小企業」欄には、みなし大企業に該当しない中小企業に「○」を記載します。 

（中小企業の定義については、参考８（７２ページ）を参照ください。） 

 

アドバイザー（任意） 

※人数に制限はありません。（定義は６ページを参照） 

機関名 住所 所属組織・役職・担当者氏名・連絡先 
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【様式３】 

研究開発総括表 

① テーマ名  

（和文） 

（英文） 

② 研究開発費提案額（消費税及び地方消費税を含む）  

全体計画（千円） 

２０年度 ２１年度 総額 

   
 

③ 研究開発概要（様式４の内容を要約してください）  

当該研究開発のポイントやアピールすべき内容も盛り込みつつ、１，０００字以内で作成してください。

 

 

④ 事業化計画（様式８の内容を要約してください）  

当該事業化計画のポイントやアピールすべき内容（コスト低減、性能向上、新たな機能の付加、軽量化等）

も盛り込みつつ作成してください。 

 

 

⑤ エネルギー使用の合理化並びに非化石エネルギーの開発及び利用の促進に資する場合はその理由 

（省エネルギー効果、非化石エネルギー効果が見込まれる研究テーマの場合は原則記載してください。） 

【省エネルギー効果、非化石エネルギー効果が見込まれる研究テーマではない場合は記載不要です。】 

省エネルギー効果、非化石エネルギー効果が見込まれる研究テーマの場合は、該当するエネルギー効果の

種類に○をつけるとともに、「具体的内容」並びに「２０１５年及び２０３０年におけるエネルギー効果の見

込み」（詳細は参考７－１、７－２（６９～７１ページ）を参照）を原油換算（ｷﾛﾘｯﾄﾙ／年）で簡明に記載し

てください。 

※省エネルギー効果については、２０１５年に原油換算で年間２万ｷﾛﾘｯﾄﾙ以上、２０３０年に同１０万ｷﾛﾘｯ

ﾄﾙ以上が必要です。 

■エネルギー効果の種類（該当するものに○） 

  １．省エネ      ２．非化石エネ（新エネ除く）    ３．非化石エネ（新エネ） 

■エネルギー効果 

２０１５年：       ｷﾛﾘｯﾄﾙ／年     ２０３０年：       ｷﾛﾘｯﾄﾙ／年  

⑥ 他補助金・委託制度等への類似プロジェクトの申請等  

本提案プロジェクトと類似した研究開発（同一の研究実施者が関与し、同一の技術シーズを用いるなど）

を経済産業省及びその他省庁又は独立行政法人等の実施する研究開発事業等において、過去に実施済み又は

実施中若しくは申請中及び申請予定である場合は、その｢研究開発テーマ名｣｢関係省庁等名｣｢事業名｣をこの

欄に記入するとともに、１プロジェクト毎に様式Ｂ（４４ページ）を作成の上、提案書に添付してください。

なお、地域イノベーション創出研究開発事業において、類似した案件を複数提案する場合は、様式Ａ（４

３ページ）を作成の上、添付してください。 

政府において同一研究者の同一又は著しく類似した内容のプロジェクトは、関係省庁等の連携により重複

して助成しないこととされています｡ 

したがって、経済産業省においてもこれらの類似したプロジェクトの有無について調査いたしますが、万

が一正しい報告が行われなかった場合や記載漏れが判明した場合は、不採択になることがありますのでご留

意ください。 
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⑦ 期待される効果（全国的視点から記述してください。）  

研究開発成果が実用化した場合（普及した場合を想定）の効果について簡潔に記述してください。 

また、研究開発終了後５年後の時点における製品の単年度売上見込額、新規雇用者数の見通しについて記

述してください（必須）。 

 

・研究開発終了後５年後の製品単年度売上見込額：         千円 

・研究開発終了後５年後の新規雇用者数見通し：直接新規雇用者数              人 

                      間接雇用数も含む新規創出雇用者数      人 

※「間接雇用数を含む新規創出雇用者数」欄には、当該研究開発をもとにした新製品・新事業の創出によ

り生み出される全ての新規創出雇用者数（自社以外（取引先等）も含む。）の合計を記載します。 

⑧ 研究開発概念図  
  

当該研究開発の目的・目標・方法・内容等を分かりやすくビジュアルに表現したプレゼンテーション資料

を作成してください（Ａ４で１～２枚）。 

なお、１枚目は従来技術と本技術の違いが明確にわかる研究開発全体のポンチ絵としてください。 

 

※従来技術と本技術の違いが明確にわかる研究開発全体のポンチ絵の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※様式３全体で４枚以内としてください。

課 題 

・高額な機器が必要 

・個々に測定が必要 

特 徴 

・機器が安価 

・一括測定が可能 

プロジェクト名 

［従来技術］ ［新技術］ 

・従来の○倍の高速化を実現

・○分の１のコスト低減 

本プロジェクトの 

要素技術の挿し絵 

従来技術の説明 

（挿し絵） 
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【様式４】 

研究開発内容等説明書 

テーマ名： 

① 研究開発の背景及び当該分野における研究開発動向  

社会的・経済的・技術的背景を踏まえ、応募テーマに関連・類似する最新の技術水準や今後のトレンド、

また、国内外の研究開発動向をもとに、応募テーマとの関係や相違点について明瞭に記述してください。 

さらに、国内外他社における類似特許との関係、抵触等の可能性などについても記述してください。 

 

 

 

② 研究開発の目標  

上記①をもとに、研究開発終了時に目指すべき具体的目標値を記述してください。 

また、目標設定の根拠を明瞭かつ具体的に記述してください。 

 

 

 

 

③ 研究開発の内容  

研究開発目標を達成するために、技術シーズ・知見を活用し研究開発をどのような方法で行うのかについ

て、①それは従来の研究開発方法に比してどこが違うのか、そこには②どのような研究開発課題があり、そ

れを本提案の研究開発方法で③どう解決するのかを明瞭に記述してください。 

また、研究開発計画を、開発項目（サブテーマ）毎に実験、試作、試作品評価等に分けて様式５に記入し

てください。 

 

 

 

④ 活用する技術シーズ・知見  

研究開発の基礎となる技術シーズ・知見について記述してください。 

・これまでに本技術シーズ・知見を用いて成果が上がった研究開発があれば、その活用の実績等について記

述してください。 

・技術シーズ・知見に関する特許等があれば簡潔な説明をしてください（特許等があれば全文写しを補足資

料として提出してください）。 

・技術シーズ・知見に関する論文の簡潔な説明をしてください（最近のもの３論文程度の全文の写しを同じ

く提出してください）。 

・他の産学官連携研究開発施策による研究開発で得られた成果を活用したテーマを提案する場合は、当該研

究開発制度における研究成果の簡潔な説明をしてください（研究成果報告（Ａ４判５枚以内）を提案書に

添付してください）。 

・新産業・新事業に結びつけるための知的財産戦略が検討されている場合は、その概要について簡潔に記述

してください。 

 

⑤ 研究開発項目（サブテーマ）と、参加団体の役割分担  

本研究開発の項目（サブテーマ）と、その主たる実施機関名を記載してください。 

 

 

 

 

 



20 地域イノベ 

29 

⑥ エネルギー効果に関する説明 

（省エネルギー効果、非化石エネルギー効果が見込まれる研究テーマの場合は原則記載） 

 

  

【省エネルギー効果、非化石エネルギー効果が見込まれる研究テーマではない場合は記載不要です。】 

■エネルギー効果の種類（該当するものに○） 

  １．省エネ      ２．非化石エネ（新エネ除く）    ３．非化石エネ（新エネ） 

■エネルギー効果の概要 

■エネルギー効果 

２０１５年：       ｷﾛﾘｯﾄﾙ／年     ２０３０年：       ｷﾛﾘｯﾄﾙ／年  

■エネルギー効果の算出根拠 

（基本算式例１） 

     （Ａ－Ｂ）×Ｃ×Ｄ×Ｅ 

    38.2ＭＪ（9,126kcal）×1,000 

（凡例） 

Ａ：既存機器等１台当たりの年間エネルギー消費量 

Ｂ：開発機器等１台当たりの年間エネルギー消費量 

Ｃ：既存機器等の普及台数 

Ｄ：リプレースの割合 

Ｅ：エネルギー源別発熱量○○ＭＪ(kcal)    ※参考７－１をご覧ください。 

（基本算式例２） 

         Ａ×Ｂ×Ｃ 

    38.2ＭＪ（9,126kcal）×1,000 

（凡例） 

Ａ：開発機器等１台当たりの年間エネルギー発生量 

Ｂ：開発機器等の普及台数 

Ｃ：エネルギー源別発熱量○○ＭＪ(kcal)    ※参考７－１をご覧ください。 

 

省エネルギー効果、非化石エネルギー効果が見込まれる研究テーマの場合は、該当するエネルギー効果の

種類に○をつけるとともに、エネルギー効果の概要、エネルギー効果（原油換算（ｷﾛﾘｯﾄﾙ／年）。詳細は参考

７－１、７－２（６９～７１ページ）を参照）及びその算出根拠を記載してください。 

※必要に応じて、エネルギー効果の根拠に係る概要説明資料（フローチャート図等）を添付してください。

※上記の算出根拠を証明する既存機器等・開発機器等１台当たりのエネルギー消費量（又は発生量）、既存機

器等の普及台数、リプレースの割合についての資料等について別途添付してください。 

※エネルギー源別発熱量○○ＭＪ（kcal）は、参考７－２に該当するエネルギー源における標準単位の量を

使用してください。 

※省エネルギー効果については、２０１５年に原油換算で年間２万ｷﾛﾘｯﾄﾙ以上、２０３０年に同１０万ｷﾛﾘｯ

ﾄﾙ以上が必要です。 

 

⑦ 専門用語等の解説  

今回の提案に際して使用した専門用語・略語等について、それぞれ簡潔に（１件最大３００字程度）解説

してください。 

 

 

 

 

 

※様式４全体で６枚以内としてください。 
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【様式５】 

研究開発計画 

テーマ名 

年度別 ２０年度 ２１年度 

サブテーマ名 機関別 上期 下期 上期 下期 

○○株式会社 

 

○○の調査 

○○の

 

 

 

開発 

○○の開発 

○○の

○○

 

 

 

 

部品試作 

装置の設計 

○○装置 

 

 

 

 

 

の試作 

○○装置の試験

 

○○の開発 

（年度目標） 要素技術の確立 装置設計・装置試作・試験評価 

 

    

 

（年度目標）     

 

    

 

（年度目標）     

 

    

 

（年度目標）     

 

    

 

（年度目標）     

注）研究計画を実線で示し、線上に主な開発項目を記載してください。 
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※グレーの欄は、入力不要。

※委託費の内容は、１３～１５ページを参照。

※＊の欄は、研究実施者（再委託先）すべての合計額を記入してください。

① 円 ② 円 ③ ％

研究費の中小企業への配分比率（③＝②÷①）

①　左表（管理法人）において、総経費から管理法人の設備関係経
費を差し引いた金額
②　①の金額に占める中小企業への配分総額
③　設備関係経費を除いた中小企業への配分比率

　４．委員会費

％％

　うち一般管理費対象外経費

％ ％

Ⅴ　一般管理費

合計研究開発
業務

合計
ＢＰＪ管理

業務

再委託費

Ａ

　２．機械装置費

管理法人

○○○○（株）

テーマ名：

　１．土木・建築工事費

Ⅰ　プラント･機械装置等開発費

％

Ｃ

　５．調査費

　６．報告書作成費

　７．その他特別費

　２．旅費・交通費

　３．計算機使用料

Ⅲ　その他の経費

小計（Ⅰ～Ⅲ）

　３．保守・改造修理費

間接経費率又は一般管理費率

　３．補助員雇上費

Ⅳ　間接経費

項　目

合　　計

Ⅵ　再委託費＊

　　総　経　費

Ⅶ　消費税及び地方消費税

Ⅱ　労務費

　１．研究員費

　２．管理員費

　１．消耗品費

【様式６－１】 

平成２０年度提案総額内訳表 

（平成２０年度分のみを記載） 

（単位：千円）※千円未満は切り捨て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「Ⅰ．プラント・機械装
置等開発費」は、原則再
委託先には計上できませ
ん。 

※詳細は１４ページを参照

※研究実施者が管理法人を兼ね
る場合、研究実施部分は間接
経費となります。 
詳細は１４ページを参照 

※購入するプラント・機械
装置等については、全て
その詳細を様式７に記載
してください。 
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※グレーの欄は、入力不要。

※委託費の内容は、１３～１５ページを参照。

※＊の欄は、研究実施者（再委託先）すべての合計額を記入してください。

① 円 ② 円 ③ ％

Ⅳ　間接経費

項　目

合　　計

Ⅵ　再委託費＊

　　総　経　費

Ⅶ　消費税及び地方消費税

Ⅱ　労務費

　１．研究員費

　２．管理員費

　１．消耗品費

　３．保守・改造修理費

間接経費率又は一般管理費率

　３．補助員雇上費

　２．旅費・交通費

　３．計算機使用料

Ⅲ　その他の経費

小計（Ⅰ～Ⅲ）

　５．調査費

　６．報告書作成費

　７．その他特別費

管理法人

○○○○（株）

テーマ名：

　１．土木・建築工事費

Ⅰ　プラント･機械装置等開発費

％

Ｃ

　２．機械装置費

合計研究開発
業務

合計
ＢＰＪ管理

業務

再委託費

Ａ

Ⅴ　一般管理費

％％

　うち一般管理費対象外経費

％％

①　左表（管理法人）において、総経費から管理法人の設備関係経
費を差し引いた金額
②　①の金額に占める中小企業への配分総額
③　設備関係経費を除いた中小企業への配分比率

　４．委員会費

研究費の中小企業への配分比率（③＝②÷①）

【様式６－２】 

平成２１年度提案総額内訳表 

（平成２１年度分のみを記載） 

（単位：千円）※千円未満は切り捨て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「Ⅰ．プラント・機械装
置等開発費」は、原則再
委託先には計上できませ
ん。 

※詳細は１４ページを参照

※研究実施者が管理法人を兼ね
る場合、研究実施部分は間接
経費となります。 
詳細は１４ページを参照 

※購入するプラント・機械
装置等については、全て
その詳細を様式７に記載
してください。 
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【様式７】 

使用機械装置等説明書 

テーマ名 

① 使用機械装置等の概要  

本研究開発で調達する全ての機械装置等（賃借等、購入以外の方法を含めた本研究開発費を用いて調達す

る全ての機械装置等）について、名称、仕様・スペック、必要性について記載してください。 

機械装置等の名称 仕様・スペック 必要性 

 （型番、必要能力等を記載） 

左記記載の機械装置の必要性、及び仕

様・スペックを必要とする理由を、具

体的に（評価者に必要性が分かるよ

う）記載してください。  

② 賃借機械装置等の概要  

上記①に記載した機械装置のうち、賃借予定の全ての機械装置等について、名称・型番、賃借条件、賃借

予定金額について記載してください。 

※対象となるのは、研究開発に必要最低水準の機械装置等となります（研究開発に比して過大な水準の機械

装置等の賃借は認められません。）。また、研究開発で必要となる機械装置等のうち、経済産業局等が保有

する機械装置等で適用可能なものについては、当該装置等の貸付を案内することもあります。 

※原則として、本欄に記載のない機械装置等については、特段の理由のないかぎり支払の対象としません。

名称・型番 賃借条件 賃借予定金額

（記載例） 

○○機械装置 

 ○○社○○－○○（型番） 

  

 

（予定賃借期間、賃借予定月額他の条件を記載） 

設置場所：○○株式会社 

予定賃借期間：平成２０年７月～平成２２年６月 

賃借予定金額：月額○○，○○○円 

千円

 

③ 購入機械装置等の概要  

上記①に記載した機械装置のうち、購入予定の全ての機械装置等について、名称・型番、購入予定金額、

購入年度、購入の必要性（賃借等の方法によらない理由）、終了後の取扱（買取等の予定（買取予定者等））

について記載してください。 

※対象となるのは、研究開発に必要最低水準の機械装置等となります（研究開発に比して過大な水準の機械

装置等の購入は認められません。）。また、研究開発で必要となる機械装置等のうち、経済産業局等が保有

する機械装置等で適用可能なものについては、当該装置等の貸付を案内することもあります。 

※原則として、本欄に記載のない機械装置等については、特段の理由のないかぎり支払の対象としません。

名称・型番 購入予定金額 購入年 設置場所・必要性 終了後の取扱 

（記載例） 

○○機械装置 

 ○○社○○－○○（型番） 

  

  

千円

○，○○○ 

年度

２０ 

 

設置場所：○○株式会社 

理由：リース会社より○○

のためリース困難との回

答があったため。 

 

残存簿価により

買取り。 
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【様式８】 

プロジェクト終了後の事業化計画説明書 

テーマ名 

① 事業化計画全体の概要  

研究開発成果の活用方法、製品イメージ等、事業化計画全体の概要を記載してください。 

また、研究開発成果をもとにした製品イメージを、下欄に製品ごとに記載してください。（ロイヤリティ収

入等製品以外の収入を目指す場合、その旨及び概要を下欄に記載してください。） 

 

製品名 製品の概要（用途、特徴等） 

  

  

  

 

② 想定市場における優位性、予想市場規模及び市場占有率  

想定する市場における競合製品等の動向（性能、価格等）を踏まえ、本製品等の優位性の根拠を記述して

ください。 

また、想定される市場規模及び製品の市場占有率及び根拠を記述してください。 

さらに、当該市場の特色を記述してください。 

（個別製品ごとの市場占有率等については様式９に記載します。） 

 

③ 製品化の見通し  

本研究開発終了後において、事業化に向けてさらに取り組まなければならない製品化のための技術的課題

について、また、その技術課題を解決するための「製品化のための技術開発」の内容及び「開発スケジュー

ル」を記述してください。 

また、本研究開発の成果が当該製品等にどのように反映されるのかを記述してください。 

（個別製品ごとの技術開発内容及び開発スケジュール等については様式９に記載します。） 

 

④ 事業化計画  

上記③で記載した「製品化のための技術開発」が終了した後の事業化計画を、生産・販売・市場獲得など

の具体的な事業化の内容に区分し記述するとともに、本事業による研究開発終了後５年経過時の単年度売上

見込額を記載してください（必須）。 

生産・販売の一部又は全部を研究体参画機関で行わない場合は、他との協力関係を記述してください。 

また、対象となる販売先、最終ユーザーについて記述してください。 

（個別製品ごとの事業化計画及び単年度売上見込額等については様式９に記載します。） 

・研究開発終了後５年後の製品単年度売上見込額：         千円 

⑤ 事業化のスキーム図  

事業化計画における製造・販売ルートを、仕入先・外注先・販売先・最終ユーザーの関連を踏まえてＡ４

判１枚以内で図示・説明してください。 

 

 

 

 

 

※様式８全体で４枚以内としてください。 
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【様式９】 

個別製品事業化計画説明書（製品毎に作成（２～４枚程度）） 

製品名：（仮称でも結構です。ロイヤリティ収入等製品以外による事業化の場合、特許実施権等について記載。）

① ターゲットとする市場  

・ターゲットとしてどのような市場を想定しているのか。 

・ターゲットとする市場におけるニーズ（又は発生すると想定しているニーズ）、及びその根拠 

・市場におけるニーズに対する事業化計画上の当該製品等の位置づけ 

について具体的に記載してください。 

② 当該製品分野における予想市場規模及び売上高、シェア  
 

経過年数 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

市場規模（百万円）      

シェア（％）      

販売数量（単位を記載）      

単価（円）      

売上高（千円）      

・想定される市場規模／単価及び販売数量・売上高／市場シェア（金額ベース（＝売上高／市場規模））の年

度ごとの推移について、上表に数値を記載いただくとともに、算出の考え方等根拠をご説明ください。ま

た、増加又は減少の変動が見込まれる場合は、その変動要因を記載いただくとともに、当該市場の特色に

ついても記載してください。 

・想定される売上高について達成可能な理由についても記載してください。 

※「経過年数」とは本事業による委託研究終了後の経過年数を示します。 

③ 事業化体制  

・事業化体制（事業化の際の製造・販売担当等の事業化体制について、仕入先・外注先・販売先・最終ユー

ザーの関係も踏まえて記載してください。（図での記載でも結構です。）） 

・全体の資金計画（事業化までに必要な設備投資や追加試験研究等の計画の概要、及びそれらに必要な資金

の調達計画を具体的に記載してください。） 

④ 委託研究終了後５年間の事業化計画 ※事業化実施主体について記載します。 
 

経過年数 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

市場調査   ②   

追加研究      

設備投資  ①  ③  

生産      

販売      

①追加設備投資の実施（○○より○○円を資金調達予定） 

②売上状況の確認及び生産量増強の検討 

③生産体制の強化及び商品展開の多様化（自社費用にて○○円の設備投資を実施） 

委託研究終了後５年間の事業化計画について、各年度の計画内容を資金計画にも触れながら、上表及び補

足説明により具体的に記載してください。（生産・販売委託等行う場合は委託内容について記載します。） 

※「経過年数」は本事業による委託研究終了後の経過年数を示します。 

※設備増設などを想定されている場合は、その考え方を記載してください。 

⑤ 事業戦略  

市場性を高める事業戦略として、以下の項目について記載してください。 

・知的財産化等による市場価値の向上についての考え方 

・他社技術との競合関係（競争関係にある他社の技術動向を踏まえた自社事業の優位性確保戦略等） 

・その他市場性を高めるために講じようと考えている戦略 
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【様式１０】 

地域性・政策性説明書 

テーマ名： 

① 地域への貢献  

想定する地域産業界への波及効果や地域社会への貢献に関して、以下の項目に留意して記述してください。

・技術的波及効果（技術移転、技術集積等、技術力の向上効果等） 

・地域における新たな研究開発体制・連携の構築・事業化計画 

・市場創出効果 

・経済的効果 

・人材育成効果 

・雇用創出効果（研究開発終了後５年後の新規雇用者数見通しを記載のこと ※必須） 

・地域における産業構造の改善・刷新効果 

・地域の抱える社会的課題の解決に寄与するか。 

・地域において新たな価値観を創造し、新たなニーズの醸成に寄与するか。 

・研究開発等に対する地域の取組、価値観の向上など、地域における知的サイクルを活性化し、新たな活

力の創出に貢献するか。 

・研究開発終了後５年後の新規雇用者数見通し：直接新規雇用者数              人 

                      間接雇用数も含む新規創出雇用者数      人 

※「間接雇用数を含む新規創出雇用者数」欄には、当該研究開発をもとにした新製品・新事業の創出によ

り生み出される全ての新規創出雇用者数（自社以外（取引先等）も含む。）の合計を記載します。 

② 研究実施者の地域的連携  

地域の技術研究開発能力や産業集積の活用など、研究実施者(特に民間企業)が地域的に連携していること

を記述してください。 

仮に管理法人と研究実施者、又は、研究実施者相互が地理的に著しく離れている場合は具体的にどのよう

に連携するのか示してください。 

③ 経済産業省施策等との関連  

当該プロジェクトと新産業創造戦略との関係について、具体的に説明してください。また、次に掲げる事

項について該当するものがある場合は、内容及び参画している構成員名など、その状況について具体的に説

明してください。 

・地域イノベーション協創プログラムに基づく「地域イノベーション創出共同体」への参画等の地域におけ

る研究開発資源の開放に向けた取り組みを行っている場合 

・企業立地促進法に基づき国の同意を受けた「基本計画」や「産業クラスター計画」等経済産業省・経済産

業局における施策と関係のある場合 

・「地域再生計画」、地域雇用開発促進法に基づき国の同意を受けた「自発雇用創造計画」等、他府省等の施

策と関係のある場合 

・地域の地方自治体の施策（産業振興計画等）との関係がある場合 

④ 研究実施者の地域性  

［地域性のある企業のみ記載］ 

 企業名 地域定着性の根拠 研究開発費 資本金 前年度売上高 従業員数 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※様式１０全体で４枚以内としてください。 
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【様式１１】 

研究者一覧表 

テーマ名： 

（フリガナ） 

研究員氏名 
研究者番号 

生年月日

性別 
所属 学位 研究分担 

ｴﾌｫｰﾄ

（％）

（総括事業代表者） 

 

 

 

 

 

   研究総括  

（研究員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

※総括事業代表者の研究経歴書を添付してください。 

※エフォート欄には、各研究者の年間の全仕事時間を100％とした場合に対する当該研究の実施に必要とする時

間の配分割合（％）を整数で記入してください。 
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総括事業代表者（ＰＭ）経歴書 

氏名  
生年月日 

（年齢） 

     年    月    日 

          （   歳） 

① 所属・役職名 

② 最終学歴 

［授与機関］                    ［学位］（博士・修士・学士・なし）←○を付す 

［取得年］                     ［専攻］ 

③ 略歴 

 

 

④ 研究履歴（企業経験を有する場合、経験年数が分かるように記載してください。） 

 

 

⑤ 民間企業等で行った事業プロジェクト経歴（３件以内） 

 （記入例） 

プロジェクト名 年度 産学官 産学 ＰＭ経験 ＰＬ経験

①・・・・・・・の研究 H16～H17 ○   ○ 

②＊＊＊＊＊＊＊の研究開発 H17～H18  ○ ○  

③      

 ※該当箇所に○を記載します。／ＰＬとは、プロジェクトリーダー（総括研究代表者）を指します。 

⑥ 産学官連携に関する経歴等 

 

 

⑦ 実用化研究開発事業の代表者（ＰＭ、ＰＬ）実績 

本事業と同様の実用化研究開発事業（地域新生コンソーシアム研究開発事業等）においてＰＭ、ＰＬを担

当した実績のある場合、担当した全てのプロジェクトについて、その名称及び事業所管、実施年度、本提案

時点での事業化実績（事業化した場合は当該事業化した年度）について記載してください。 

※末尾に担当件数及び事業化に至った件数を記載してください。 

 （記載例） 

事業名 プロジェクト名 事業所管 実施年度 事業化実績 

地域コンソ事業 燃料電池用○○の開発 ○○経済産業局 H15～16 補完研究中 

地域コンソ事業 ・・・・・切削システムの開発 ○○経済産業局 H15～16 事業化(H19)

地域コンソ事業 ＊＊＊を用いた＊＊センサー開発 ○○経済産業局 H17～18 事業化断念 

地域資源活用型 ○○産○○を用いた・・・の開発 ○○経済産業局 H19～20 実施中 

担当件数：４件 事業化件数：１件 

⑧ 新規技術に関する市場動向の把握、新規技術等の知的財産戦略（特許化、ライセンス許諾等への関与又は

コンサルティング等）、普及・標準化等に関する実績 

 

 

⑨ 総括事業代表者（ＰＭ）の適性 

※以下の点に留意し、ＰＭの適性について説明してください。 

本事業の目的に鑑み、研究計画実施等について総括を行うのに相応しい高い研究上の見識・管理能力に

加え、研究開発成果の事業化に向けた資金調達及び販路開拓等に関する高い見識やノウハウを有するなど、

本事業で求める総括事業代表者の要件を満たす優れた適性を備えているか。 
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 【様式１２】 

管理法人の概要 

法人名  
設立年月日 

（経過年数）

※登記上のものを記載 

     （  年） 

所在地 
    都・道      郡       区 

    府・県    市・区     町・村 

基本財産 

又は資本金 
 

役員数 人 従業員数 人 
所管官庁 

等の名前 
 

① 事業概要 

 

 

 

 

 

 

② 過去３年間の産学官共同研究、調査研究リスト（各々５件まで） 

１）共同研究 

   （記入例） 

共同研究名称 委託元 期間 

①・・・・の研究開発 ・・・庁 H17～H18 

②＊＊＊＊の研究 ＊＊＊県 H17 

③○○○○の技術開発 ○○○省 H18～H19 

 

 

 

２）調査研究（研究開発に関連する調査研究のみ） 

   （記入例） 

調査研究名称 委託元 期間 

①・・・・の調査 ・・・工業研究所 H17 

②＊＊＊＊の調査事業 ＊＊＊市 H19 

 

 

 

 

③ 内部組織 

 ・本研究開発担当部署名 

 ・うち本研究開発担当人員     名 

④ プロジェクトの管理体制 

 ［研究管理者氏名］ 

  実際に担当する方を記載してください。 

 ［研究管理者経歴］ 

  産学官の共同研究管理の経験等、実務能力が判断できるような事例に留意して記述してください。 

 

 ［経理担当者氏名］ 

  実際に担当する方を記載してください。 

 ［経理担当者経歴］ 

  経理実務能力が判断できるように記述してください。 
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管理法人の概要（つづき） 

⑤ 実用化研究開発事業の管理法人実績 

本事業と同様の実用化研究開発事業（地域新生コンソーシアム研究開発事業等）において管理法人を担当

した実績のある場合、担当した全てのプロジェクトについて、その名称及び委託元、実施年度、委託（補助）

金額、本提案時点での事業化実績（事業化した場合は当該事業化した年度）、事業化収入（当該事業化に係る

製品の累計売上高）について記載してください。 

※末尾に担当件数及び事業化に至った件数を記載してください。 

 （記載例） 

事業名 

プロジェクト名 

事業所管 

実施年度 
委託補助金額 事業化実績 

事業化収入 

（累計売上高）

地域新生コンソーシアム研究開発事業 

燃料電池用○○の開発 

○○経済産業局

H15～16 

（千円）

 
補完研究中 

（千円）

－ 

地域新生コンソーシアム研究開発事業 

・・・・・切削システムの開発 

○○経済産業局

H15～16 
 事業化(H19) 20,000 

地域新生コンソーシアム研究開発事業 

＊＊＊を用いた＊＊センサー開発 

○○経済産業局

H17～18 
 事業化断念 － 

地域資源活用型研究開発事業 

○○産○○を用いた・・・の開発 

○○経済産業局

H19～20 
 実施中 － 

     

     

担当件数：４件 事業化件数：１件 

⑥ 財務状況（直近３期分の実績を記入） 

（単位：百万円） 

 ／ ／ ／ 

①売上高 

（当期収入合計額） 
   

②経常利益 

（当期収入合計額－当期支出合計額） 
   

③当期利益    

 減価償却費    

 繰越利益 

（次期繰越収支差額） 
   

※財団法人等、損益科目が上記科目に該当しない法人は、（ ）内の数字を記入してください。 

 

・財務状況及び提案プロジェクトの遂行に必要な財源等に関する説明 

※本提案プロジェクトの遂行に必要な財源確保等が可能な根拠等に関して、財務状況等の説明をまじえて記

載してください。 

 

⑦ 管理法人の適性 

※以下の点に留意し、管理法人の適性について説明してください。 

本事業の目的に鑑み、研究計画実施等について運営管理を行うのに相応しい高い管理能力に加え、研究

開発成果の事業化に向けた推進体制又は支援体制を有するなど、本事業で求める管理法人の要件を満たす

優れた適性を備えているか。 

 

※管理法人が企業の場合は、【様式１３】についても作成してください。 
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【様式１３】 

参加企業の概要（参加企業１社ずつ作成） 

企  業  名   連絡先 
Tel： 

Fax： 

本社所在地 〒 

 

代 表 者 

役職・氏名 
 

主な事業所 

とその所在 

都道府県名称 

○○支社 （○○県） 

□○工場 （○○県） 

△△研究所（○○府） 

 

 

資  本  金 百万円 

従業員数 

（うち研究員数） 

人 

（       人） 

主な出資者 

（出資比率） 

 
※出資比率の高
い者から記載 

 

※大企業は 
【 】に◎を記
載 

【 】

【◎】

【 】

【 】

○○○県（60％） 

（株）▽□○（30％） 

（株）□○○（10％） 

 

 

 

設 立 年 月 日 年     月   日  主な事業 

の業種名 

※中小企業基本法に基づく、製造業
その他／卸売業／小売業／サービ
ス業の別を記載してください。 

過去３年産学官 

共同研究経験 
                件 主な製品・ 

サービス等 

 

参加団体 
   ＊＊＊学会 

   ・・・協会     など   (主要５ヶ所以内を記入) 

過去３年間 

参加研究会 

   ＊＊＊研究会 

   ・・・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ   など   (主要５件以内を記入) 

 財務状況（直近３期分の実績を記入）                      （単位：百万円） 

                              ／ ／ ／ 

①売上高 

（当期収入合計額） 

 

 

 

 

 

 

②経常利益 

（当期収入合計額－当期支出合計額） 

 

 

 

 

 

 

③当期利益 
 

 

 

 

 

 

減価償却費 
 

 

 

 

 

 

繰越利益 

（次期繰越収支差額） 

 

 

 

 

 

 

研究開発費 
 

 

 

 

 

 

※財団法人等、損益科目が上記科目に該当しない法人は、（ ）内の数字を記入してください。 

財務状況説明： 

※管理法人となる企業は、本項目の記載を省略できます。その際、「管理法人概要を参照」と記載してください。

※ベンチャー企業等３期分の決算が存在しない場合は、存在する年度について記載してください。 

※出資比率順に上位４者を、また
出資者が５者以上の場合、５番
目以降をまとめて「ほか○社」
と記載してください。 
※第３セクター（自治体からの出
資等がある）の場合、比率順に
関係なく全ての自治体について
記載してください。 
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【様式１４】 

参加する試験研究機関等の概要 

＊全ての試験研究機関等について記入 

試験研究機関等名     

種別（国立大学法人、国立、公立、

私立、独立行政法人等の別） 
    

所在地都道府県 市町村名     

共同研究センター及び 

リエゾンオフィス等の有無 

（有る場合その名称を記載） 

    

共同研究センター及びリエゾン

オフィス等の組織としての 関与

の有無 

（今回の委託研究契約の窓口と

なっているか） 

    

過去３年間の民間企業等との共

同研究実績（契約単位） 
         件          件          件          件 

当該プロジェクトで利用可能な

設備の名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該試験研究機関等の研究施設

の民間企業等による活用の有無 

 (有の場合は、主な研究内容を記

入) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）リエゾンオフィスとは、研究管理統括及び他の参加研究機関との連絡等を行う大学内部の機関を指す。 
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【様式Ａ】 

 

※この欄は経済産業局で記入します。 

類似提案状況説明書 

 本研究開発 類似提案 

受付番号（局で記載）   

テーマ名   

総括事業代表者   

研究体 

メンバー 

 

 

 

 

 

提案額 
（１年目）          千円 

（２年目）          千円 

（１年目）          千円 

（２年目）          千円 

研究開発内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

※研究成果目標及び目

標とする開発製品等

の相違点を中心に研

究開発分担、事業化計

画等の相違点につい

て簡潔に説明してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地域イノベーション創出研究開発事業へ提案されるもののうち、同一の研究実施

者が関与し、かつ、同一の技術シーズを用いるなど類似の研究開発内容と思われ

るものについては、双方の提案における類似点（同一性）及び相違点等について

本様式により簡潔に説明してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０年度受付番号  
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【様式Ｂ】 

類似プロジェクト等状況説明書（他制度への提案） 

事業名称 地域イノベーション創出研究開発事業 例：○○補助金 

事業主体 

（関係省庁等） 
○○経済産業局（経済産業省） 例：○○○○省 

テーマ名   

総括研究代表者   

研究開発等実施者 

※研究体メンバーを記載 

 

 

 

 

提案額 千円 千円 

研究期間 平成２０年度～平成  年度  

研究開発内容 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

※研究成果目標及び目

標とする開発製品等

の相違点を中心に、研

究開発分担等の相違

点について簡潔に説

明してください。 

※本事業を含め、経済産業省その他の省庁等（各々に関連した独立行政法人等を含

む）による研究開発制度・事業において、実施済み又は実施中若しくは申請中及

び申請予定とされているもののうち、本提案内容と類似した研究開発内容（同一

研究実施者の関与又は同一の技術シーズを用いるなど）と思われるもの又はその

恐れがあるものについては、当該案件ごとに双方の研究内容等につき、それぞれ

の類似点及び相違点等について本様式により簡潔に説明してください。 
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【様式Ｃ】 

 

※この欄は経済産業局で記入します。 

農商工連携に関する説明書 

【農商工連携枠】への提案案件は必ず作成の上、提案書に添付してください。 

テーマ名  

研究体構成員 

※構成員のうち、農林水産業を対象とする研究機関又は民間企業には下線を付した上

で、主な事業内容（製品等）を括弧書きで記載してください。 

 

 

本プロジェクトで 

目指す技術・製品等 

※提案プロジェクトで行う研究開発により目指す技術・製品等を、様式４・様式８等

を参考に、簡潔に記載してください。 

 

 

 

 

 

本プロジェクトで 

連携・活用予定の 

技術・ノウハウ等 

と連携・活用方法 

※農商工連携枠の要件を踏まえ、各構成員が持つ技術力やノウハウその他資源をそれ

ぞれ記載し、研究開発を実施するにあたり、それぞれの資源の連携・活用方法を具

体的に説明してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本プロジェクトの 

成果が農林水産業 

（及びその地域） 

に与える効果 

※提案プロジェクトで得られた成果が、農林水産業又は農林漁村等地域に与える効果

について、具体的に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

その他農商工連携 

に関する特記事項 

※上記以外に、提案プロジェクトに関連して農林水産省、地方自治体農林水産部署、

もしくは農林水産業との連携や関連で特記事項がある場合は、具体的に説明してく

ださい。 

 

 

 

 

 

２０年度受付番号  
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（別紙１） 

主分野・副分野一覧表 

（提案書様式１「主分野・副分野」欄に、下表の該当する分野のコード（４桁）及び分野名を記載します。） 

コード 分野名 コード 分野名 

０５０１
０５０２
０５０３
０５０４
 
０５０５
０５０６

エネルギー（化石燃料・加工燃料） 
エネルギー（原子力エネルギー） 
エネルギー（自然エネルギー） 
エネルギー 
（省エネルギー・エネルギー利用技術） 
エネルギー（環境に対する負荷の軽減） 
エネルギー（国際社会への協力と貢献） 

０１０１ 
０１０２ 
０１０３ 
０１０４ 
０１０５ 
 
０１０６ 
０１０７ 

ライフサイエンス（ゲノム） 
ライフサイエンス（医学・医療） 
ライフサイエンス（食料科学・技術） 
ライフサイエンス（脳科学） 
ライフサイエンス 
（バイオインフォマティックス） 
ライフサイエンス（環境・生態） 
ライフサイエンス（物質生産） ０５８９

０５９９
エネルギー（共通基礎研究） 
エネルギー（その他） ０１８９ 

０１９９ 
ライフサイエンス（共通基礎研究） 
ライフサイエンス（その他） ０６０１

０６０２
０６０３
 
０６０４
０６０５
０６０６
０６０７
０６０８
０６０９

製造技術（高精度技術） 
製造技術（精密部品加工） 
製造技術 
（高付加価値極限技術（マイクロマシン等））
製造技術（環境負荷最小化） 
製造技術（品質管理・製造現場安全確保） 
製造技術（先進的ものづくり） 
製造技術（医療・福祉機器） 
製造技術（アセンブリープロセス） 
製造技術（システム） 

０６８９
０６９９

製造技術（共通基礎研究） 
製造技術（その他） 

０２０１ 
０２０２ 
０２０３ 
０２０４ 
０２０５ 
０２０６ 
０２０７ 
０２０８ 
０２０９ 
０２１０ 
０２１１ 
０２１２ 
０２１３ 

情報通信（高速ネットワーク） 
情報通信（セキュリティ） 
情報通信（サービス・アプリケーション） 
情報通信（家電ネットワーク） 
情報通信（高速コンピューティング） 
情報通信（シミュレーション） 
情報通信（大容量・高速記憶装置） 
情報通信（入出力） 
情報通信（認識・意味理解） 
情報通信（センサ） 
情報通信（ヒューマンインターフェイス評価）
情報通信（ソフトウエア） 
情報通信（デバイス） 

０２８９ 
０２９９ 

情報通信（共通基礎研究） 
情報通信（その他） 

０７０１
 
０７０２
０７０３
０７０４
０７０５
０７０６

社会基盤（異常自然現象発生メカニズムの研究
と予測技術） 
社会基盤（災害被害最小化応用技術研究） 
社会基盤（超高度防災支援システム） 
社会基盤（事故対策技術） 
社会基盤（社会基盤の劣化対策） 
社会基盤（有害危険・危惧物質等安全対策） 

０３０１ 
０３０２ 
０３０３ 
０３０４ 
０３０５ 

環境（地球環境） 
環境（地域環境） 
環境（環境リスク） 
環境（循環型社会システム） 
環境（生物多様性） 

０３８９ 
０３９９ 

環境（共通基礎研究） 
環境（その他） 

０７２１
 
０７２２
０７２３
０７２４
 
０７２５
０７２６

社会基盤 
（自然と共生した美しい生活空間の再構築） 
社会基盤（広域地域研究） 
社会基盤（水環境系健全化・総合水管理） 
社会基盤（新しい人と物の流れに対応する交通
システム） 
社会基盤（バリアフリー） 
社会基盤（ユニバーサルデザイン化） 

０７８９
０７９９

社会基盤（共通基礎研究） 
社会基盤（その他） 

０８０１
０８０２

フロンティア（宇宙科学（天文を含む）） 
フロンティア（宇宙開発利用） 

０８２１
０８２２

フロンティア（海洋科学） 
フロンティア（海洋開発） 

０８８９
０８９９

フロンティア（共通基礎研究） 
フロンティア（その他） 

０９００ 人文・社会 

１０００ 自然科学一般 

０４０１ 
 
０４０２ 
 
０４０３ 
０４０４ 
０４０５ 
０４０６ 
０４０７ 
０４０８ 
０４０９ 
０４１０ 
０４１１ 
 
０４１２ 

ナノテク・材料 
（ナノ物質・材料（電子・磁気・光学応用等））
ナノテク・材料 
（ナノ物質・材料（構造材料応用等）） 
ナノテク・材料（ナノ情報デバイス） 
ナノテク・材料（ナノ医療） 
ナノテク・材料（ナノバイオロジー） 
ナノテク・材料（エネルギー・環境応用） 
ナノテク・材料（表面・界面） 
ナノテク・材料（計測技術・標準） 
ナノテク・材料（加工・合成・プロセス） 
ナノテク・材料（基礎物性） 
ナノテク・材料 
（計算・理論・シミュレーション） 
ナノテク・材料（安全空間創成材料） ９９９９ その他 

０４８９ 
０４９９ 

ナノテク・材料（共通基礎研究） 
ナノテク・材料（その他） 
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（別紙２） 

キーワード一覧表 
（提案書様式１「キーワード」欄に、下表の該当する分野のコード（３桁）及びキーワードを記載します。） 
コード キーワード コード キーワード 

００１ 

００２ 

００３ 

００４ 

００５ 

遺伝子 

ゲノム 

蛋白質 

糖 

脂質 

０５６

０５７

０５８

０５９

０６０

大規模ファイルシステム 

マルチモーダルインターフェース 

画像・文章・音声等認識 

多言語処理 

自動タブ付け 

００６ 

００７ 

００８ 

００９ 

０１０ 

核酸 

細胞・組織 

生体分子 

生体機能利用 

発生・分化 

０６１

０６２

０６３

０６４

０６５

バーチャルリアリティ 

エージェント 

スマートセンサ情報システム 

ソフトウエア開発効率化・安定化 

ディレクトリ・情報検索 

０１１ 

０１２ 

０１３ 

０１４ 

０１５ 

脳・神経 

動物 

植物 

微生物 

ウィルス 

０６６

０６７

０６８

０６９

０７０

コンテンツ・アーカイブ 

システムオンチップ 

デバイス設計・製造プロセス 

高密度実装 

先端機能デバイス 

０７１

０７２

０７３

０７４

低消費電力・高エネルギー密度 

ディスプレイ 

リモートセンシング 

モニタリング（リモートセンシング以外） 

０１６ 

０１７ 

０１８ 

０１９ 

０２０ 

行動学 

進化 

情報工学 

プロテオーム 

トランスレーショナルリサーチ ０７５ 大気現象 

０２１ 

０２２

０２３

０２４

０２５ 

移植・再生医療 

医療・福祉 

再生医学 

食品 

農林水産物 

０７６

０７７

０７８

０７９

０８０

気候変動 

水圏現象 

土壌圏現象 

生物圏現象 

環境質定量化・予測 

０２６

０２７

０２８

０２９

０３０ 

組換え食品 

バイオテクノロジー 

痴呆 

癌 

糖尿病 

０８１

０８２

０８３

０８４

０８５

環境変動 

有害化学物質 

廃棄物処理 

廃棄物再資源化 

大気汚染防止・浄化 

０３１ 

０３２ 

０３３ 

０３４ 

０３５ 

循環器・高血圧 

アレルギー・ぜんそく 

感染症 

脳神経疾患 

老化 

０８６

０８７

０８８

０８９

０９０

水質汚濁・土壌汚染防止・浄化 

環境分析 

公害防止・対策 

生態系修復・整備 

環境調和型農林水産 

０３６ 

０３７ 

薬剤反応性 

バイオ関連機器 

０９１

０９２

０９３

環境調和型都市基盤整備・建築 

自然共生 

政策研究 ０３８ 

０３９ 

０４０ 

フォトニックネットワーク 

先端的通信 

有線アクセス 

０９４

０９５

磁気記録 

半導体超微細化 

０４１ 

０４２ 

０４３ 

０４４ 

０４５ 

インターネット高速化 

移動体通信 

衛星利用ネットワーク 

暗号・認証等 

セキュア・ネットワーク 

０９６

０９７

０９８

０９９

１００

超高速情報処理 

原子分子処理 

走査プローブ顕微鏡（STM、AFM、STS、SNOM、他） 

量子ドット 

量子細線 

０４６ 

０４７ 

０４８ 

０４９ 

０５０ 

高信頼性ネットワーク 

著作権・コンテンツ保護 

ハイパフォーマンス・コンピューティング 

ディペンダブル・コンピューティング 

アルゴリズム 

１０１

１０２

１０３

１０４

１０５

量子井戸 

超格子 

分子機械 

ナノマシン 

トンネル現象 

０５１ 

０５２ 

０５３ 

０５４ 

０５５ 

モデル化 

可視化 

解析・評価 

記憶方式 

データストレージ 

１０６

１０７

１０８

１０９

１１０

量子コンピュータ 

DNAコンピュータ 

スピンエレクトロニクス 

強相関エレクトロニクス 

ナノチューブ・フラーレン 
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キーワード一覧表（つづき） 

コード キーワード コード キーワード コード キーワード 

１１１ 

１１２ 

１１３ 

１１４ 

１１５ 

量子閉じ込め 

自己組織化 

分子認識 

少数電子素子 

高性能レーザー 

１６６ 

１６７ 

１６８ 

１６９ 

１７０ 

微細接続 

バーチャルリアリティ 

ヒューマンセンタード生産 

複数企業共同生産システム 

品質管理システム 

２２１

２２２

２２３

２２４

２２５

高度道路交通システム（ITS）

走行支援道路システム（AHS）

交通需要マネージメント 

バリアフリー 

ユニバーサルデザイン 

１７１ 低エントロピー化指向製造システム ２２６

２２７

２２８

輸送機器 

電子航法 

管制 

１１６ 

１１７ 

１１８ 

１１９ 

１２０ 

超伝導材料・素子 

高効率太陽光発電材料・素子 

量子ビーム 

光スイッチ 

フォトニック結晶 

１７２ 

１７３ 

１７４ 

１７５ 

地球変動予測 

自身 

火山 

津波 

２２９

２３０

ロケット 

人工衛星 

１２１ 

１２２ 

１２３ 

１２４ 

１２５ 

微小共振器 

テラヘルツ／赤外材料・素子 

ナノコンタクト 

超分子化学 

MBE、エピタキシャル 

１７６ 

１７７ 

１７８ 

１７９ 

１８０ 

土砂災害 

集中豪雨 

高潮 

洪水 

火災 

２３１

２３２

２３３

２３４

２３５

再使用型輸送系 

宇宙インフラ 

宇宙環境利用 

衛星通信・放送 

衛星測位 

１２６ 

１２７ 

１２８ 

１２９ 

１３０ 

１分子計測（SMD） 

光ピンセット 

（分子）モーター 

酵素反応 

共焦点顕微鏡 

１８１ 

１８２ 

１８３ 

１８４ 

１８５ 

自然災害 

自然現象観測・予測 

耐震 

制震 

免震 

２３６

２３７

２３８

２３９

２４０

国際宇宙ステーション（ISS）

地球観測 

惑星探査 

天文 

宇宙科学 

１３１ 

１３２ 

電子顕微鏡 

超薄膜 

１３３ 

１３４ 

１３５ 

エネルギー全般 

再生可能エネルギー 

原子力エネルギー 

１８６ 

１８７ 

１８８ 

１８９ 

１９０ 

防災 

防災ロボット 

減災 

復旧・復興 

救命 

２４１

２４２

２４３

２４４

２４５

上空利用 

海洋科学 

海洋開発 

海洋微生物 

海洋探査 

１３６ 

１３７ 

１３８ 

１３９ 

１４０ 

太陽電池 

太陽光発電 

風力 

地熱 

廃熱利用 

１９１ 

１９２ 

１９３ 

１９４ 

１９５ 

消防 

海上安全 

非常時通信 

危機管理 

リアルタイムマネージメント 

２４６

２４７

２４８

２４９

２５０

海洋利用 

海洋保全 

海洋資源 

深海環境 

海洋生態 

２５１

２５２

大陸棚 

極地 

１４１ 

１４２ 

１４３ 

１４４ 

１４５ 

コージェネレーション 

メタンハイドレート 

バイオマス 

天然ガス 

省エネルギー 

１９６ 

１９７ 

１９８ 

１９９ 

２００ 

国土開発 

国土整備 

国土保全 

広域地域 

生活空間 

２５３

２５４

２５５

哲学 

心理学 

社会学 

１４６ 

１４７ 

１４８ 

１４９ 

１５０ 

新エネルギー 

エネルギー効率化 

二酸化炭素排出削減 

地球温暖化ガス排出削減 

燃料電池 

２０１ 

２０２ 

２０３ 

２０４ 

２０５ 

都市整備 

過密都市 

水資源 

水循環 

流域圏 

２５６

２５７

２５８

２５９

２６０

教育学 

文化人類学 

史学 

文学 

法学 

２６１ 経済学 

９９９ その他 

（任意のキーワードを記入） 

１５１ 

１５２ 

１５３ 

１５４ 

水素 

電気自動車 

LNG車 

ハイブリッド車 

１５５ 超精密計測 

２０６ 

２０７ 

２０８ 

２０９ 

２１０ 

水管理 

淡水製造 

渇水 

延命化 

長寿命化 

１５６ 

１５７ 

１５８ 

１５９ 

１６０ 

光源技術 

精密研磨 

プラズマ加工 

マイクロマシン 

精密部品加工 

２１１ 

２１２ 

２１３ 

２１４ 

２１５ 

コスト縮減 

環境対応 

建設機械 

建設マネージメント 

国際協力 

１６１ 

１６２ 

１６３ 

１６４ 

１６５ 

高速プロトタイピング 

超精密金型転写 

射出成形 

高速組立成形 

高速伝達回路設計 

２１６ 

２１７ 

２１８ 

２１９ 

２２０ 

国際貢献 

地理情報システム（GIS） 

交通事故 

物流 

次世代交通システム 
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【参考１】 

日本標準産業分類（平成１９年１１月改定）（抜粋） 

・各項目には、当該項目に含まれる産業の範囲の説明と主な内容を例示しています。 

・当該項目に含まれるものは○印の記号で、他の項目に含まれるものは×印の記号で示しています。 

・×印で掲げた産業に続く[ ]内の分類番号は、その産業が該当する所属を示しています。 

・細分類各項目の内容の例示には、主な産業名を記載しています。 

 

大分類 Ａ－農 業、林 業 

［総説］ 

この大分類には、耕種農業、畜産農業（養きん、養ほう、養蚕を含む）及び農業に直接関係するサービス業

務並びに林業及び林業に直接関係するサービス業務を行う事業所が分類される。 

なお、植木の刈り込みのような園芸サービスを提供する事業所及び昆虫類、へびなどの採捕を行う事業所も

本分類に含まれる。 

（１）耕種農業とは 

（ア）水稲、陸稲、麦類、雑穀、豆類、いも類、野菜、果樹、工芸農作物、飼肥料作物、花き、薬用作物、

採種用作物、桑の栽培をいう。 

（イ）しいたけ、たけのこ、こうぞ、みつまた、はぜ、こりやなぎ、くり、くるみ、つばきなどを栽培し、

単に下刈り程度の管理のみでなく施肥（刈敷は施肥とみなさない）を行っている場合は耕種とみなす。 

（ウ）天然性のしいたけ、たけのこ、わさびなどの採取並びに用材又は薪炭材の生産を主目的とする植物の

栽培は耕種としない。 

（２）畜産農業とは 

（ア）乳用牛、肉用牛、馬、鹿、豚、いのぶた、いのしし、めん羊、やぎ、にわとり、あひる、うずら、七

面鳥、うさぎ、たぬき、きつね、ミンクなどの飼養、ふ卵、育すうを行うことで、種付け目的のものも

含まれる。 

モルモット、マウス、ラット、カナリヤ、文鳥などを実験用又は愛がん用に供することを目的として

飼育する場合及びいたち、きじなどを森林保護又は種族保護を目的として人工的に増殖、飼育する場合

も含まれる。 

（イ）蚕の飼育及び蚕種の製造も含まれる。 

（ウ）競馬などに専ら使用する目的で飼養しているもの及び家畜仲買商が一時的に飼養しているものは含ま

れない。 

（エ）店舗で愛がん用の鳥獣を飼養する場合は含まれない。 

（３）林業とは 

山林用苗木の育成・植栽、林木の保育・保護、林木からの素材生産、薪及び木炭の製造、樹脂、樹皮、

その他の林産物の採集及び野生動物の狩猟などをいう。 

農業又は林業と他産業との関係 

（１）農家又は林家で製造活動を行っている場合 

（ア）主として他から購入した原材料を使用して製造、加工を行っている場合は農業又は林業の活動とはし

ない。 

（イ）主として自家栽培した原材料を使用して製造、加工を行っている場合は農業又は林業の活動とする。

ただし、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいるとき

は農業又は林業の活動とはしない。 

（２）農業協同組合の事業所で信用事業又は共済事業と併せて、他の大分類にわたる事業を行っているものは

大分類Ｑ－複合サービス事業［8711］に分類される。農業協同組合の事業所で、単独で工場、店舗等を構

えて単一の事業を行っているものは、その行う事業によって製造業、小売業等それぞれの産業に分類され

る。 

なお、複数の大分類にわたる事業を行う農業協同組合の事業所であっても、信用事業又は共済事業を行

っていない場合は、その事業所で行う事業のうち、主要な経済活動によりそれぞれの産業に分類される。 

（３）森林組合の事業所で信用事業又は共済事業と併せて、他の大分類にわたる事業を行っているものは大分
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類Ｑ－複合サービス事業［8714］に分類される。森林組合の事業所で、単独で工場、店舗等を構えて単一

の事業を行っているものは、その行う事業によって製造業、小売業等それぞれの産業に分類される。 

なお、複数の大分類にわたる事業を行う森林組合の事業所であっても、信用事業又は共済事業を行って

いない場合は、その事業所で行う事業のうち、主要な経済活動によりそれぞれの産業に分類される。 

 

中分類０１―農 業 

この中分類には、耕種農業、畜産農業（養きん、養ほう、養蚕を含む）及び農業に直接関係するサービス

業務を行う事業所が分類される。 

請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う事業所も本分類に含まれる。 

小分類 

番号 

細分類 

番号 
分 類 

010  管理、補助的経済活動を行う事業所（01農業） 

 0100 主として管理事務を行う本社等 
主として農業の事業所を統括する本社等として、自企業の経営を推進するための組織全
体の管理統括業務、人事・人材育成、総務、財務・経理、企画、広報・宣伝、生産・プロ
ジェクト管理、支社・支店等の管理、出荷・販売等の現業以外の業務を行う事業所をいう。
○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 0109 その他の管理、補助的経済活動を行う事業所 
主として農業における活動を促進するため、同一企業の他事業所に対して、輸送、清掃、
修理・整備、保安等の支援業務を行う事業所をいう。 
○自家用車庫；自家用修理工場；自家用補修所；自家用集荷所 

011  耕 種 農 業 

 0111 米作農業 
主として、米（水稲、陸稲）を栽培し、出荷する事業所をいう。 
○水稲作農業；陸稲作農業 

 0112 米作以外の穀作農業 
主として、米以外の穀物を栽培し、出荷する事業所をいう。 
穀物とは、米（水稲、陸稲）、麦類、雑穀（あわ、ひえ、きび、そば、とうもろこし、
もろこし）、豆類（大豆、そらまめ、いんげんまめ、小豆、ささげ、らっかせい、えんど
う、りょくとう）などの乾燥子実をいう。 
○麦作農業；雑穀作農業 

 0113 野菜作農業（きのこ類の栽培を含む） 
主として、野菜を栽培し、出荷する事業所をいう。 
野菜とは、果菜類（えだまめ、さやえんどう、とうもろこし等の未成熟子実を含む）、
葉茎菜類（はくさい、キャベツ、ねぎ等）、根菜類（だいこん、にんじん、さといも等）
及び栽培されたきのこ類をいう。 
○野菜作農業；すいか・メロン・トマト作農業；水耕等の養液栽培による野菜作農業；た
けのこ栽培農業；しいたけ栽培農業；しめじ栽培農業；もやし栽培農業 
×ばれいしょ作農業[0117]；さとうきび作農業[0116]；かんしょ作農業[0117] 

 0114 果樹作農業 
主として、果樹を栽培し、出荷する事業所をいう。 
果樹とは、みかん、りんご、ぶどう、かき、なし、もも、くり、くるみなどの木本性植
物をいう。 
○みかん作農業；りんご作農業；ぶどう作農業；かき作農業；くり作農業 
×すいか作農業[0113]；メロン作農業[0113]；トマト作農業[0113] 

 0115 花き作農業 
主として、花きを栽培し、出荷する事業所をいう。 
花きとは、切り花、切り葉、切り枝、球根、鉢物、花き苗、芝、植木など美観の創出な
いし維持又は緑化などに供する目的で栽培されている植物をいう。 
○切り花類栽培業；球根類栽培業；鉢物類栽培業；芝類栽培業；植木（緑化木、庭公園樹
等）栽培業；盆栽業 

 0116 工芸農作物農業 
主として、工芸農作物を栽培し、出荷する事業所をいう。 
工芸農作物とは、なたね、葉たばこ、生茶、さとうきび、てんさい、こんにゃくいも、
い、こうぞ、みつまた、ホップ、薬用にんじん、ハーブなど、油脂、甘味料、繊維、薬な
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どの原料に供する目的で栽培されている植物をいう。 
○たばこ作農業；さとうきび作農業；茶作農業；てんさい作農業 

 0117 ばれいしょ・かんしょ作農業 
主として、ばれいしょ又はかんしょを栽培し、出荷する事業所をいう。 
○ばれいしょ作農業；かんしょ作農業 

 0119 その他の耕種農業 
主として、飼肥料作物、採種用作物など他に分類されない作物を栽培し、出荷する事業
所をいう。 
飼肥料作物とは、飼料や肥料とする目的で栽培されている牧草等をいい、採種用作物と
は、種苗（林業用の種苗を除く）を得る目的で栽培されている植物をいう。 
○飼肥料作物栽培業；採種用作物栽培業；果樹苗木栽培業；桑苗栽培業 

012  畜 産 農 業 

 0121 酪農業 
主として、生乳を生産し、出荷する事業所をいう。 
○酪農業 

 0122 肉用牛生産業 
主として、肉用牛を飼養する事業所をいう。 
肉用牛とは、肉用を主目的に飼養している牛をいう。この場合、牛の品種は肉専用種に
限らず肉用目的に飼養している乳用種を含む。 
○肉用牛肥育業；肉用子牛生産業 

 0123 養豚業 
主として、豚を飼養する事業所をいう。 
○養豚業 

 0124 養鶏業 
主として、鶏卵の生産及び食鶏の飼育を行う事業所をいう。 
○養鶏業 

 0125 畜産類似業 
主として、実験用・愛がん用動物の飼育、農作物・森林の保護及び種族保護を目的とす
る動物の飼育を行う事業所をいう。 
かぶと虫、すず虫などの昆虫類（みつばち、蚕を除く）の飼育及びへびなどの飼育を行
う事業所も本分類に含まれる。 
○実験用動物飼育業（マウス、ラット、モルモット、うさぎなど）；愛がん用動物飼育業
（カナリア、文鳥、犬など）；いたち飼育業；きじ飼育業；昆虫類飼育業（かぶと虫、
すず虫など）；へび飼育業 
×うさぎ養殖業（実験用、愛がん用を除く）[0129]；毛皮獣養殖業[0129]；へび採捕業
[0299]；昆虫類採捕業[0299]；養ほう（蜂）業[0129]；養蚕農業［0126］ 

 0126 養蚕農業 
主として、蚕の飼育及び蚕種の製造を行う事業所をいう。 
○養蚕農業；蚕種製造業 

 0129 その他の畜産農業 
主として、その他の畜産物を飼育する事業所をいう。 
その他の畜産物とは、馬、めん羊、やぎ、うさぎ（実験用、愛がん用を除く）、鶏以外
の家きん（うずら、あひる、七面鳥など）、毛皮獣などをいう。 
○養ほう（蜂）業；毛皮獣養殖業（たぬき、きつね、ミンクなど） 
×酪農業[0121]；肉用牛生産業[0122]；養豚業[0123]；養鶏業[0124]；養蚕農業［0126］

013  農業サービス業（園芸サービス業を除く） 

 0131 穀作サービス業 
穀作農業に係る育苗、耕起、植付、防除、刈取、脱穀、調製など、栽培から出荷までの
いずれか１種類以上の作業を請負で行う事業所をいう。 
○育苗センター；各種米作作業請負業；ライスセンター；カントリーエレベーター；脱穀
業（農家と請負契約によって脱穀を行うもの）；農業用施設維持管理業；土地改良区 
×精米業（農家の家庭消費用として精米を行うもの）[7991]；農業協同組合（信用事業又
は共済事業と併せて、他の大分類にわたる事業を行っているもの）[8711] 

 0132 野菜作・果樹作サービス業 
野菜作及び果樹作の栽培から出荷までのいずれか１種類以上の作業を請負で行う事業
所をいう。 
○共同選果場；野菜共同選別場 
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 0133 穀作、野菜作・果樹作以外の耕種サービス業 
穀作、野菜作、果樹作以外の作物の栽培から出荷までのいずれか１種類以上の作業を請
負で行う事業所をいう。 
○さとうきび作作業請負業；花き共同選別場 

 0134 畜産サービス業（獣医業を除く） 
主として請負で種付け、人工授精又は受精卵移植、育成、種卵採取、ふ卵、育すう、家
畜の貸付・飼養管理などを行う事業所及びこれらに必要な施設を供与する事業所をいう。
稚蚕飼育など、生産から出荷までのいずれか１種類以上の作業を請負で行う事業所も本
分類に含まれる。 
○人工授精業；種鶏業；ふ卵業；装てい（蹄）業；稚蚕共同飼育場 
×獣医業[7411] 

014  園芸サービス業 

 0141 園芸サービス業 
主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う事業所をいう。 
ただし、公衆道路、運動場などの土木事業を伴う公園造成を主として請負う事業所は大
分類Ｄ－建設業[0622]に分類される。 
○造園業；植木業（主として庭園作り、又は手入れなどを行うもの） 

 

中分類０２―林 業 

この中分類には、山林用苗木の育成・植栽、林木の保育・保護、林木からの素材生産、薪及び木炭の製造、

樹脂、樹皮、その他の林産物の採集及び林業に直接関係するサービス業務並びに野生動物の狩猟などを行う

事業所が分類される。 

昆虫類、へびなどの採捕を行う事業所も本分類に含まれる。 

小分類 

番号 

細分類 

番号 
分 類 

020  管理、補助的経済活動を行う事業所（02林業） 

 0200 主として管理事務を行う本社等 
主として林業の事業所を統括する本社等として、自企業の経営を推進するための組織全
体の管理統括業務、人事・人材育成、総務、財務・経理、企画、広報・宣伝、生産・プロ
ジェクト管理、支社・支店等の管理、出荷・販売等の現業以外の業務を行う事業所をいう。
○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 0209 その他の管理、補助的経済活動を行う事業所 
主として林業における活動を促進するため、同一企業の他事業所に対して、輸送、清掃、
修理・整備、保安等の支援業務を行う事業所をいう。 
○自家用車庫；自家用修理工場；自家用補修所；自家用集荷所 

021  育 林 業 

 0211 育林業 
将来直接利用するために保育されている山林で、その山林に対し、林木の造林・保育・
保護が主要作業である事業所をいう。 
○私有林経営業；地方公共団体（財産区を含む）の経営する山林の事業所；森林管理局；
森林管理署；森林事務所；生産森林組合等の育林を主とする協業体；漆樹栽培業；竹林
業（たけのこ栽培を除く）；薪炭林経営業；桐栽培業；油桐栽培業；パルプ材育林業 
×林野庁[9531]；森林総合研究所[8113]；大学演習林[764]；たけのこ栽培農業[0113] 

022  素 材 生 産 業 

 0221 素材生産業 
立木を購入し、伐木して主として素材のまま販売する事業所をいう。 
○一般材生産業；パルプ材生産業；坑木生産業；くい丸太生産業；電柱用材生産業；足場
丸太生産業 
×貨物自動車運送業[441]；製材業[1311] 

023  特用林産物生産業（きのこ類の栽培を除く） 
森林原野において産出される産物のうち、一般用材を除く林産物を生産する事業所をい
う。 

 0231 製薪炭業 
直営による薪の切出製造を行う事業所及び主として木炭を製造する事業所をいう。 
ただし、他人に雇われて木炭を製造する焼子は事業所としない。 



 

53 

○薪伐出製造業；炭焼業（焼子を除く）；製炭会社；木炭製造業；黒炭製造業；枝炭製造業；
白炭製造業 
×薪請負製造業[0249]；炭焼請負業[0249]；炭賃焼業[0249] 

 0239 その他の特用林産物生産業（きのこ類の栽培を除く） 
特用林産物のうち、薪及び炭を除く林産物を生産する事業所をいう。 
○松やに採取業；うるし採取業；うるしかき業；松根油採取業（森林内で行う松根油蒸留
を含む）；樹脂精油採取業（抽出・蒸留を含む）；杉皮採取業；しゅろ皮はぎ業；天然き
のこ採取業；とうづる採取業；あけびつる採取業；樹皮採取業；松たけ採取業；林内種
実採取業；粗製しょうのう採取業；コルク皮採取業；野草採取業（薬草、山菜など）；さ
さ採取業；そだ採取業；竹皮採取業；かや採取業；ふし（五倍子）採取業；松葉採取業
×しいたけ栽培農業[0113]；しめじ栽培農業[0113]；たけのこ栽培農業[0113] 

024  林業サービス業 

 0241 育林サービス業 
主として請負によって造林、保育、保護を行う事業所をいう。 
○育林請負業；植林請負業 

 0242 素材生産サービス業 
主として請負によって伐木又は伐木と運材を兼ね行う事業所をいう。 
○素材生産請負業；木材伐出請負業；伐木運材請負業；共同貯木場（森林組合、同連合会
の経営によるもの） 

 0243 山林種苗生産サービス業 
主として請負によって山林用苗木の育成のための事業を行う事業所をいう。 
○山林用種苗生産請負業 

 0249 その他の林業サービス業 
他に分類されない主として請負で炭焼、山番などの林業に附帯するサービスを行う事業
所をいう。 
○薪請負製造業；炭焼請負業；炭賃焼業；山番業 

029  その他の林業 

 0299 その他の林業 
他に分類されない林業、狩猟業を営む事業所をいう。 
本分類には毛皮用、食用のための鳥獣の捕獲、害鳥獣の捕獲又は昆虫類、へびなどの採
捕並びに山林用種苗業も含まれる。 
○狩猟業；わなかけ業；猟師業；昆虫類採捕業；へび採捕業；山林用種苗業 

 

大分類 Ｂ－漁 業 

［総説］ 

この大分類には、海面又は内水面において自然繁殖している水産動植物を採捕する事業所、海面又は内水面

において人工的施設を施し、水産動植物の養殖を行う事業所及びこれらに直接関係するサービス業務を行う事

業所が分類される。 

漁業における事業所の漁業活動は、漁場の位置、漁法、漁獲物の種類によって分類される。また、水産養殖

業における事業所の漁業活動は、養殖を行う場所、養殖の方法、養殖の対象によって分類される。 

漁業、水産養殖業と他産業との関係 

（１）漁家で製造活動を行っている場合 

（ア）主として他から購入した原材料を使用して製造、加工を行っている場合は漁業活動とはしない。 

（イ）主として自家取得した原材料を使用して製造、加工を行っている場合は漁業活動とする。ただし、同一

構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいるときは漁業活動とは

しない。 

（２）漁船内で行う製造、加工は漁業活動の一部とみなして本分類に含まれる。 

（３）漁業協同組合の事業所で信用事業又は共済事業と併せて、他の大分類にわたる事業を行っているものは大

分類Ｑ－複合サービス事業［8712］に分類される。漁業協同組合の事業所で、単独で工場、店舗等を構えて

単一の事業を行っているものは、その行う事業によって製造業、小売業等それぞれの産業に分類される。 

なお、複数の大分類にわたる事業を行う漁業協同組合の事業所であっても、信用事業又は共済事業を行っ

ていない場合は、その事業所で行う事業のうち、主要な経済活動によりそれぞれの産業に分類される。 

（４）冷蔵倉庫業は大分類Ｈ－運輸業、郵便業［4721］に分類される。 
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中分類０３―漁 業（水産養殖業を除く） 

この中分類には、海面又は内水面において自然繁殖している（まき付、放苗、投石、耕うんなどいわゆる

増殖によって繁殖しているものを含む）水産動植物を採捕する事業所が分類される。 

小分類 

番号 

細分類 

番号 
分 類 

030  管理、補助的経済活動を行う事業所（03漁業） 

 0300 主として管理事務を行う本社等 
主として漁業の事業所を統括する本社等として、自企業の経営を推進するための組織全
体の管理統括業務、人事・人材育成、総務、財務・経理、企画、広報・宣伝、生産・プロ
ジェクト管理、支社・支店等の管理、出荷・販売等の現業以外の業務を行う事業所をいう。
○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 0309 その他の管理、補助的経済活動を行う事業所 
主として漁業における活動を促進するため、同一企業の他事業所に対して、輸送、清掃、
修理・整備、保安等の支援業務を行う事業所をいう。 
○自家用車庫；自家用修理工場；自家用補修所；自家用集荷所 

031  海 面 漁 業 

 0311 底びき網漁業 
底びき網漁具をえい航して行う漁業の事業所をいう。 
○遠洋底びき網漁業；以西底びき網漁業；沖合底びき網漁業；小型機船底びき網漁業；手
操網漁業；うたせ網漁業；けた網漁業；浮びき網漁業 

 0312 まき網漁業 
まき網漁具を使用して行う漁業の事業所をいう。 
○大中型まき網漁業；中型まき網漁業；いわし揚操（巾着）網漁業；あじ・さば揚操（巾
着）網漁業；いわし縫切網漁業；揚操網漁業；巾着網操業；まき網漁業 

 0313 刺網漁業 
刺網漁具を使用して行う漁業の事業所をいう。 
○いわし刺（流）網漁業；にしん刺（流）網漁業；たら刺（流）網漁業；かに刺（流）網
漁業；いか刺（流）網漁業；かじき等刺（流）網漁業；さけ・ます刺（流）網漁業 

 0314 釣・はえ縄漁業 
釣漁具あるいははえなわ漁具を使用して行う漁業の事業所をいう。 
○かつお一本釣漁業；いかつり漁業；あじ・さば一本釣漁業；一本釣漁業；手釣漁業；文
鎮こぎ漁業；まぐろはえ縄漁業；たらはえ縄漁業；たいはえ縄漁業；ひき縄漁業；はえ
縄漁業 

 0315 定置網漁業 
定置網漁具を使用して行う漁業の事業所をいう。 
○にしん定置網漁業；ぶり・まぐろ落網漁業；台網漁業；落網漁業；ます網漁業 

 0316 地びき網・船びき網漁業 
地びき網漁具あるいは船びき網漁具を使用して行う漁業の事業所をいう。 
○地びき網漁業；船びき網漁業 

 0317 採貝・採藻業 
貝けた漁業、潜水器漁業によるものを除き、各種の方法で貝・藻類を採取する事業所を
いう。 
○真珠採取業；あさり採取業；はまぐり採取業；かき採取業；あわび採取業；さざえ採取
業；採貝業；こんぶ採取業；わかめ採取業；天草採取業；のり採取業；採藻業；海女に
よる採貝・採藻業 

 0318 捕鯨業 
主として鯨類を捕獲する事業所をいう。 
○母船式捕鯨業；近海捕鯨業 

 0319 その他の海面漁業 
海面において他に分類されない水産動植物を採捕する事業所をいう。 
○たこつぼ漁業；うに採取業；なまこ採取業；さんご採取業；海綿採取業；潜水器漁業；
つぼ漁業；かご漁業；筒漁業；やす漁業；突棒漁業；さんま棒受網漁業；あじ・さば棒
受網漁業；四そう張漁業；敷網漁業 

032  内 水 面 漁 業 

 0321 内水面漁業 
河川、湖沼などの淡水において自然繁殖している（まき付、放苗、投石、耕うんなどい
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  わゆる増殖によって繁殖しているものを含む）水産動植物を採捕する事業所をいう。 
○河川漁業；湖沼漁業；う飼漁業；肥料用藻類採取業；ため池漁業；やな漁業；えり漁業；
ひき網漁業（内水面漁業のもの）；まき網漁業（内水面漁業のもの）；敷網漁業（内水面
漁業のもの）；かぶせ網漁業（内水面漁業のもの）；投網漁業（内水面漁業のもの）；魚
釣業（内水面漁業のもの）；はえ網漁業（内水面漁業のもの） 

 
中分類０４―水産養殖業 

この中分類には、海面又は内水面において人工的設備を施し、水産動植物を移植、放苗、育成などにより

集中的に生産する事業所が分類される。 

小分類 

番号 

細分類 

番号 
分 類 

040  管理、補助的経済活動を行う事業所（04 水産養殖業） 

 0400 主として管理事務を行う本社等 
主として水産養殖業の事業所を統括する本社等として、自企業の経営を推進するための
組織全体の管理統括業務、人事・人材育成、総務、財務・経理、企画、広報・宣伝、生産・
プロジェクト管理、支社・支店等の管理、出荷・販売等の現業以外の業務を行う事業所を
いう。 
○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 0409 その他の管理、補助的経済活動を行う事業所 
主として水産養殖業における活動を促進するため、同一企業の他事業所に対して、輸送、
清掃、修理・整備、保安等の支援業務を行う事業所をいう。 
○自家用車庫；自家用修理工場；自家用補修所；自家用集荷所 

041  海 面 養 殖 業 
海面において行う養殖業で、築堤、小割、いかだ式垂下、はえ縄、網びきなどにより水
産動植物を養殖する事業所をいう。 

 0411 魚類養殖業 
魚類の養殖を行う事業所をいう。 
○ぎんざけ養殖業；まあじ養殖業；しまあじ養殖業；ぶり養殖業；ひらまさ養殖業；かん
ぱち養殖業；まだい養殖業；ちだい養殖業；くろだい養殖業；ひらめ養殖業；ふぐ類養
殖業 
×さけ・ます類養殖業[0421] 

 0412 貝類養殖業 
貝類の養殖を行う事業所をいう。 
○ほたてがい養殖業；かき類養殖業；あわび類養殖業；もがい養殖業；あかがい養殖業；
いたやがい養殖業；ひおうぎ養殖業；あさり養殖業 

 0413 藻類養殖業 
藻類の養殖を行う事業所をいう。 
○こんぶ類養殖業；わかめ類養殖業；のり類養殖業；もずく養殖業 

 0414 真珠養殖業 
真珠母貝に真珠核挿入の手術を施し、真珠の養殖を行う事業所をいう。 
○真珠養殖業 
×淡水真珠養殖業[0421]；淡水真珠母貝養殖業[0421] 

 0415 種苗養殖業 
海産魚介類の種苗養殖を行う事業所及び真珠母貝の稚貝を採苗し成貝まで養殖する事
業所をいう。 
○ぶり類種苗養殖業；たい類種苗養殖業；くるまえび種苗養殖業；真珠母貝養殖業；ほた
てがい種苗養殖業；かき類種苗養殖業；わかめ種苗養殖業 

 0419 その他の海面養殖業 
他に分類されない海産動物類の養殖を行う事業所をいう。 
○くるまえび養殖業；ほや類養殖業；がざみ養殖業；うに養殖業 

042  内水面養殖業 

 0421 内水面養殖業 
内水面において行う養殖業で、池中養殖、ため池養殖、水田養魚、いけす養魚を行う事
業所をいう。 
○こい養殖業；ふな養殖業；うなぎ養殖業；さけ・ます類養殖業；あゆ養殖業；錦鯉養殖
業；ティラピア養殖業；金魚養殖業；すっぽん養殖業；水田養魚業；どじょう養殖業；
ぼら養殖業；淡水真珠養殖業；淡水真珠母貝養殖業 
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【参考２】 

競争的資金の適正な執行に関する指針 

（平成１８年１１月１４日改正） 

平成１７年９月９日 

競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ 

１．趣旨 

第３期科学技術基本計画（平成１８年３月閣議決定）において、政府研究開発投資の投資効果を最大限発揮

させることが必要とされ、研究開発の効果的・効率的推進のため、研究費配分において、不合理な重複・過度

の集中の排除の徹底、不正受給・不正使用への厳格な対処といった無駄の徹底排除が求められている。また、

実験データの捏造等の研究者の倫理問題についても、科学技術の社会的信頼を獲得するために、国等は、ルー

ルを作成し、科学技術を担う者がこうしたルールに則って活動していくよう促していくこととしている。 

これに関連して、総合科学技術会議では、公的研究費の不正使用等は、国民の信頼を裏切るものとして、平

成１８年８月に「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について（共通的な指針）」を決定し、各府省・

関係機関に対して、機関経理の徹底及び研究機関の体制の整備など、この共通的な指針に則った取組を推進す

るよう求めている。 

また、研究上の不正に関しても、総合科学技術会議では、科学技術の発展に重大な悪影響を及ぼすものとし

て、平成１８年２月に「研究上の不正に関する適切な対応について」を決定し、国による研究費の提供を行う

府省及び機関は、不正が明らかになった場合の研究費の取扱について、あらかじめ明確にすることとしている。 

本指針は、これらの課題に対応するため、まず、競争的資金について、不合理な重複・過度の集中の排除、

不正受給・不正使用及び研究論文等における研究上の不正行為に関するルールを申し合わせるものである。各

府省は、この指針に基づき、所管する各制度の趣旨に則り、適切に対処するものとする。 

２．不合理な重複・過度の集中の排除  

（１）不合理な重複・過度の集中の考え方 

① この指針において「不合理な重複」とは、同一の研究者による同一の研究課題（競争的資金が配分され

る研究の名称及びその内容をいう。以下同じ。）に対して、複数の競争的資金が不必要に重ねて配分され

る状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。 

○実質的に同一（相当程度重なる場合を含む。以下同じ。）の研究課題について、複数の競争的資金に対し

て同時に応募があり、重複して採択された場合 

○既に採択され、配分済の競争的資金と実質的に同一の研究課題について、重ねて応募があった場合 

○複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合 

○その他これらに準ずる場合 

② この指針において「過度の集中」とは、一の研究者又は研究グループ（以下「研究者等」という。）に当

該年度に配分される研究費全体が、効果的、効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内で使い切れ

ないほどの状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。 

○研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合 

○当該研究課題に配分されるエフォート（研究者の全仕事時間に対する当該研究の実施に必要とする時間

の配分割合（％））に比べ、過大な研究費が配分されている場合 

○不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合 

○その他これらに準ずる場合 

（２）「不合理な重複」及び「過度の集中」の排除の方法 

関係府省は、競争的資金の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、以下の措置を講じるものとする。

なお、独立行政法人等が有する競争的資金については、同様の措置を講ずるよう主務省から当該法人に対し

て要請するものとする。 

① 不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範囲内で、応募内容の一部を他府省を含む他の

競争的資金担当課（独立行政法人等である配分機関を含む。以下同じ。）に情報提供する場合があること

及び不合理な重複及び過度の集中があった場合には採択しないことがある旨、公募要領上明記する。 

② 応募時に、他府省を含む他の競争的資金等の応募・受入状況（制度名、研究課題、実施期間、予算額、

エフォート等）の共通事項を応募書類に記載させる。なお、応募書類に事実と異なる記載をした場合は、
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研究課題の不採択、採択取消し又は減額配分とすることがある旨、公募要領上明記する。 

③ 課題採択前に、必要な範囲で、他府省を含む他の競争的資金担当課に、採択予定課題一覧（制度名、研

究者名、所属機関、研究課題、研究概要、予算額等）を送付するなどにより、競争的資金担当課間で情報

を共有化し、不合理な重複又は過度の集中の有無を確認する。なお、情報の共有化に当たっては、情報を

有する者を限定する等、情報共有の範囲を最小限とする。 

④ 応募書類及び他府省からの情報等により「不合理な重複」又は「過度の集中」と認められる場合は、そ

の程度に応じ、研究課題の不採択、採択取消し又は減額配分を行う。 

なお、本指針の運用に当たっては、競争的な研究環境を醸成すれば、優秀な研究者がより多くの研究費や

研究課題を獲得することも考えられ、競争的資金の重複や集中の全てが不適切というわけではないことに十

分留意する必要がある。 

３．不正使用及び不正受給への対応 

関係府省は、競争的資金の不正使用又は不正受給を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、以下の

措置を講ずるものとする。なお、独立行政法人等が有する競争的資金については、同様の措置を講ずるよう主

務省から当該法人に対して要請するものとする。 

（１）不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当該競争的資金への応募資格を制限すること

のほか、他府省を含む他の競争的資金担当課に当該不正使用の概要（不正使用をした研究者名、制度名、所

属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容等）を提供することにより、他

府省を含む他の競争的資金担当課は、所管する競争的資金への応募を制限する場合があるとし、その旨を公

募要領上明記する。 

この不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対する応募の制限の期間は、不正の程度により、

原則、補助金等を返還した年度の翌年度以降２から５年間とする。 

（２）偽りその他不正な手段により競争的資金を受給した研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当該競争的

資金への応募資格を制限することのほか、他府省を含む他の競争的資金担当課に当該不正受給の概要（不正

受給をした研究者名、制度名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内

容等）を提供することにより、他府省を含む他の競争的資金担当課は、所管する競争的資金への応募を制限

する場合があるとし、その旨を公募要領上明記する。 

この不正受給を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対する応募の制限の期間は、原則、補助金等を

返還した年度の翌年度以降５年間とする。 

４. 研究上の不正行為への対応 

関係府省は、競争的資金による研究論文・報告書等において、研究上の不正行為（捏造、改ざん、盗用）が

あったと認定された場合、以下の措置を講ずるものとする。なお、独立行政法人等が有する競争的資金につい

ては、同様の措置を講ずるよう主務省から当該法人に対して要請するものとする。 

（１）当該競争的資金について、不正行為の悪質性等を考慮しつつ、全部又は一部の返還を求めることができる

こととし、その旨を競争的資金の公募要領上明記する。 

（２）不正行為に関与した者については、当該競争的資金への応募資格を制限することのほか、他府省を含む他

の競争的資金担当課に当該研究不正の概要（研究機関等における調査結果の概要、不正行為に関与した者の

氏名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、講じられた措置の内容等）を提供することにより、他の競

争的資金への応募についても制限する場合があるとし、その旨を競争的資金の公募要領上明記する。 

これらの応募の制限の期間は、不正行為の程度等により、原則、不正があったと認定された年度の翌年度

以降２から10年間とする。 

（３）不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文・報告書等の責任者としての注意義務を

怠ったこと等により、一定の責任があるとされた者については、上記(2)と同様とし、その旨を公募要領上

明記する。 

この応募の制限の期間は、責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降１

から３年間とする。 
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５．その他 

（１）上記の「不合理な重複」及び「過度の集中」の排除並びに不正使用及び不正受給への対応の取組みは、公

募要領の改正等の所要の手続きを経た上で、平成17年９月以降公募を行うものから、順次実施することと

する。 

なお、平成17年度の公募分については、本指針の趣旨に従い、可能な範囲で対応する。 

（２）上記の「研究上の不正行為への対応」の取組みは、公募要領の改正等の所要の手続きを経た上で、平成18

年11月以降公募を行うものから、順次実施することとする。 

なお、平成18年度の公募分については、本指針の趣旨に従い、可能な範囲で対応する。 

（３）不正使用・不正受給、研究上の不正行為に関連して応募資格を制限された者の情報については、内閣府が

一元的に管理する。 

（４）関係府省は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき研究者等の個人情報の適正な取扱

い及び管理を行うものとする。なお、競争的資金を所管する独立行政法人等に対し、主務省から独立行政法

人等の保有する個人情報の保護に関する法律等に基づき同様の措置を行う旨、要請するものとする。 

（５）本指針は、その運用状況等を踏まえて必要に応じ見直すとともに、本連絡会としては、総合科学技術会議

における議論等を踏まえ、今後とも必要な対応を行っていく。 

 

 

 （別紙） 

競争的資金に関する関係府省連絡会 名簿 

 

内閣府政策統括官（科学技術政策担当）付参事官 

総務省情報通信政策局技術政策課長 

文部科学省科学技術・学術政策局調査調整課長 

厚生労働省大臣官房厚生科学課長 

農林水産省農林水産技術会議事務局先端産業技術研究課長 

経済産業省産業技術環境局産業技術政策課長 

国土交通省大臣官房技術調査課長 

環境省総合環境政策局総務課環境研究技術室長 
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【参考３】 

（参考）地域新生コンソーシアム研究開発事業及び地域資源活用型研究開発事業 

における労務費の計算に係る実施細則（健保等級ルール） 

 

※平成１９年度「地域新生コンソーシアム研究開発事業（平成１９年度事業終了）」及び「地域資源活用型研究

開発事業」向けのもの（平成１９年４月現在）を参考として掲載しています。平成２０年度事業の実施にあ

たり、本事業に係る実施細則を制定しますのであらかじめご承知置きください。 

地域新生コンソーシアム研究開発事業及び地域資源活用型研究開発事業（以下、「委託事業」という。）に係る

労務費について、平成１９年４月以降に実施される委託事業より算出方法を以下のとおり定めて運用する。 

事務の効率化や計算事務の煩瑣性の排除といった観点から、健康保険等級を使用した労務費の計算に係る必要な

事項を定め、もってその業務の適正な処理を図ることを目的とする。 

なお、本実施細則で規定する等級単価表（別表）は、毎年４月１日をもって見直すこととする。 

 

１．労務費の積算における原則 

委託事業における労務費は、次項に規定する方法により算定した労務費単価（円／時間）に、当該委託事業

に直接従事した時間数（以下、「委託事業従事時間」という）を乗じて算出する。 

委託事業従事時間は、別途定める「委託業務従事日誌」により証明されるものであって、事業者毎に定めら

れた就業規則等に照らして適正と認められる範囲とする。 

 

２．労務費単価の計算方法 

（１）労務費単価の算定方法 

委託事業における労務費の算出基礎となる労務費単価の算定については、一部の給与形態の者を除き、原

則として等級単価表（別表）に基づく等級単価を適用することとし、以下のとおり取り扱う。 

雇用関係 給与 等級単価の適用 労務費単価の算定 

健保等級適用者（Ａ） … 適用される 健保等級により該当する等級単価 

年額 適用される ｢年額範囲｣により該当する等級単価 

月額 適用される ｢月額範囲｣により該当する等級単価 

日額 適用されない 
等級単価を適用せず、個別に日額を所定労働時間で

除して算出した額とする 

健保等級適用者以外の者

（Ｂ） 

時給 適用されない 等級単価を適用せず、個別の時給額とする 

等級単価表の具体的な適用は、給与支給実績に基づく時間単価と比して過大である場合等を除き、原則と

して以下のとおりとする。 

次の各号に定める分類に応じ、当該各号に定める方法により計算した金額を労務費単価とする。 

① 健保等級適用者（Ａ） 

次の各要件の全てを満たす者の労務費単価については、健保等級により該当する等級単価を使用する。 

・健康保険料を徴収する事業主との雇用関係に基づき、当該委託事業に従事する者。ただし、役員及び日

額または時給での雇用契約者においては、健保等級適用者以外の者として取り扱う。 

・健康保険法による健康保険加入者であり、標準報酬月額保険料額表の健保等級適用者。 

・賞与が年１～３回まで支給されている者。 

② 健保等級適用者以外の者（Ｂ） 

健保等級適用者以外の者の労務費単価については、その給与形態に応じて、以下のａ）、ｂ）、ｃ）又は

ｄ）により取り扱う。 

この取扱いにおいて等級単価を適用する場合は、それぞれの年収（当該従事者に対する年間支給実績額

の合計）等を基礎として、別表、年額又は月額の範囲により該当する等級単価を適用する。 

なお、賞与の取扱いについては（２）④によることとする。 

ａ）給与が年額で定められている者については、別表「年額範囲」により該当する等級単価。 

ｂ）給与が月額で定められている者については、別表「月額範囲」により該当する等級単価。 

ｃ）給与が日額で定められている者については、別表に依らず、日額を約束された就業時間で除した金額。
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ただし、１日単位で委託事業に従事している場合には、当該日額を似て１日当たりの労務費単価とする

ことができる。 

ｄ）給与が時給で定められている者については、当該時給を似て労務費単価とする。 

※ａ）及びｂ）の等級単価に対して、ｃ）及びｄ）における労務費単価を個別単価と称する。 

（２）健保等級適用者以外の者の取扱細則 

（２）－１．等級単価を適用する者 

前項ａ）及びｂ）の者に係る年額及び月額の算定については、以下のとおり取り扱う。 

① 算定に含む金額（健康保険の報酬月額算定に準ずる） 

基本給、家族手当、住居手当、通勤手当、食事手当、役付手当、職階手当、早出手当、残業手当、皆

勤手当、能率手当、生産手当、休業手当、育児休業手当、介護休業手当、各種技術手当、特別勤務手当、

宿日直手当、勤務地手当、役員給与の内いわゆる給与相当額など金銭で支給されるもの。 

※注 賞与については支給回数に関わらず、この算定に含む。後記④参照。 

② 算定に含まない金額 

解雇予告手当、退職手当、結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金、年金、恩給、健康保険の傷病手当金、

労災保険の休業補償給付、家賃、地代、預金利子、株主配当金、大入袋、出張旅費、役員給与（いわゆ

る給与相当額を除く）など。 

③ 通勤手当の取扱 

年額又は月額適用者の通勤手当に含まれる消費税及び地方消費税額（以下、「消費税」という。）につ

いては除外しない。 

なお、月額適用者の通勤手当は１ヶ月あたりの額とする。 

④ 賞与の取扱 

（ア）委託期間内に支給される賞与を加算することができる。なお、委託期間対象分の賞与を委託期間終

了日の翌月末日までに支給することが確定している場合を含む。 

（イ）年額又は月額適用者の加算の方法として、給与明細や給与証明の確認による賞与については、上期

（４月～９月）又は下期（１０月～３月）の期間内にそれぞれ支給されることが確定している額を各

期間の月額に加算できる。この場合の年額適用者は、月額に換算して適用する。また、出向契約書等

に明示され、かつ、支給されることが確定している賞与については、上期、下期又は年間に対応した

額を加算できる。 

・年額に加算できる賞与の額：年間賞与（年間賞与の合計額が確定している場合） 

・月額に加算できる賞与の額：上期又は下期の賞与÷６月（１円未満切捨） 

（ウ）出向契約書等において、委託事業従事期間と賞与対象期間が対応して支給されることが明確な場合

は、その月数を前記の除数「６月」に換えることができる。 

（２）－２．等級単価を適用しない者 

健保等級適用者以外の者のうち、日額及び時給適用者については、等級単価表（別表）の等級単価を適

用せず、出向契約書や雇用契約書、給与規程等により規定されている日額又は時間単価による個別単価を

原則適用する。 

① 通勤手当の取扱 

日額及び時給適用者に係る通勤手当については、当該適用者の雇用契約書等に定められた日額又は時

給単価から算定される労務費とは別に支給されること並びにその内容（金額等）が明示されている場合

に限り、以下のとおり計上することができる。 

①－１．専従補助員の場合 

雇用契約書等に明示された内容から算定される１日あたりの通勤手当から消費税及び地方消費税

相当額を除外した額（以下、「通勤単価」という。）に従事日数を乗じて得た額を、個別単価にて別途

積算した労務費に加算する。 

＜積算例＞ 

個別単価 × 従事時間数 ＋ 通勤単価 × 従事日数 

個別単価（日額）× 従事日数 ＋ 通勤単価 × 従事日数 

※従事時間数及び従事日数とは、それぞれ委託事業に直接従事した時間数又は日数。 
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①－２． 非専従補助員の場合 

通勤単価を所定の労働時間で除して得た額を、雇用契約書等に基づいて定められる個別単価に加算

して得た金額に、従事時間を乗じて労務費を算出する。 

＜積算例＞ 

（個別単価 ＋ 通勤単価 ÷ 所定労働時間）× 従事時間数 

※従事時間数とは、それぞれ委託事業に直接従事した時間数。 

② 賞与の取扱 

前記（２）－１．④（ア）及び（ウ）について、同様の扱いとするほか、以下にて取り扱う。 

※日額又は時給に加算できる明確な賞与とは、給与明細又は出向契約書等に賞与として額が明示され、

支給されることが確定している場合をいう。 

・日額に加算できる賞与の額：上期又は下期の賞与÷６月÷２１日 

（１円未満切捨） 

・時給に加算できる賞与の額：上期又は下期の賞与÷６月÷２１日÷所定就業時間 

（１円未満切捨） 

（３）労務費単価の適用方法 

健保等級適用者及び健保等級適用者以外の者のうち等級単価を適用する者について、等級単価表（別表）

に適用する等級又は給与の基準月を定める必要があるが、以下の方法により決定する。 

① 当該月に適用される健保等級又は当該月に支給された給与に基づき算定された等級単価を適用する。 

② 健保等級の変更（定時決定や随時改定による）又は給与に改定があった場合は、その改定月から改定後

の健保等級又は給与により算出した等級単価を適用する。 

（ａ）定時決定は、被保険者標準報酬決定通知書の適用年月を適用する。 

（ｂ）随時改定は、被保険者標準報酬改定通知書の改正年月を適用する。 

（４）労務費単価の証明 

前記（３）①・②の健保等級又は給与については、別添様式１（健保等級証明書）又は様式２（給与証明

書）により、その実績を当該事業者の給与担当課長等に証明させるものとする（証明書の日付は委託契約期

間の最終日～実績報告書の提出日までの間の日付とする）。ただし、給与明細、出向契約書、派遣契約書な

どにより給与が確認できる場合、当該証明書の提出は不要とする。 

労務費の確定に当たっては、次の書類等を活用して照合を行うこととする。 

・健保等級適用者については、健保等級証明書（被保険者標準報酬決定通知書、同改定通知書、被保険者標

準報酬月額保険料額表及び給与明細）。 

・健保等級適用者以外の者は、給与証明書（給与明細、従事者毎の雇用に関する契約書）。 

・給与台帳、委託業務従事日誌、就業規則、就業カレンダー、タイムカード、出勤簿等。 

（５）労務費上限額 

① 出向契約書、派遣契約書において、出向者、派遣労働者の人件費の上限が規定されている場合には、そ

の額を上限額とする。ただし、出向者については、その上限額が出向元から得ている給与支給額を上回る

場合には、出向者が得ている給与支給額を上限額とする。これを確認するために出向元の給与証明が必要

となる。 

② 労務費を算出する場合の労務費単価は、等級単価表に記載された等級単価を上限とする。 

 

※様式１（健保等級証明書）、様式２（給与証明書）は、提案時には提出不要のため省略しています。契約締結

時に実施細則及び様式をお渡しします。 
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（別表） 

平成１９年度等級単価表（平成１９年４月１日適用） 
（単位：円） 

健保等級適用者 健保等級適用者以外の者 

健保等級 

等級単価 
（時間単価） 

／１Ｈ 
年額範囲 
以上 ～ 未満 

月額範囲 
以上 ～ 未満 

1   410  ～  1,013,040  ～    84,420 
2   490  1,013,040 ～  1,173,840    84,420 ～    97,820 
3   570  1,173,840 ～  1,334,640    97,820 ～   111,220 
4   650  1,334,640 ～  1,495,440   111,220 ～   124,620 
5   730  1,495,440 ～  1,624,080   124,620 ～   135,340 
6   790  1,624,080 ～  1,720,560   135,340 ～   143,380 
7   840  1,720,560 ～  1,833,120   143,380 ～   152,760 
8   890  1,833,120 ～  1,961,760   152,760 ～   163,480 
9   960  1,961,760 ～  2,090,400   163,480 ～   174,200 
10 1,020  2,090,400 ～  2,219,040   174,200 ～   184,920 
11 1,080  2,219,040 ～  2,347,680   184,920 ～   195,640 
12 1,150  2,347,680 ～  2,492,400   195,640 ～   207,700 
13 1,220  2,492,400 ～  2,653,200   207,700 ～   221,100 
14 1,290  2,653,200 ～  2,814,000   221,100 ～   234,500 
15 1,370  2,814,000 ～  2,974,800   234,500 ～   247,900 
16 1,450  2,974,800 ～  3,135,600   247,900 ～   261,300 
17 1,530  3,135,600 ～  3,376,800   261,300 ～   281,400 
18 1,650  3,376,800 ～  3,698,400   281,400 ～   308,200 
19 1,810  3,698,400 ～  4,020,000   308,200 ～   335,000 
20 1,960  4,020,000 ～  4,341,600   335,000 ～   361,800 
21 2,120  4,341,600 ～  4,663,200   361,800 ～   388,600 
22 2,280  4,663,200 ～  4,984,800   388,600 ～   415,400 
23 2,440  4,984,800 ～  5,306,400   415,400 ～   442,200 
24 2,590  5,306,400 ～  5,628,000   442,200 ～   469,000 
25 2,750  5,628,000 ～  5,949,600   469,000 ～   495,800 
26 2,910  5,949,600 ～  6,351,600   495,800 ～   529,300 
27 3,110  6,351,600 ～  6,834,000   529,300 ～   569,500 
28 3,340  6,834,000 ～  7,316,400   569,500 ～   609,700 
29 3,580  7,316,400 ～  7,798,800   609,700 ～   649,900 
30 3,820  7,798,800 ～  8,281,200   649,900 ～   690,100 
31 4,050  8,281,200 ～  8,763,600   690,100 ～   730,300 
32 4,290  8,763,600 ～  9,246,000   730,300 ～   770,500 
33 4,520  9,246,000 ～  9,728,400   770,500 ～   810,700 
34 4,760  9,728,400 ～ 10,210,800   810,700 ～   850,900 
35 5,000 10,210,800 ～ 10,693,200   850,900 ～   891,100 
36 5,230 10,693,200 ～ 11,175,600   891,100 ～   931,300 
37 5,470 11,175,600 ～ 11,738,400   931,300 ～   978,200 
38 5,750 11,738,400 ～ 12,381,600   978,200 ～ 1,031,800 
39 6,060 12,381,600 ～ 13,024,800 1,031,800 ～ 1,085,400 
40 6,380 13,024,800 ～ 13,748,400 1,085,400 ～ 1,145,700 
41 6,730 13,748,400 ～ 14,552,400 1,145,700 ～ 1,212,700 
42 7,120 14,552,400 ～ 15,356,400 1,212,700 ～ 1,279,700 
43 7,520 15,356,400 ～ 16,160,400 1,279,700 ～ 1,346,700 
44 7,910 16,160,400 ～ 16,964,400 1,346,700 ～ 1,413,700 
45 8,310 16,964,400 ～ 17,929,200 1,413,700 ～ 1,494,100 
46 8,780 17,929,200 ～ 18,894,000 1,494,100 ～ 1,574,500 
47 9,250 18,894,000 ～  1,574,500 ～  

※上記の等級単価には、一切の消費税及び地方消費税を含まない。 
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【参考４】 

競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 

平成１３年４月２０日 

平成１７年３月２３日改正 

競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ 

１．本指針の目的 

間接経費の目的、額、使途、執行方法等に関し、各府省に共通の事項を定めることにより、当該経費の効果

的かつ効率的な活用及び円滑な運用に資すること。 

２．定義 

「配分機関」･･････競争的資金の制度を運営し、競争的資金を研究機関又は研究者に配分する機関。 

「被配分機関」････競争的資金を獲得した研究機関又は研究者の所属する研究機関。 

「直接経費」･･････競争的資金により行われる研究を実施するために、研究に直接的に必要なものに対し、

競争的資金を獲得した研究機関又は研究者が使用する経費。 

「間接経費」･･････直接経費に対して一定比率で手当てされ、競争的資金による研究の実施に伴う研究機関

の管理等に必要な経費として、被配分機関が使用する経費。 

３．間接経費導入の趣旨 

競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費を、直接経費に対する一定比率で手当て

することにより、競争的資金をより効果的・効率的に活用する。また、間接経費を競争的資金を獲得した研究

者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用することにより、研究機関の競争を促し、研究の

質を高める。 

４．間接経費運用の基本方針 

（１）配分機関にあっては、被配分機関において間接経費の執行が円滑に行われるよう努力すること。また、間

接経費の運用状況について、一定期間毎に評価を行う。 

（２）被配分機関にあっては、間接経費の使用に当たり、被配分機関の長の責任の下で、使用に関する方針等を

作成し、それに則り計画的かつ適正に執行するとともに、使途の透明性を確保すること。なお、複数の競争

的資金を獲得した被配分機関においては、それらの競争的資金に伴う間接経費をまとめて効率的かつ柔軟に

使用すること。 

５．間接経費の額 

間接経費の額は、直接経費の３０％に当たる額とすること。この比率については、実施状況を見ながら必要

に応じ見直すこととする。 

６．間接経費の使途 

間接経費は、競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用するた

めに必要となる経費に充当する。具体的な項目は別表１に規定する。 

なお、間接経費の執行は、本指針で定める間接経費の主な使途を参考として、被配分機関の長の責任の下で

適正に行うものとする。 

７．間接経費の取り扱い 

間接経費の取り扱いは、被配分機関及び資金提供の類型に応じ、別表２の分類に従うこと。 

８．報告 

被配分機関の長は、毎年度の間接経費使用実績を翌年度の６月３０日までに、別紙様式により配分機関に報

告すること。 

９．その他 

本指針に定めるものの他、間接経費の執行・評価に当たり必要となる事項については、別途定めることとす

る。また、本指針は、今後の執行状況を踏まえ、随時見直すこととする。 
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間接経費の主な使途の例示（別表１） 

 

被配分機関において、当該研究遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、以下のものを対象とする。 

 

○管理部門に係る経費 

―施設管理・設備の整備、維持及び運営経費 

―管理事務の必要経費 

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費 

など 

○研究部門に係る経費 

―共通的に使用される物品等に係る経費 

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・

雑誌代、光熱水費 

－当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費 

研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内

外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

－特許関連経費 

－研究棟の整備、維持及び運営経費 

－実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費 

－研究者交流施設の整備、維持及び運営経費 

－設備の整備、維持及び運営経費 

－ネットワークの整備、維持及び運営経費 

－大型計算機（スパコンを含む）の整備、維持及び運営経費 

－大型計算機棟の整備、維持及び運営経費 

－図書館の整備、維持及び運営経費 

－ほ場の整備、維持及び運営経費 

など 

○その他の関連する事業部門に係る経費 

－研究成果展開事業に係る経費 

－広報事業に係る経費 

など 

 

※上記以外であっても、研究機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断した場合、執行すること

は可能である。なお、直接経費として充当すべきものは対象外とする。 
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被配分機関の種類等による間接経費の取り扱い整理表（別表２） 

資金提供の形態 

被配分機関の

種類 
委託費 

（政府出資金等） 

個人補助金 

（国庫補助金） 

機関補助金 

（国庫補助金） 

支出委託 

（国研所管省庁 

一般会計） 

国立大学 

大学共同利用

機関等 

受託機関に国立学校

特別会計の（項）産学

連携等研究費（目）産

学連携等研究費とし

て配分 

※出資金事業等、地球

環境研究総合推進

費 

研究者から所属機関

に納付 

所属機関に国立学校

特別会計の（項）産学

連携等研究費として

配分 

※科研費、ミレニアム

公募等 

 文部科学省から被配

分機関に一般会計の

（項）科学技術振興調

整費として配分 

※振興調整費 

国立試験研究

機関等 

年度途中における予

定外の受託が出来な

いため、その際は配分

不可能 

研究者から所属機関

に納付しても、それに

連動する歳出科目が

無いため配分不可能 

 国研所管省庁から被

配分機関に一般会計

の（項）科学技術振興

調整費等として配分 

※振興調整費、地球環

境研究総合推進費 

独立行政法人 委託者から受託者に

配分 

※出資金事業、振興調

整費等 

研究者から所属機関

に納付 

※科研費、ミレニアム

公募等 

国から被配分機関に

配分 

 

公立大学 

公設試験研究

機関 

委託者から都道府県

等に配分（都道府県議

会等における予算の

審議を経て執行） 

※出資金事業、振興調

整費等 

研究者から所属機関

への納付を経て都道

府県等に配分（都道府

県議会等における予

算の審議を経て執行）

※科研費、ミレニアム

公募等 

国から都道府県等に

配分（都道府県議会等

における予算の審議

を経て執行） 

 

特殊法人 

公益法人 

民間企業 

私立大学 

委託者から受託者に

配分 

※出資金事業、振興調

整費等 

研究者から所属機関

に納付 

※科研費、ミレニアム

公募等 

国から被配分機関に

配分 

※ミレニアム公募等 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業省注）国立大学法人の間接経費は、独立行政法人の場合と同様に取り扱う。 
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【参考５】 

地域イノベーション創出研究開発事業における一般管理費の取扱いについて 

 

当該委託費において、一般管理費の計上は管理法人に限る。 

管理法人の一般管理費については、原則として委託業務に要した直接経費の総額に、１０％を上限とした一般

管理費率（ただし、委託先の一般管理費率の実績が１０％に満たない場合は、その実績率）を乗じて得た金額を

一般管理費として認める。 

なお、研究実施者が管理法人を兼ねる場合であって、間接経費の計上を認められる場合は、管理法人としての

プロジェクト管理業務に係る直接経費の合算額に一般管理比率を乗じて得た金額が一般管理費となる。 

上記のいずれの場合においても、一般管理費の算出にあたって、その算出基礎となる直接経費に、外注による

調査費、特許出願に関連した弁理士関連経費、成果報告用に作成するＣＤ－ＲＯＭ作成費、印刷費、会場借料、

翻訳費その他これに類するものを含めてはならない。その他、一般管理費の積算対象としない経費の考え方につ

いては、以下のとおりとする。 

【一般管理費の積算対象としない経費】 

（１）再委託費（研究体構成員へのもの：区分経費Ⅵ） 

（２）調査費（外注により行うもの：区分経費Ⅲ．５） 

（３）委託契約書別紙４に記載する「軽微な再委託」：印刷費、会場借料、翻訳費その他これに類するもの 

（４）その他（以下の考え方に照らして判断する。） 

－考え方－ 

① 外注する業務の内容が、委託業務を構成する主要部分に該当する場合は、一般管理費の積算対象外とする。

例）研究開発要素又はプロジェクト管理業務の要素を含む「外注経費」「ソフトウェアの外注作成（開発と

みなされるもの）」等 

② 外注する業務の内容が、委託業務を構成する主要部分に該当しない場合は、一般管理費の積算対象とする。

例）研究開発要素又はプロジェクト管理業務の要素が含まれない「プラントの設置作業」、「機械装置等の製

作・組立作業、リース」、「外注試験費」等 

なお、外注する業務の内容が委託業務（＝研究開発プロジェクト）を構成する主要部分に該当するか否かに

ついては、本来、委託契約書別紙実施計画書に記載された実施内容に触れるか否かによるが、それに対して実

際的な判断を行う場合は、当該研究開発を実施する上での検討あるいは考察等の有無（外注先の研究者等が単

純な“作業”に終始するか、あるいは頭脳労働をプラスするか）によって判断することとする。 

例えば、公的な試験研究機関等において、標準的な検査規格に則った検査行程を淡々と行うような外注検査

は、プロジェクトの主要部分とはみなさない。しかし、その外注業務の中で、当該試験研究機関が検査結果を

踏まえた再検査項目等の検討を行うような場合や、検査結果を分析・考察して一定の判断を加えるような場合

は、研究開発プロジェクトの主要部分に該当するものとして取り扱うこととなる。 

一般管理費率の実績を求める際には、委託業務の直近事業年度における決算報告書、有価証券報告書の損益計

算書中の「販売費及び一般管理費」に分類される費目から販売費等の経費を除外した額の「売上原価」に対する

比率として算出する。 

また、契約時において、有価証券報告書等が正式に作成されていない段階であっても損益計算書に準ずる書類

（損益計算書に準ずる書類とは企業内で準備されている損益計算書等であって、株主総会等で承認を得られる予

定となっている書類）により、直近事業年度（前年度）の一般管理費率を計算して求めることが可能であれば、

当該一般管理費率で契約を行うことができるものとする。 

なお、一般管理費率は、％表示の小数点第２位以下を切り捨て、小数点第１位までを使用する。 

委託業務における委託先の一般管理費率の実績を算出する方法を以下に整理する。 

（例１）一般管理費が損益計算書(又は損益計算書に準ずる資料)上明らかな場合 

→ 損益計算書上の一般管理費を採用 
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（例２）一般管理費が「損益計算書に関する注記」等で捕捉できる場合 

（事例）損益計算書                           （単位：百万円） 

損益計算書に関する注記 

※１ 販売費に属する費用の割合は約７割であり、一般管理費に属する費用の割合は、約３割で

ある。 
 
一般管理費 170,000 × 0.3 

売上原価 
× １００ → 

700,000 
× １００ ＝ 7.2 ％

第○○期 

自 平成○○年○月○日 至 平成○○年○月○日 科 目 

金     額 百分比（％） 

1,000,000 

700,000 

100.00

70.0

300,000 

170,000 

30.0

17.0

130,000 

10,000 

20,000 

13.0

1.0

2.0

Ⅰ 売上高 

Ⅱ 売上原価 

   売上総利益 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 

   営業利益 

Ⅳ 営業外利益 

Ⅴ 営業外費用 

   経常利益 120,000 12.0

→ 「損益計算書に関する注記」により算出される一般管理費を採用 

（例３）一般管理費が「販売費及び一般管理費」中で捕捉できない場合 

→ 「販売費及び一般管理費」から除外すべき販売費等の経費について、経理責任者の証明を以て一般

管理費として認め、その数字を採用 

（事例）損益計算書                           （単位：百万円） 

「販売費及び一般管理費」除外経費について（証明例） 

   ・交際費    8,000 

   ・広告宣伝費 79,000 

   ・販売運送費 13,000 

   ・販売手数料 12,000  

     合 計  112,000 

  以上について証明する。        経理課長 ○○○○ 印 

第○○期 

自 平成○○年○月○日 至 平成○○年○月○日 科 目 

金     額 百分比（％） 

1,000,000 

700,000 

100.00

70.0

300,000 

170,000 

30.0

17.0

130,000 

10,000 

20,000 

13.0

1.0

2.0

Ⅰ 売上高 

Ⅱ 売上原価 

   売上総利益 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 

   営業利益 

Ⅳ 営業外利益 

Ⅴ 営業外費用 

   経常利益 120,000 12.0

170,000 － 112,000 

700,000 
× １００ ＝ 8.2 ％ 

※「販売費及び一般管理費」から除外すべき販売費等の経費の考え方として、広告宣伝費、販売促進費、

販売直接費等が挙げられるが、損益計算書上の各項目の表示方法が各企業の特殊性により異なるため、

具体的な経費項目を限定列挙することが困難であることから経理責任者の証明による。 
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【参考６】 

中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ）について 

 

本委託費は、『中小企業技術革新（ＳＢＩＲ）制度』において「特定補助金等」の指定を受ける予定です。「特

定補助金等」に指定された補助金等を交付された中小企業は、その成果を利用した事業活動を行う際に、以下の

支援措置の特例等を受けることができます。 

 

○ 特許料等の減免措置 

本委託費を受けて行う研究開発の成果に関連する特許を取得する場合、研究開発終了後２年以内に出願され

るものについて、特許料等の料金を１／２に軽減する制度を利用することができます。 

詳しくは、経済産業省産業技術政策課又はお近くの地方経済産業局（特許室）にお尋ねください。 

（経済産業省産業技術政策課：03-3501-1773） 

 

○ 中小企業信用保険法の特例 

新事業開拓保険制度について、債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な特別枠などの措置を講じま

す。また、産業活力再生特別措置法に基づく、保険限度額の別枠化も図られています。 

詳しくは、全国信用保証協会連合会又は各都道府県信用保証協会にお尋ねください。 

（全国信用保証協会連合会：03-3271-7201） 

 

○ 中小企業金融公庫の特別貸付制度 

特定補助金等の交付を受けて研究開発した技術を利用して行う事業に必要な設備投資や長期運転資金の融

資を受けることができます。 

詳しくは、中小企業金融公庫にお尋ねください。 

（東京03-3270-1260、名古屋 052-551-5188、大阪06-6345-3577、福岡 092-781-2396） 

 

○ 中小企業投資育成株式会社法の特例 

中小企業投資育成株式会社からの投資対象について、 

－資本の額が３億円を超える株式会社を設立する場合 

－資本の額が３億円を超える株式会社が事業活動を実施するために必要とする資金の調達をする場合 

であっても投資を受けることができるようになります。 

詳しくは、中小企業投資育成株式会社にお尋ねください。 

（東京社：03-5469-1811、名古屋社：052-581-9541、大阪社：06-6341-5476） 

 

○ 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例（産業活力再生特別措置法に基づく措置） 

貸与機関が実施する小規模企業設備資金制度の貸付割合を２分の１から３分の２に拡充します。 

詳しくは、（財）全国中小企業取引振興協会又は各都道府県等中小業支援センターにお問い合わせください。 

（（財）全国中小企業取引振興協会：03-5565-0845） 

 

※上記の支援措置は、委託費審査とは別に各支援機関の審査を必要とします。 

※ＳＢＩＲ制度についての詳細はインターネットによる施策紹介 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/sbir/19fy/index.html 

又は、中小企業庁技術課（03-3501-1816）にお問い合わせください。 
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【参考７－１】 

エネルギー効果に関する説明（提案書様式４⑥）の記載方法について 

「地域イノベーション創出研究開発事業」への提案にあたり、エネルギー効果（エネルギー使用の合理化又は

非化石エネルギーの開発及び利用に関する効果）が期待される研究開発課題を提案する場合は、下記の事項に留

意して提案書様式４⑥欄を作成してください。 

※エネルギー効果の審査は書面のみで行います。 

１．エネルギー使用の合理化に関する効果（省エネルギー効果）について 

（１）省エネルギー効果について 

省エネルギー効果の要件は、既存機器等と比べ、２０１５年及び２０３０年において、原油換算で何キ

ロリットル相当の省エネルギー効果が出るかを算出し、２０１５年に年間２０，０００キロリットル以上

（原油換算）、２０３０年に同１００，０００キロリットル以上の効果量が期待できることが必要です。 

（２）省エネルギー効果の算出根拠について 

 省エネルギー効果の基本算式例は次のとおりです。 

省エネルギー効果（キロリットル／年） 

＝（既存機器等１台当たりの年間エネルギー消費量 － 開発機器等１台当たりの年間エネルギ

ー消費量）× 既存機器等の普及台数 × リプレースの割合 × エネルギー源別発熱量

○○ＭＪ（kcal）÷３８．２ＭＪ（9,126kcal）÷１，０００ 

（既存機器等１台当たりのエネルギー消費量） 

・現在市場に出ている機器等で開発機器等と性能、機能面で同等でこれに置き換わると推定する機器等の

１台当たりの年間エネルギー消費量です。 

・データの根拠、仕様等をご説明ください。 

 （開発機器等１台当たりのエネルギー消費量） 

・開発機器等のエネルギー消費量の技術的根拠、前提条件等をご説明ください。 

 （既存機器等の普及台数） 

・２０１５年及び２０３０年時点の既存機器等の国内での普及台数です。 

・普及台数が現時点と異なると見込む場合には、普及台数の見込み方法（普及時期、要件等）及び根拠を

ご説明ください。 

 （リプレースの割合） 

・２０１５年及び２０３０年時点の既存機器等の国内での普及台数のうち、開発機器等に置き換わると見

込む割合及び根拠等をご説明ください。 

 （エネルギー源別発熱量について） 

・省エネルギー効果を原油換算で表示する必要があるため、削減できるエネルギー消費量を一旦ＭＪ換算

又はｋｃａｌ換算します。次に、例えば、電力量が削減できる場合は、エネルギー源別発熱量の換算値

（１ｋＷｈあたり３．６０ＭＪ又は８６０ｋｃａｌ）を用います。（別添の換算表【参考７－２】を使用

してください。） 

２．非化石エネルギーの開発及び利用に関する効果（非化石エネルギー効果）について 

（１）非化石エネルギー効果について 

ここでいう非化石エネルギーとは、化石燃料以外の次ページ１）のエネルギー（非化石エネルギー）及

び２）のエネルギー（新エネルギー）を指します。 

非化石エネルギー効果は、２０１５年及び２０３０年において、開発した技術により一定の非化石エネ

ルギーの開発又は利用可能となることが必要です。 
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１）非化石エネルギー 

① 太陽光 

② 風力 

③ 水力 

④ 地熱 

⑤ 太陽熱 

⑥ 廃熱（工場又は事業場において排出さ

れる熱で、その有効利用を図ることが可

能なものをいう。以下同じ。） 

⑦ 水素 

⑧ アルコール 

⑨ その他経済産業省令・環境省令で定め

る要件に該当するもの 

２）新エネルギー 

① 太陽光発電 

② 太陽熱利用 

③ 風力発電 

④ 廃棄物燃料製造 

⑤ 廃棄物発電 

⑥ 廃棄物熱利用 

⑦ バイオマス燃料製造 

⑧ バイオマス発電 

⑨ バイオマス熱利用 

⑩ 温度差エネルギー 

⑪ 雪氷熱利用 

⑫ クリーンエネルギー自動車（天然ガス自動車、

メタノール自動車、電気自動車（ハイブリッド自

動車、燃料電池自動車を含む。）） 

⑬ 天然ガスコージェネレーション 

⑭ 燃料電池 

※特別会計に関する法律施行令（平成１９年政

令第１２４号）第５０条第５項より 

※新エネルギー利用等の促進に関する基本方針（平成１

４年１２月２７日閣議決定）を参照 

（２）非化石エネルギー効果の算出根拠について 

非化石エネルギー効果の基本算式例は次のとおりです。 

非化石エネルギー効果（キロリットル／年）＝ 

開発機器等１台当たりの年間エネルギー発生量 × 開発機器等の普及台数 

× エネルギー源別発熱量○○ＭＪ（kcal） ÷ ３８．２ＭＪ（9,126kcal） 

÷ １，０００ 

 （開発機器等１台当たりのエネルギー発生量） 

・開発機器等のエネルギー発生量の技術的根拠、前提条件等をご説明ください。 

 （開発機器等の普及台数） 

・２０１５年及び２０３０年時点の開発機器等の国内での普及台数です。 

・普及台数が現時点と異なると見込む場合には、普及台数の見込み方法（普及時期、要件等）及び根拠を

ご説明ください。 

（エネルギー源別発熱量） 

・代替エネルギー効果を原油換算で表示する必要があるため、発生又は利用可能となるエネルギー量を一

旦ＭＪ換算又はｋｃａｌ換算します。次に、例えば電力量としてエネルギー発生できる場合は、エネル

ギー源別発熱量の換算値（１ｋＷｈあたり８．８１ＭＪ又は２，１０５ｋｃａｌ）を用います。（別添の

換算表【参考７－２】を使用してください。） 
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【参考７－２】 

[エネルギー源別標準発熱量一覧表（原油リッター換算）] 

エネルギー源 単位 標準単位 同ｋｃａｌ換算 原油ｌ換算 

［石 炭］     

石 炭     

輸入原料炭 ｋｇ ２９．０ ＭＪ  ６，９２８ ０．７５９１ 

コークス用原料炭 ｋｇ ２９．１ ＭＪ  ６，９５２ ０．７６１８ 

吹込用原料炭 ｋｇ ２８．２ ＭＪ  ６，７３７ ０．７３８２ 

輸入一般炭 ｋｇ ２５．７ ＭＪ  ６，１３９ ０．６７２７ 

輸入無煙炭 ｋｇ ２６．９ ＭＪ  ６，４２６ ０．７０４１ 

石炭製品     

コークス ｋｇ ２９．４ ＭＪ  ７，０２３ ０．７６９６ 

コークス炉ガス ｍ３-Ｎ ２１．１ ＭＪ  ５，０４１ ０．５５２４ 

高炉ガス ｍ３-Ｎ  ３．４１ＭＪ    ８１５ ０．０８９３ 

転炉ガス ｍ３-Ｎ  ８．４１ＭＪ  ２，００９ ０．２２０１ 

［石 油］     

原 油     

原 油 ｌ ３８．２ ＭＪ  ９，１２６ １．００００ 

ＮＧＬ・コンデンセート ｌ ３５．３ ＭＪ  ８，４３３ ０．９２４１ 

石油製品     

ＬＰＧ ｋｇ ５０．８ ＭＪ １２，１３６ １．３２９８ 

ナフサ ｌ ３３．６ ＭＪ  ８，０２７ ０．８７９６ 

ガソリン ｌ ３４．６ ＭＪ  ８，２６６ ０．９０５８ 

ジェット燃料油 ｌ ３６．７ ＭＪ  ８，７６７ ０．９６０７ 

灯 油 ｌ ３６．７ ＭＪ  ８，７６７ ０．９６０７ 

軽 油 ｌ ３７．７ ＭＪ  ９，００６ ０．９８６９ 

Ａ重油 ｌ ３９．１ ＭＪ  ９，３４１ １．０２３６ 

Ｃ重油 ｌ ４１．９ ＭＪ １０，００９ １．０９６４ 

潤滑油 ｌ ４０．２ ＭＪ  ９，６０３ １．０５２３ 

他重質石油製品 ｋｇ ４０．９ ＭＪ  ９，７７１ １．０７０７ 

オイルコークス ｋｇ ２９．９ ＭＪ  ７，１４３ ０．７８２７ 

製油所ガス ｍ３-Ｎ ４４．９ ＭＪ １０，７２６ １．１７５３ 

［ガ ス］     

可燃性天然ガス     

輸入天然ガス（ＬＮＧ） ｋｇ ５４．６ ＭＪ １３，０４３ １．４２９２ 

国産天然ガス ｍ３-Ｎ ４３．５ ＭＪ １０，３９２ １．１３８７ 

都市ガス     

都市ガス ｍ３-Ｎ ４４．８ ＭＪ １０，７０２ １．１７２７ 

［電 力］     

電力消費時発生熱量 ｋＷｈ  ３．６０ＭＪ    ８６０ ０．０９４２ 

電力発電端投入熱量 ｋＷｈ  ８．８１ＭＪ  ２，１０５ ０．２３０７ 

［ 熱 ］     

蒸気消費時発生熱量 

（１００℃１気圧飽和乾蒸気） 
ｋｇ  ２．６８ＭＪ    ６４０ ０．０７０１ 

（参考）１ｋｃａｌ ＝ ４．１８６０５ｋＪ （計量法定義） 

平成１７年度におけるエネルギー需給実績（確報）（資源エネルギー庁長官官房総合政策課）より引用
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【参考８】 

地域イノベーション創出研究開発事業に関する質問 

【研究体について】 

質問１ 研究体構成員のうち、参加企業は何社必要なのか。また、１社でも構わないのか。（５ページ関連） 

（回答）研究体は、原則として複数の民間企業を含む構成としますが、参画する民間企業が中小企業の場合は、

民間企業１社を含む構成でも構いません。また、参加社数の上限はありませんが、企業数が多ければ多い

ほど評価が良い、というものではありません。 

質問２ 本事業でいう「中小企業」の定義は。（５ページ・様式２（２５ページ）関連） 

（回答）本事業における「中小企業者」の範囲は以下のとおりです。 

１ 中小企業者としての会社等 

下表に示す「資本金基準」又は「従業員基準」のいずれかを満足する企業であって、みなし大企業（注

２）に該当しないもの。 

主たる事業として 

営んでいる業種 

【資本金基準】 

資本金の額又は出資の総額 

【従業員基準】 

常時使用する従業員の数 

製造業その他（下記以外）  ３億円以下 ３００人以下 

卸売業  １億円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下  ５０人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

（注１）常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含まない。 

（注２）本事業において、「みなし大企業」とは、以下のものをいう。 

・発行済株式の総数又は出資総額の２分の１以上が、同一の大企業の所有に属している法人 

・発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上が、複数の大企業の所有に属している法人 

・役員総数の２分の１以上が、大企業の役員又は職員を兼ねている者が占めている法人 

（注３）大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者で事業を営む者をいいます。ただ

し、以下に該当する者については、大企業者として取り扱わないものとします。 

・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 

・廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する指定支援機関（ベン

チャー財団）と基本約定書を締結した者（特定ベンチャーキャピタル） 

・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 

２ 中小企業者としての組合等 

事業協同組合、鉱工業技術研究組合等の組織も、一定の要件を満たせば対象となる。 

① 特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業

者の３分の２以上が上記１）で規定する「中小企業者」としての会社等であるもの。 

② 中小企業団体の組織に関する法律第３条第１項に規定する中小企業団体。 
 
質問３ 研究体には、なぜ管理法人を置かなければならないのか。（５ページ関連） 

（回答）研究体は、原則として複数の組織が参加する研究体制であるため、研究実施プロジェクトの運営管理、

研究体構成員相互の調整、財産管理（知的財産権を含む）等の事業管理、研究開発成果の普及等の役割を

担うほか、本事業による１年間ないし２年間の研究開発の終了後、事業化を達成させるためには、研究体

の構成員を引き続きとりまとめ、補完研究及び製品開発等を強力に推進する（又は強力に支援する）者が

必要であるため、研究体には必ず管理法人を置くこととしています。なお、民間企業等の研究実施者が管

理法人を兼ねることもできます。 

質問４ 管理法人の要件「研究開発終了後の事業化に向けた推進体制（又は事業化に向けた支援体制）が整備

されていること」とは、具体的にどういうことか。（５ページ関連） 

（回答）それぞれ、次の例示のような内容を指します。 

①「研究開発終了後の事業化に向けた推進体制」：事業化（製品化）を予定している民間企業が管理法人

となる場合、社内で引き続き商品開発や量産化研究等を行う体制が整備されていること等を指します。 

②「研究開発終了後の事業化に向けた支援体制」：事業化を予定している民間企業以外の者（例：公益法
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人、大学等）が管理法人となる場合、当該組織において事業化を進める構成員（民間企業）に対する

融資制度等の支援メニューの設置と制度活用に向けたコーディネート等を行う、大学組織内の産学官

連携センターに専属の担当を置いて常時支援する、関係者でもって大学発ベンチャーを設立し支援す

る等、研究開発終了後事業化に向けて取り組む構成員（民間企業）に対して引き続き具体的な支援を

行う体制が整備されていることなどを指します。 

なお、具体的な体制については、提案書様式１２「管理法人の概要」⑦欄にて説明してください。 

質問５ 独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体の試験研究機関等の試験研究機関は管理法人になれるの

か。（５ページ関連） 

（回答）管理法人の資格要件（５ページ参照）を満たしていれば、試験研究機関等であっても管理法人になるこ

とができます。ただし、試験研究機関によっては、資金管理等の点から管理法人とならないところもある

ようですので、提案前に当該機関に確認してください。 

質問６ 総括事業代表者（ＰＭ）は複数いても良いか。（６ページ関連） 

（回答）事業全体の統括者として、プロジェクト全体を把握し、当該事業を円滑かつ効率的に推進させるため、

ＰＭは１名とします。 

【提案枠について】 

質問７ 一般枠と農商工連携枠の違いは何か。（２～３ページ関連） 

（回答）製造業・サービス業等の技術力やノウハウと、農業従事者等の有する資源とを連携させ、農林水産業の

振興や農林漁村等地域の活性化等に資することが期待される研究開発課題を支援するため、地域の産学官

の農商工連携体による共同研究を対象とした「農商工連携枠」を設けています。農商工連携枠への応募に

あたっては、一般枠の要件に加え、農商工連携枠の２つの要件（３ページ参照）を満たす必要があります。

また、農商工連携枠への提案は、一般枠への提案があったものとして取り扱いますが、一般枠には同様の

取扱いはありません。なお、採択後の取扱いについては、特段の違いはありません。 

質問８ 本事業に類似のテーマで同時に提案はできるのか。（２６ページ関連） 

（回答）農商工連携枠については一般枠への提案があったものとして取り扱いますが、その他に類似のテーマで

提案をする場合は、様式Ａ（４３ページ）を記載してください。ただし、類似提案の内容によっては、公

平な採択の阻害要因となりうるため、当方の判断で不採択として処理する場合がありますのであらかじめ

ご承知置きください。 

質問９ 他省庁、独立行政法人等の研究開発制度と同様の内容で本事業に提案できるのか。（２６ページ関連）

（回答）他事業へ類似提案をする場合は、様式Ｂ（４４ページ）を作成してください。ただし、競争的資金の適

正な執行に関する指針の趣旨を踏まえ、当該年度に一の研究者又は研究グループにおいて同一の研究課題

で複数の競争的研究資金が配分される（不合理な重複）、研究費が効果的・効率的に使用できる限度を超

える（過度の集中）を排除するため、必要な範囲内で応募内容の一部を他の競争的研究資金担当課（独立

行政法人である配分機関を含む。）に情報提供する場合があります。また、不合理な重複や過度の集中が

あった場合には、採択しない場合があります。 

更に、競争的研究資金以外でも関係省庁等の連携により、同一の研究者の同一又は著しく類似したプ

ロジェクトは、国における研究開発の重複排除の観点から、重複して助成しないこととされていますの

で、あらかじめご承知置きください。 

【提案書の提出について】 

質問１０ 提案書の受付締切までにｅ－Ｒａｄ（府省共通研究開発管理システム）の登録が間に合わないので、

提案書の研究機関番号及び研究者番号欄を空欄のまま提出してもよいか。（７・９・２０ページ関連） 

（回答）提案書受付後、審査処理の一部をｅ－Ｒａｄ上で処理を行います。その際、ｅ－Ｒａｄで取得した研究

機関番号及び研究者番号の入力が必須となるため、研究機関番号と研究者番号の取得がなされていない場

合は当該処理が不可能となるため、番号の記載のない提案書は受け付けることができません。 

なお、本事業の提案受付期間中は、他の研究開発制度の提案受付も集中し、ｅ－Ｒａｄでの登録に日数

を要する場合がありますので、２週間以上の余裕をもって登録手続きを行ってください。また、登録自体

は本事業の提案受付期間前でも可能ですので、事前に登録を済ませておくことをおすすめいたします。 
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平成２０年度　地域イノベーション創出研究開発事業提案プロジェクト　提案データ入力票　［研究実施者１０者以下用］

【入力上の注意】                 

●管理法人を除く研究実施者が１０者以下の場合はこのフォーマットを使用します。

　研究実施者が１１者以上の場合はこのフォーマットを使用することができません。（「１１者～２０者」用のフォーマットを使用してください。）

●１～４９の各欄の、黄色・オレンジ色のセル（欄）に入力してください。

　　（入力漏れがありますと、ｅ－Ｒａｄ（府省共通研究開発管理システム）に移行できず、提案が登録されないことがあります。）

●「提案書記載箇所」に記載されている、提案書の該当項目と同じ内容を入力してください。

●オレンジ色のセルには、あらかじめ「ｅ－Ｒａｄ」から付与されたコードを入力してください。（ｅ－Ｒａｄでの事前登録が必要です。）

●文字・数字の前に「’」「”」等は入力しないでください。

●数式は絶対に使用しないでください。

●カタカナはすべて全角、英数字はすべて半角大文字で入力してください。

●行・列の挿入、削除、非表示等、フォーマット自体の改変操作は行わないでください。（ｅ－Ｒａｄへの移行ができず、提案が登録されないことがあります。）

■基本情報【様式１】

1

2

3

4

（分野（主分野・副分野）及びキーワード）
コード欄

5

6

7

8

9

10

11

12

13

（管理法人）

（コード）

（名称）

15

16

17 （都道府県）

18 （市・郡名以降）

19

（コード）

（所属名）

21

22

23

24

（総括事業代表者（ＰＭ））

25

26 （姓）

27 （名）

28

29

30

■主たる研究実施場所【様式２】

31

32 （都道府県）

33 （市・郡名以降）

■共同研究体構成員【様式２・６・１１】
※PM所属機関が管理法人と異なる（25欄で「管理法人以外」を選択した）場合、管理法人についての情報は「研究分担者①」欄に入力してください。
※PM所属機関が管理法人となっている（25欄で「管理法人」を選択した）場合、管理法人についての情報を「研究分担者①～⑩」欄に入力する必要はありません。

※管理法人を除く研究実施者が１１者以上の場合は、「１１者～２０者用」の入力シートを使用してください。（このシートの「行」を挿入して入力することはできません。）

(都道府県) (市郡以降) （姓） （名） （姓） （名）

34 ＰＭ所属機関 0 0 0 0

35 研究分担者①

36 研究分担者② －

37 研究分担者③ －

38 研究分担者④ －

39 研究分担者⑤ －

40 研究分担者⑥ －

41 研究分担者⑦ －

42 研究分担者⑧ －

43 研究分担者⑨ －

44 研究分担者⑩ －

提案書記載箇所 － －
【様式２】
所属部署

－
【様式２】
役職

入力上の注意

管理法人
に○
（自動表
示）

ｅ－Ｒａｄ
の「研究
機関コー
ド」を、半
角１０桁
で入力。

全角で入
力しま
す。役職
名は入力
しないでく
ださい。

都道府県
を選択し
ます。

全角で
市・郡名
以降を略
さずに入
力してくだ
さい。

ｅ－Ｒａｄ
の「研究
者番号」
を、半角
数字８桁
で入力。

全角で入
力しま
す。所属
は入力し
ないでく
ださい。

研究者性
別を選択
します。

半角入力
「yyyymm
dd」(西暦
４桁+月２
桁+日２
桁)

エフォート
（％）を半
角で入力
します。

｢地域ｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝ創
出共同
体｣参画
(予定)の
機関は○
を選択し
ます。

｢産業ｸﾗｽ
ﾀｰ｣に参
画する等
関係のあ
る機関は
○を選択
します。

■その他情報

45

46

47

48 製品単年度売上見込額

49

【様式３】研究開発概要

【様式３】②２０年度

【様式３】②２１年度

入力上の注意

1,000字以内で、研究開発内容（様式３③欄に記載した内容）を転記してください。

半角・千円単位で入力してください。

半角・千円単位で入力してください。※２０年度のみの場合、「0」と入力してください。

全角入力。スペースは挿入せず、また株式会社等は略さずに入力してください。

都道府県を選択します。

全角で、市・郡名以降を略さずに入力してください。スペースは挿入しないでください。

提案書記載箇所

ＰＭ所属部署 「所属」欄

「所在地」欄

「役職」欄

提案書記載箇所

「名称」欄

ＰＭ役職名

項目名

提案書記載箇所

－

「組織名」欄

入力上の注意

ＰＭの所属機関について、「管理法人」「管理法人以外」のいずれかを選択してください。

全角入力。姓のみ入力してください。（名は入力しません。）

全角入力。スペースは挿入せず、また株式会社等は略さずに入力してください。

全角で役職名のみを入力します。所属等は入力しないでください。

市外局番から半角で入力。局番の間に-（ハイフン）を挿入。例）03-XXXX-XXXX

市外局番から半角で入力。局番の間に-（ハイフン）を挿入。例）03-XXXX-XXXX

システムの「メールアドレス１」のアドレスを、半角で入力します。

市・郡名以降　※34・35欄の「○」のついた欄から引用します。

全角で氏名を入力します。姓と名の間に全角スペースを１字分挿入してください。

システムの「所属部局コード」を入力します。（半角数字）

所属のみを入力します。（氏名、役職名は入力しないでください。）

※34・35欄の「○」のついた欄から引用します。

全角で役職名のみを入力します。氏名等は入力しないでください。

全角で氏名を入力します。姓と名の間に全角スペースを１字分挿入してください。

都道府県名　※34・35欄の「○」のついた欄から引用します。

「Ｔｅｌ」欄

「Ｆａｘ」欄

「E-mail」欄

「氏名」欄 全角入力。名のみ入力してください。（姓は入力しません。）

全角入力。スペースは挿入せず、また役職名は入力しないでください。

提案書記載箇所

－

「法人名」欄

「代表者役職」欄

「代表者氏名」欄

「連絡担当者氏名」欄

「連絡担当者役職」欄

「住所」欄

－

「連絡担当者所属」欄

「２．キーワード」④

「２．キーワード」⑤

「主分野・副分野一覧表」のコード（半角数字４桁）と分野名（全角）を入力します。

「キーワード一覧表」のコード（半角数字３桁）とキーワード（全角）を入力します。

「１．主分野・副分野」副分野③

「２．キーワード」①

「２．キーワード」②

「２．キーワード」③

提案書記載箇所

「１．主分野・副分野」主分野

「１．主分野・副分野」副分野①

「１．主分野・副分野」副分野②

提案書記載箇所

テーマ名

研究目的

入力上の注意

全角文字・３０字以内で入力してください。

全角文字・１５０字以内で入力してください。

「応募枠」欄

「研究開発期間」欄

「一般枠」「農商工連携枠」のいずれかを、リストから選択します。

「１年」「２年」のいずれかを、リストから選択します。

産業ｸﾗｽ
ﾀｰ関係

イノベ
共同体

入力上の注意

【様式１０】③

直接経費
(２０年度)

間接経費
(２０年度)

研究者名フリガナ

入力上の注意

全角入力。スペースは挿入せず、また所属名は入力しないでください。

ｅ－Ｒａｄの「研究機関コード」（半角１０桁）　※34・35欄の「○」のついた欄から引用します。

応募枠

研究開発期間

項目名

テーマ名

キーワード③

キーワード④

研究目的

副分野③

キーワード①

キーワード②

入力欄項目名

主分野

副分野①

副分野②

連絡担当者Ｆａｘ

連絡担当者メール

法人名

連絡担当者役職

連絡担当者Ｔｅｌ

キーワード⑤

項目名

連絡担当者所属

連絡担当者氏名

【様式２】【様式１１】

各機関筆頭の研究者について、全角で入
力します。姓・名を分けて入力します。

半角数字・千円単位
で入力します。
※管理法人「一般管
理費」は含めませ
ん。

入力上の注意

機関名

入力欄

全角で入力します。
スペースは挿入せ
ず、また株式会社等
は略さずに入力して
ください。

名称

研究者名

【様式２】「機関名」

管理
法人
研究機関
コード

所在地

14

20

項目名

ＰＭの所属

ＰＭ組織名

住所

代表者役職

代表者氏名

ＰＭ氏名

入力欄

項目名 入力欄

所属
部署

0

入力欄

【様式６－１】

入力欄

研究開発費提案額（２１年度）

新規雇用者数見通し

研究概要

研究開発費提案額（２０年度）

【様式３】⑥

【様式３】⑥

研究開発終了５年経過時の単年度売上見込額（千円）を半角数字で入力してください。

研究開発終了５年後に見込まれる新規雇用者数（人）を半角数字で入力してください。

入力シート

【様式１１】

住所

【様式２】「所在地」

研究者
役職

研究者
番号

研究者
性別
研究者
生年月日

エフォート

「氏名」欄
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平成２０年度　地域イノベーション創出研究開発事業提案プロジェクト　提案データ入力票　［研究実施者１１者～２０者用］

【入力上の注意】                 

●管理法人を除く研究実施者が１１者～２０者の場合はこのフォーマットを使用します。

　研究実施者が１０者以下の場合はこのフォーマットを使用することができません。（「１０者以下」用のフォーマットを使用してください。）

●１～５９の各欄の、黄色・オレンジ色のセル（欄）に入力してください。

　　（入力漏れがありますと、ｅ－Ｒａｄ（府省共通研究開発管理システム）に移行できず、提案が登録されないことがあります。）

●「提案書記載箇所」に記載されている、提案書の該当項目と同じ内容を入力してください。

●オレンジ色のセルには、あらかじめ「ｅ－Ｒａｄ」から付与されたコードを入力してください。（ｅ－Ｒａｄでの事前登録が必要です。）

●文字・数字の前に「’」「”」等は入力しないでください。

●数式は絶対に使用しないでください。

●カタカナはすべて全角、英数字はすべて半角大文字で入力してください。

●行・列の挿入、削除、非表示等、フォーマット自体の改変操作は行わないでください。（ｅ－Ｒａｄへの移行ができず、提案が登録されないことがあります。）

■基本情報【様式１】

1

2

3

4

（分野（主分野・副分野）及びキーワード）
コード欄

5

6

7

8

9

10

11

12

13

（管理法人）

（コード）

（名称）

15

16

17 （都道府県）

18 （市・郡名以降）

19

（コード）

（所属名）

21

22

23

24

（総括事業代表者（ＰＭ））

25

26 （姓）

27 （名）

28

29

30

■主たる研究実施場所【様式２】

31

32 （都道府県）

33 （市・郡名以降）

■共同研究体構成員【様式２・６・１１】
※PM所属機関が管理法人と異なる（25欄で「管理法人以外」を選択した）場合、管理法人についての情報は「研究分担者①」欄に入力してください。
※PM所属機関が管理法人となっている（25欄で「管理法人」を選択した）場合、管理法人についての情報を「研究分担者①～⑳」欄に入力する必要はありません。
※管理法人を除く研究実施者が１０者以下の場合は、「１０者以下用」の入力シートを使用してください。（このシートの「行」を削除することはできません。）

(都道府県) (市郡以降) （姓） （名） （姓） （名）

34 ＰＭ所属機関 0 0 0 0

35 研究分担者①

36 研究分担者② －

37 研究分担者③ －

38 研究分担者④ －

39 研究分担者⑤ －

40 研究分担者⑥ －

41 研究分担者⑦ －

42 研究分担者⑧ －

43 研究分担者⑨ －

44 研究分担者⑩ －

45 研究分担者⑪ －

46 研究分担者⑫ －

47 研究分担者⑬ －

48 研究分担者⑭ －

49 研究分担者⑮ －

50 研究分担者⑯ －

51 研究分担者⑰ －

52 研究分担者⑱ －

53 研究分担者⑲ －

54 研究分担者⑳ －

提案書記載箇所 － －
【様式２】
所属部署

－
【様式２】
役職

入力上の注意

管理法人
に○
（自動表
示）

ｅ－Ｒａｄ
の「研究
機関コー
ド」を、半
角１０桁
で入力。

全角で入
力しま
す。役職
名は入力
しないでく
ださい。

都道府県
を選択し
ます。

全角で
市・郡名
以降を略
さずに入
力してくだ
さい。

ｅ－Ｒａｄ
の「研究
者番号」
を、半角
数字８桁
で入力。

全角で入
力しま
す。所属
は入力し
ないでく
ださい。

研究者性
別を選択
します。

半角入力
「yyyymm
dd」(西暦
４桁+月２
桁+日２
桁)

エフォート
（％）を半
角で入力
します。

｢地域ｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝ創
出共同
体｣参画
(予定)の
機関は○
を選択し
ます。

｢産業ｸﾗｽ
ﾀｰ｣に参
画する等
関係のあ
る機関は
○を選択
します。

■その他情報

55

56

57

58 製品単年度売上見込額

59

入力上の注意

1,000字以内で、研究開発内容（様式３③欄に記載した内容）を転記してください。

半角・千円単位で入力してください。

半角・千円単位で入力してください。※２０年度のみの場合、「0」と入力してください。

提案書記載箇所

【様式３】研究開発概要

【様式３】②２０年度

【様式３】②２１年度

入力上の注意

全角入力。スペースは挿入せず、また株式会社等は略さずに入力してください。

都道府県を選択します。

全角で、市・郡名以降を略さずに入力してください。スペースは挿入しないでください。

ＰＭ所属部署 「所属」欄

「所在地」欄

「役職」欄

提案書記載箇所

「名称」欄

ＰＭ役職名

提案書記載箇所

－

「組織名」欄

入力上の注意

ＰＭの所属機関について、「管理法人」「管理法人以外」のいずれかを選択してください。

全角入力。姓のみ入力してください。（名は入力しません。）

全角入力。スペースは挿入せず、また株式会社等は略さずに入力してください。

全角で役職名のみを入力します。所属等は入力しないでください。

市外局番から半角で入力。局番の間に-（ハイフン）を挿入。例）03-XXXX-XXXX

市外局番から半角で入力。局番の間に-（ハイフン）を挿入。例）03-XXXX-XXXX

システムの「メールアドレス１」のアドレスを、半角で入力します。

市・郡名以降　※34・35欄の「○」のついた欄から引用します。

全角で氏名を入力します。姓と名の間に全角スペースを１字分挿入してください。

システムの「所属部局コード」を入力します。（半角数字）

所属のみを入力します。（氏名、役職名は入力しないでください。）

※34・35欄の「○」のついた欄から引用します。

全角で役職名のみを入力します。氏名等は入力しないでください。

全角で氏名を入力します。姓と名の間に全角スペースを１字分挿入してください。

都道府県名　※34・35欄の「○」のついた欄から引用します。

「Ｔｅｌ」欄

「Ｆａｘ」欄

「E-mail」欄

「氏名」欄 全角入力。名のみ入力してください。（姓は入力しません。）

全角入力。スペースは挿入せず、また役職名は入力しないでください。

提案書記載箇所

－

「法人名」欄

「代表者役職」欄

「代表者氏名」欄

「連絡担当者氏名」欄

「連絡担当者役職」欄

「住所」欄

－

「連絡担当者所属」欄

「２．キーワード」④

「２．キーワード」⑤

「主分野・副分野一覧表」のコード（半角数字４桁）と分野名（全角）を入力します。

「キーワード一覧表」のコード（半角数字３桁）とキーワード（全角）を入力します。

「１．主分野・副分野」副分野③

「２．キーワード」①

「２．キーワード」②

「２．キーワード」③

提案書記載箇所

「１．主分野・副分野」主分野

「１．主分野・副分野」副分野①

「１．主分野・副分野」副分野②

提案書記載箇所

テーマ名

研究目的

入力上の注意

全角文字・３０字以内で入力してください。

全角文字・１５０字以内で入力してください。

「応募枠」欄

「研究開発期間」欄

「一般枠」「農商工連携枠」のいずれかを、リストから選択します。

「１年」「２年」のいずれかを、リストから選択します。

産業ｸﾗｽ
ﾀｰ関係

イノベ
共同体

入力上の注意

【様式１０】③

直接経費
(２０年度)

間接経費
(２０年度)

研究者名フリガナ

入力上の注意

全角入力。スペースは挿入せず、また所属名は入力しないでください。

ｅ－Ｒａｄの「研究機関コード」（半角１０桁）　※34・35欄の「○」のついた欄から引用します。

応募枠

研究開発期間

副分野③

キーワード①

キーワード②

入力欄項目名

項目名

テーマ名

研究目的

主分野

副分野①

副分野②

法人名

連絡担当者Ｆａｘ

連絡担当者メール

キーワード③

キーワード④

キーワード⑤

項目名

連絡担当者所属

【様式２】【様式１１】

各機関筆頭の研究者について、全角で入
力します。姓・名を分けて入力します。

半角数字・千円単位
で入力します。
※管理法人「一般管
理費」は含めませ
ん。

項目名

名称

研究者名

【様式２】「機関名」

管理
法人
研究機関
コード

14

20

項目名

ＰＭの所属

ＰＭ組織名

住所

代表者役職

代表者氏名

ＰＭ氏名

連絡担当者氏名

所在地

機関名

連絡担当者役職

連絡担当者Ｔｅｌ

入力欄

入力欄

0

入力欄

【様式６－１】

所属
部署

入力欄

研究開発費提案額（２１年度）

全角で入力します。
スペースは挿入せ
ず、また株式会社等
は略さずに入力して
ください。

項目名 入力欄

新規雇用者数見通し

研究概要

研究開発費提案額（２０年度）

【様式３】⑥

【様式３】⑥

研究開発終了５年経過時の単年度売上見込額（千円）を半角数字で入力してください。

研究開発終了５年後に見込まれる新規雇用者数（人）を半角数字で入力してください。

入力シート

【様式１１】

住所

【様式２】「所在地」

研究者
役職

研究者
番号

研究者
性別
研究者
生年月日

エフォート

「氏名」欄

 


